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健康増進課長 
兼黒磯保健セ
ンター所長兼 
西那須野保健
センター所長 

柳  崎  修  造   
健康増進課長
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出席議会事務局職員 

議会事務局 
主 査 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ２号 平成２６年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔市民課〕 

    福祉教育常任委員会 

    ・議案第７８号 那須塩原市印鑑条例の一部改正について 

    ・議案第８０号 那須塩原市手数料条例の一部改正について 

    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔高齢福祉課〕 

    予算常任委員会第二分科会 
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    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    ・議案第６７号 平成２７年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ４号 平成２６年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔社会福祉課〕 

    決算特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔国保年金課〕 

    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    ・議案第６５号 平成２７年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

    ・議案第６６号 平成２７年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ２号 平成２６年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ３号 平成２６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前 ９時５６分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○長岡議会事務局主査 皆様、おはようございます。 

  定刻より早いんですけれども、皆様おそろいと

いうことで、ただいまから福祉教育常任委員会、

あわせて予算常任委員会（第二分科会）、決算審

査特別委員会（第二分科会）を開会いたします。 

  会議に先立ちまして、本日、髙久委員からは遅

刻の旨の連絡がありまして、参考までに申し上げ

ますが、ただいまの出席委員は８名です。過半数

は５名となります。もし、髙久委員おそろいの場

合でも、過半数は超えることとなります。 

  そして、資料の、前回ですね、協議会のほうで

は、社会福祉課の進行が、健康増進課、市民課、

社会福祉課、高齢福祉課の順でご案内していまし

たけれども、執行部の申し出により、高齢福祉課

と社会福祉課の順番が入れかわってございます。

先に高齢福祉課を諮りまして、次に社会福祉課と

なります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○長岡議会事務局主査 それでは、まず、委員長か

ら挨拶がございます。 

○伊藤委員長 皆さん、改めましておはようござい

ます。 

  ９月定例会の福祉教育常任委員会に出席をいた

だきましてありがとうございます。 

  それでは、今定例会における委員会の審査の方

法について申し上げます。 

  審査は各担当課ごとに行い、それぞれ福祉教育

常任委員会審査、予算常任委員会（第二分科会）、

決算審査特別委員会（第二分科会）の順に審査を

いたします。審査の日程は、お手元に配付のとお

りといたします。本日は、保健福祉部とこども未

来部の審査とし、午後５時前に終了しても、教育

部は16日といたします。 

  今定例会で当常任委員会に付託された案件は、

条例案件５件、予算常任委員会に付託された案件

のうち、当第二分科会で審査すべき案件は、一般

会計及び特別会計の補正予算案件４件、さらに決

算審査特別委員会に付託された案件のうち、当第

二分科会で審査すべき案件は、一般会計及び特別

会計の決算認定案件４件でございます。 

  各委員には、自由闊達なご意見と慎重な審査を

お願いいたしますとともに、円満な進行にご協力

いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。 

  また、本日の委員会終了後、陳情の件について

協議したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○伊藤委員長 それでは、皆さんおはようございま

す。ただいまから保健福祉部の審査を始めます。 

  初めに、松江保健福祉部長からご挨拶をいただ

きます。 

○松江保健福祉部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○伊藤委員長 それでは、健康増進課について審査

を行いますが、健康増進課については、福祉教育

常任委員会に対する付託案件がございませんので、

予算常任委員会（第二分科会）に切りかえて審査
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を行います。 

  健康増進課の皆様に申し上げます。議案の説明

に当たりましては、簡潔明瞭にお願いを申し上げ

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第64号 平成27年度那須塩原市

一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○柳崎健康増進課長 それでは、健康増進課分につ

きましてご説明を申し上げます。 

  補正予算執行計画書をごらんいただきたいと思

いますが、８ページになります。 

  それでは、健康増進課分、補正予算執行計画書

８ページ。４款衛生費、１項１目保健衛生総務費、

保健衛生事務推進費、2001事業でございます。賃

金を125万2,000円計上させていただいたところで

ございますが、内容につきましては、保健師１名

が最近、急に入りますので、それの１号給、大体

臨時職員の賃金を検討させていただきました。プ

ラス分につきましては、総務課で所管をしていた

だきまして、10月から３月分、６カ月分の臨時職

員の賃金を計上させていただきました。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はどうですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）審査に切りかえます。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○柳崎健康増進課長 それでは、平成26年度一般会

計決算、健康増進課所管分についてご説明を申し

上げます。 

  まず、健康長寿センター関連の事業についてご

説明申し上げますが、決算書では79、80ページに

なりますが、市政報告書で説明をさせていただき

ます。市政報告書は120ページになります。お開

きをいただきたいと思います。 

  それでは、ご説明申し上げます。 

  本事業につきましては、長寿の湯がございます

健康長寿センターの施設管理費で、平成24年度か

ら導入いたしました施設振興公社に対する指定管

理料１億102万7,000円及び消費税増税分288万
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6,485円の、合わせまして１億391万3,485円が主

な支出となってございます。 

  また、冷温水発生機の更新工事の設計業務を

183万6,000円で実施したところでございます。 

  本工事につきましては、本年５月25日に2,916

万円で契約しまして、５月28日から10月９日を工

期といたしまして、現在において実施していると

ころでございます。 

  次に、152ページになります。2010保健衛生事

務推進費になります。 

  本事業につきましては、日曜・祝日、年末年始

の在宅当番医手当や広域での救急医療に係る各負

担金、医師会等への交付金を支出しており、前年

度と同程度の決算内容となっております。 

  続きまして、次のページ、153ページ。301事業、

保健センター管理運営事業でございます。 

  本事業につきましては、黒磯保健センターの施

設管理に係る経費を支出しており、修繕料の増減

はありますが、毎年ほぼ同程度の決算額となって

おります。 

  次の154ページになります。351事業、保健セン

ター整備事業につきましては、前年度に実施設計

をいたしました黒磯保健センターへの耐震補強工

事を2,194万5,600円で実施し、あわせまして、同

時に給配水設備改修工事を2,322万円でそれぞれ

国庫補助事業によりまして実施したところでござ

います。 

  また、国庫補助事業の対象とならない関連工事

といたしまして、１階の壁仕上げ工事及び消毒室

のシンク取りかえ工事を実施しましたので、決算

総額は4,670万8,000円になったところでございま

す。 

  次に、同じく154ページの101事業、健康づくり

推進事業になります。 

  本事業は、健康づくりの普及啓発を図る事業で、

虫歯予防や消費生活と環境保健に要する経費、ま

た、市民との協働によります食生活改善推進事業

や若い世代の健康対策強化事業として、30歳、35

歳の節目健康診査に係る費用を支出しており、前

年度と同程度の決算額となっております。 

  続きまして、155ページから156ページになりま

す。201事業、成人保健事業でございます。 

  本事業につきましては、成人を対象とした健康

づくりのための事業として、健康相談、健康教育、

健康診査を実施するとともに、がんの早期発見、

早期治療のためのがん検診に係る費用を支出して

おります。前年度と比較いたしまして約750万円

ほど増額になりましたが、その主な要因は、26年

度から新たに胃がんリスク検診を実施したことか

ら、委託料が増額になったものでございます。 

  続きまして、157ページの301事業、予防接種事

業になります。 

  予防接種には、予防接種法に基づきます定期接

種と定期接種以外の任意接種がございます。事業

費のほとんどが医療機関に対する委託料と接種費

用の助成で、前年度と比較しまして約2,700万円

ほど増額になっています。この主な要因としては、

水痘及び高齢者肺炎球菌の予防接種が、昨年10月

から、任意接種から定期接種になりましたので、

自己負担がなくなったということで、接種者がふ

えたということで、委託料が増額になっておりま

す。 

  次に、158ページから159ページにまいります。

101事業、母子保健事業です。 

  本事業は、母子手帳の交付から妊婦健康診査、

母親学級、新生児訪問、乳幼児健診、児童生徒へ

の思春期保健教育、不妊治療費の助成等を実施し

ており、前年度とほぼ同程度の決算となっており

ます。 

  続きまして、ちょっと飛びますけれども、160
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ページになります。401事業の養育医療事業でご

ざいます。 

  事業内容につきましては、新生児の体重が

2,000ｇ以下あるいは身体的な生活力が薄弱な未

熟児に対しまして、指定された養育医療機関にお

いて入院、治療した医療費の給付を行うものでご

ざいます。 

  決算額は1,007万円で、対前年度比約520万円増

の大幅な増額となりましたが、増額の要因につき

ましては、給付費の実人数及び給付延べ日数等が

増加したため、補助費が大幅に増額になったもの

でございます。 

  続きまして、少し飛びまして、168ページにな

ります。 

  168ページ、放射能対策事業のうち、健康増進

課では、中段のほうにございます705事業になり

ます。健康増進課におけます放射能対策事業は、

ホールボディーカウンターによります放射能内部

被曝量検査と母乳及び尿の放射能物質検査を実施

したもので、その経費として測定者の送迎用バス

代、母乳、尿の検査及びホールボディーカウンタ

ー検査費の助成金等を支出したものです。 

  決算額は約80万円と少額になり、ひらた中央病

院での検査が無料であること、また、ホールボデ

ィーカウンターや母乳、尿検査の希望者が減少し

たことから、前年度決算額の約140万円と比較し

まして、大幅な減額となったところでございます。 

  以上、健康増進課分について説明させていただ

きました。よろしくお願いします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 121ページの健康長寿センター関連事

業ですが、委託料が上がった理由は何でしょうか。

上がっていないですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 ３年間の指定管理の中で総額

を決定いたしまして、年度協定額で、その年、そ

の年の金額、３年間の総額の枠の範囲で単年度の

金額を決定してきているところなんですね。 

  数字的に、大変申しわけないですけれども、資

料を持ってこなかったんで、その中で、最終年度

ということで事業費の伸びがございまして、それ

を評価させていただいたところだと思います。詳

しい内容、その数字がどの程度というまではちょ

っと資料は……ないね。大変申しわけないですが、

きょうは持ってきていないんですが、もう一度ち

ょっと精査させていただければ、回答を、きょう

中には出るかと思います。 

○伊藤委員長 よろしくお願いします。 

  藤村委員、よろしいですか。 

○藤村委員 じゃ、お願いします。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 157ページの予防費の中で、先ほ

ど高齢者の肺炎球菌ワクチンが今回定期接種にな

られたということで、これは、今までは補助が

3,000円ぐらい出ていたんですけれども、これが

無料でできるということで、年齢はやはり70歳以

上でよろしいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 年齢は、65歳から５歳刻みで

対象年齢とさせていただいています。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○平山副委員長 65、70、75。この方が対象で無料

ですよということでいいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 65、70、75、80、85、90、95

まででしたか……100まで。 
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○伊藤委員長 副委員長。 

○平山副委員長 ５歳刻みの方が無料で、例えば68

とか、73みたいなの方は半額。今までどおりの。

3,000円ぐらいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 任意接種という形になりまし

て、その任意接種については扶助費という形で助

成が出ており、3,900円になります。 

○平山副委員長 ありがとうございました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 次に、認定第２号 平成26年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○柳崎健康増進課長 それでは、平成26年度国民健

康保険特別会計決算、健康増進課所管分について

説明をさせていただきます。 

  健康増進課所管分につきましては、市政報告書、

350ページになります。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 市政報告書350ページ、８款

保健事業費、１項特定健康診査等事業費になりま

す。 

  特定健康診査特別事業、101事業、これにつき

ましては、国民健康保険加入者のうち40歳から74

歳を対象といたしまして、また、75歳以上の後期

高齢者につきましては、後期高齢者医療保険から

の受託事業として、生活習慣病の発症を予防し、

ひいては医療費の抑制につなげるため、メタボリ

ックシンドロームに着目をした特定健康診査、特

定保健指導を実施しております。 

  前年度と比較しまして270万円ほどの増額にな

っておりますが、主な要因といたしましては、特

定保健指導者数につきましては減少したものの、

特定健康診査及び後期高齢者健康診査の受診者が

増加したため、業務委託料が増額になったもので

ございます。 

  以上、国民健康保険特別会計のうち、健康増進

課所管について説明をさせていただきました。よ

ろしくお願いします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 メタボ健診なんですけれども、もうス

タートして結構たつと思うんですが、これにひっ

かかった方、あとフォローアップが必要などとい

う、これの受診率というか、改善率というのは、

その方の健康度が上がっているとか、そういうの

は実際につかまれているんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 
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○柳崎健康増進課長 申しわけございません。 

  改善についてとなりますと、なかなか評価が難

しいところがございまして、その集計といいます

か、統計的な数字についてはつかんではおりませ

ん。 

  動機づけとか積極的支援というような形で支援

をさせていただいて、体重を減らしましょうよ、

運動しましょうよ、栄養管理しましょうよという

ような指導はさせていただいています。その後の

フォロー、結果というところまでは、なかなか集

計的な、統計的なものについてはまだ出ていない

状態です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 この制度が導入されたときの説明では、

たしかフォローアップの改善率が悪いとペナルテ

ィーがかかるという説明を受けたんですけれども、

それはどうなっていますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 受診率、それに、今言われた

改善率でしょうか、それについてはペナルティー

があると、当初言われていたことなんですね。現

在、そのペナルティーはないというふうには聞い

ております。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今の関連なんですが、話戻るようなあ

れなんですけれども、受診率というのはどのぐら

いなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 特定健診の受診率、平成26年

度については38.3％という数字が出ております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 これ、データがあったらで結構なんで

すが、他の市町村と比較して、この受診率は高い

レベルにあるか、低いレベルにあるか。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 詳しい数値につきましてはち

ょっと手元にないんですが、一般的に、栃木県内

では低いほうの数値ではない、若干、どちらかと

いうと、受診率については高いほうの数値だとい

うふうには思っております。 

  詳しい数値はちょっと今手元にないんですが。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第２号 平成26年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定についてを、原案の

とおり認定すべきものとすることにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第２号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 その他ということなので。 

  黄木係長がみえているのでちょっと。私ども献

血をやっているんですけれども、当然手伝ってい

ただいているんですけれども、非常に献血をする
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方が減ってきているような状況があるんですよ。

そういう中で、保健センターのほうから実施の報

告数を１ついただいているんですけれども、そう

いったことを含めて、何かそういった、献血者が

ふえるような告知みたいなものを考えることは、

考えたことはあるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○柳崎健康増進課長 献血に関しては、献血車、い

つどこでやりますよという周知を私どもはさせて

いただいているところでございます。 

  なかなか伸びないという状況もあろうかと思う

んですが、できるだけ、数字はつかんで…… 

○相馬委員 少なくなっていると思う。 

○柳崎健康増進課長 那須塩原市においては、私ど

もの資料では、極端には増減はないのかなという

ふうには思っていたんですが。それぐらいの告知

をさせていただいて、周知を図っているところな

んですが。 

  一般的にちょっと少なくなっている状況が、今

あるというふうには聞いておりますね。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 １回の献血者、１日の、何というんで

すか、献血者は減っているのは確かなんですよね。

ただ、回数を多くやっていて、トータル的には多

分変わりないかと思うんですけれども、その辺が

ちょっと、随分危惧されるような点があったもの

ですから、ちょっとお聞きしました。 

  以上です。 

○柳崎健康増進課長 十分、広報でも努めていきた

いなというふうに思います。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○相馬委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないようなので、それでは、健康増

進課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのために暫時休憩をい

たします。 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午前１０時２９分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○伊藤委員長 市民課所管の福祉教育常任委員会審

査を行います。 

  市民課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては簡潔明瞭にお願い

申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７８号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第78号 那須塩原市印鑑条例の

一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荒川市民課長 それでは、議案第78号 那須塩原

市印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明

いたします。 

  議案書は24ページ、議案資料は34ページになり

ます。 

  現在、住民基本台帳カードの多目的利用として、

印鑑登録証を記入いたしました住基カード兼印鑑

登録証を交付しております。それと同様に、マイ



－85－ 

ナンバー制度に伴う個人番号カードについても印

鑑登録証をの機能を付加したものとして、窓口交

付及びコンビニ交付どちらでも対応可能となるよ

うな個人番号カード兼印鑑登録証を交付できるよ

う改正を行うものでございます。 

  主な改正点については、議案資料の34ページ、

新旧対照表をごらんください。 

  第８条第１項、右欄、現行において、住基カー

ドの多目的利用の申請があった場合には、住基カ

ード兼印鑑登録証を交付する旨をと規定しており

ますけれども、左欄、今回改正については、個人

番号カードの多目的利用申請があった場合は、個

人番号カード兼印鑑登録証を交付する旨の規定を

追加いたします。 

  以下、記載情報には、印鑑登録証等の亡失、廃

止等の規定になりますけれども、住基カード兼印

鑑登録証と同様に扱うということから、それぞれ

に住基カード兼印鑑登録証の次に、または、個人

番号カード兼印鑑登録証の文言を追加するもので

ございます。 

  以上、説明させていただきます。よろしくご審

議の上、ご決定くださいますようお願いします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  植木委員。 

○植木委員 条例の中身の問題ではないんですが、

文言の形の中で、第14条中、「または住基カード

兼印鑑登録証」を「住基カード兼印鑑登録証また

は個人番号カード兼印鑑登録証」に改め、同条た

だし書きに「自動交付機」を「自動交付機」に改

めるというんですが、この「自動交付機」を「自

動交付機」に改めるという部分、何ら文字が変わ

っていないようなんですが、この点の説明だけ、

ちょっとお伺いしたいんですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 こちらについては、申しわけあり

ません、言葉ずれで申しわけないんですが、今ま

でのところ、「以下、」この「、」が不要であっ

たために、所要の改正を行ったものでございます。 

○植木委員 「以下」と「自動交付機」の間の点、

これが…… 

○荒川市民課長 それが不要だったもので、所要の

改正をあわせて行わせていただきます。 

○植木委員 理解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 この印鑑証明兼個人番号カード。多目

的に使えるようにするんだということなんですが、

これは後から機能がつけ加えられるような、そう

いう仕組みになっているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 制度は市民課所管という、市民課

の決めることではないものですから、お答えとし

ては控えさせていただければと思います。申しわ

けございません。 

○伊藤委員長 髙久委員、よろしいですか。 

○髙久委員 はい、いいです。 

○伊藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  髙久委員。 

○髙久委員 やっぱり、ほかの目的もこれから加味

されていくという計画が国のほうで示されている

んで、そういうことで、これは市民の情報をしっ

かり守っていかなくちゃいけないものとして、情

報漏れという件もありましたんで、いろんな人数

を、対応する人をふやしたり、機能を改善したり

して対応はすると言っていますが、全体的にも、

機能はもう不完全なシステムだということになっ
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ているので、ほかで反対するので、そういう意見

です。 

○伊藤委員長 ほかにございませんか。討論は。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  ご異議がございましたので、挙手により採決を

いたします。 

  議案第78号 那須塩原市印鑑条例の一部改正に

ついてを、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第78号 那須塩原市印鑑条例の一

部改正について原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８０号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第80号 那須塩原市手数

料条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荒川市民課長 こちらは、議案書29ページ、議案

資料38ページになります。 

  議案資料にて説明させていただきます。 

  本案については、施行時期にあわせて、３条立

てで改正をしております。 

  主な改正点について説明させていただきます。 

  38ページなんですけれども、第１条関係につい

ては、施行日は公布の日からということになりま

す。今回のこの改正については、建築基準法の改

正によるもので、所管としては建築指導課になり

ますけれども、私のほうから説明させていただき

ます。 

  主なところとしましては、２つ目の四角、別表

第２というところをごらんいただきますと、右の

ところ、建築物の構造計算適合判定手数料とござ

いますけれども、そちらについては判定機関で実

施することになったため、法が改正されたため、

そちらを市がやる必要がなくなったために削るも

のでございます。 

  ほか、文言の改正、条ずれ等ありますけれども、

全て法の改正に伴うものでございます。 

  次に、45ページ、46ページをお開きください。 

  こちら、第２条、第３条関係になりますけれど

も、こちらについてはマイナンバー制度に伴うも

のでございます。 

  27年10月５日から、個人番号を知らせる通知カ

ードについて交付しまして、また、28年１月１日

からは、希望した方、申請者に対して個人番号カ

ードを交付いたしますけれども、初回については

国庫補助によって無料となりますけれども、再交

付については手数料の徴収が必要になることから、

交付時期にあわせた改正を行うものでございます。 

  45ページの第２条関係でございますけれども、

10月５日施行で、通知カードの再交付規定につい

て、左側、四角の一番下のところに規定として追

加することとなっております。 

  １枚めくっていただきまして、46ページ。３条

関係。こちらについては、28年１月１日の施行で、

個人番号カードの再交付規定を追加いたします。

これに伴い、住基カードの交付が廃止されること

から、住基カードの交付規定を削ることといたし

ます。 

  以上、説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 住基カードを削るというような説明が

ありましたが、住基カードは今までどのくらい出

たのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 27年８月末現在で、１万3,546枚

ほど出ております。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、この１万3,000枚という

のは、これからもずっと続くもので、住基カード

でやっていくものと。これ、削るということは、

なくなっちゃうということですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 住基カードは、発行から10年間は

有効となりますので、そのままお使いいただくこ

とができます。 

  ただ、住基カードに電子証明というものが、申

し込み者に付加されているものがあるんですが、

そちらの３年という有効期限に対しては、新しく、

28年１月以降に有効期限が切れた場合には、個人

番号に切りかえて、電子証明関係についてお使い

いただくこととなります。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、これは改めて切りかえな

いと使えない、切りかえしない人は使わなくても

いいというのはあるんですか。選択肢は。 

○伊藤委員長 課長。 

○髙久委員 個人カードのほう。 

○荒川市民課長 それは個人の考えで、住基カード

のままでいいということであれば、そのままで大

丈夫です。10年間は有効です。 

○伊藤委員長 髙久委員、よろしいですか。 

○髙久委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  髙久委員。 

○髙久委員 これもまさに、マイナンバーカード、

28年１月実施に向けての、そういうためのもので

すので反対させていただきます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  ご異議がございますので、挙手により採決いた

します。 

  議案第80号 那須塩原市手数料条例の一部改正

についてを、原案のとおり可決すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第80号 那須塩原市手数料条例の

一部改正については可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を予算常任委員会（第二分科会）審査に切りか

えます。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荒川市民課長 それでは、予算執行計画書の６ペ
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ージをお開きください。 

  ２款総務費、中ほどに記載してございますけれ

ども、３項１目戸籍住民基本台帳費の3001事業が

市民課所管となります。 

  今回の補正730万2,000円については、マイナン

バー制度に伴う費用について補正をお願いするも

のでございます。 

  額の大きなもののみご説明させていただきます。 

  賃金268万2,000円、こちらについては、マイナ

ンバー関係の事務補助３名の臨時職員賃金です。 

  事務内容としましては、10月に交付する通知カ

ードの返戻分の調査、また、１月から交付されま

す個人番号カード申請書の書き方の支援、交付補

助等を予定してございます。 

  委託料、こちらについては、マイナンバー制度

に伴う事務補助職員派遣の委託料でございます。 

  事務内容としましては、通知カードの返戻分の

書類の整理、加えまして、マイナンバー関係で窓

口の混雑が想定されることから、フロアマネジャ

ーを業務として考えております。 

  次に、賃借料ですけれども、３つほど要求させ

ていただいております。 

  裏書印字システムですけれども、マイナンバー

カードによる通知カード、また、個人番号カード

については、運転免許証と同様に住所とか氏名の

変更があった場合には、変更事項を記載するよう

な形になっております。その裏書については、住

基システムと連動したもので対処を考えておりま

すので、このシステムを導入するものでございま

す。 

  次に、磁気カードリーダーライターですが、こ

れは、個人番号の多目的利用に伴う印鑑登録証の

番号を記憶させる機械でございます。 

  次に、受付番号発券機ですけれども、市民課の

現状ですね、混みぐあいとか、また、マイナンバ

ー制度に伴う通知カード等に変更事項を記載する

事務が加わることで待ち時間が長くなることが想

定されます。これらを考えますと、窓口体制整備

が必至と考えますので、番号発券機で番号をとっ

て、自分が、今、どのぐらい待つかというものを

電子モニターで目安を可視化、目安を持って待っ

ていただく。そして、フロアマネジャーを配置す

ることで窓口の体制整備を行いたいと考えており

ます。 

  以上、説明とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 すみません、ここの委託料なんですけ

れども、このフロアマネジャーという方、お一人

のですか、この金額は。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 こちらは５人ほど予定しておりま

して、この派遣委託料にした職員派遣というのは、

人数に合わせて、臨機応変に人数を減らしたり、

ふやしたりできることから、今、窓口体制がどの

ぐらい必要かというのを判断しまして委託できる

ことから、このような形にさせていただきました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 どのくらい混雑すると予想されていま

すか、人数的に。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 国では１年間で25％という換算、

国民の25％目標というふうにしておりまして、那

須塩原市において人口で換算しますと、２万

9,000人になるものですから、相当の混みが予想

ということでこの金額にさせていただいておりま

す。 

○伊藤委員長 藤村委員。 
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○藤村委員 これは本庁だけで行うということなん

ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 この3001事業においては本庁の分

となっておりますけれども、西那須野支所につい

ては、また下のところで記載しております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 混雑、今でもやっぱり窓口で結構混雑

するときがあるんですけれども、たくさんの方が

来られて、スペース的に非常に狭くて、例えば椅

子が足りなかったりとか、人だかりになったりと

いうことが考えられるんですけれども、このフロ

アマネジャーさんの方の応対によっては苦情につ

ながらないようにしていただかなくちゃならない、

大切なお仕事だと思うんですが、ある程度そうい

う応対の経験がある方を依頼するんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 経験、これから雇用をお願いする

に当たっては、研修等を実施しまして、職員もつ

きましてやっていただくようにはなりますけれど

も、その応対の補助という形での対応になるかと

思いますけれども、混雑が想定されることから、

101会議室も半年ほど借り切りまして、そちらで

返戻分の処理、そしてまた、マイナンバー関係の

書き方支援、交付等を行っていきたいと考えてお

ります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 番号の発券機の設置なんですが、これ

は本庁のみですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 今回、いろいろ西那須野とかも検

討したところでございます。また、市民課だけで

いいのかというところでもございまして、庁内で

検討させていただいたところでございますけれど

も、やっぱり今まで番号発券機が設置できないと

いうのは、この庁舎の建物の形状から、１つの発

券機で全課に対応できるという設置の仕方が難し

いというのがあります。今回、市民課のみとさせ

ていただいたのは、マイナンバー関係で、どうし

てもやはり相当の混みぐあい、整理が必要であろ

うというところで、今回については、新庁舎建設

までの期間ということで暫定的にと申しますか、

そういうことで市民課のみ導入させていただきま

して、窓口の体制整備ということでやらせていた

だく。西那須野につきましては、窓口がわかりや

すいといいますか、そういう形状になっているの

で、必要ないという結論をいただきまして、本庁

のみにとさせていただいたところです。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ということは、先ほどの説明の中で、

個人番号カードの場所は101ということで説明が

あったんですが、この発券機は101に設置すると

いうことなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 番号発券機は、現在、市民課のち

ょっと前のところに広告モニターというものがあ

りまして、その広告モニターのあたりに番号発券

機を置きまして、その広告モニターの上あたりに

なるかと思うんですが、今、何番の方をお呼びし

ていますというような電子モニターをつけまして、

あと何番待ち、何人待ちとかということで見てい

ただけるような形にしたいと思っています。 

  101については、フロアマネジャーが、きょう

はどのようなご用件でとお聞きしたときに、マイ

ンナンバー関係については101ということでご案

内できるような形でやりたいと思っております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 
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○磯飛委員 勉強不足なんですが、101ってどこに

あるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 すみません、本庁の東庁舎に向か

う通路の途中、右側のところなんですけれども、

自動販売機がありまして、それを越えていただき

まして、１つだけ会議室がございまして、そちら

になります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ということは、申し込みをして、そこ

で番号を待っている人はフロアで待っていて、そ

して、101へ行って受け付けをするということで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 マイナンバー関係については、番

号を取る前にフロアマネジャーが101をご案内し

まして、マイナンバー関係については101のほう

をご案内いたしますということで、番号をとらな

いでいただくというような形にしたいと思ってお

ります。 

○伊藤委員長 了解でよろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 すみません、今のところのフロア

マネジャー５名分の予算が出ていますけれども、

これは５人分で３月までの予算ということでよろ

しいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 ５人ほど要求させていただきます

が、あるときは３人、あるときは７人とかという

ふうになる場合もあるかと思いますけれども、そ

の予定でおります。 

  すみません、フロアマネジャーは５人常時いる

のではなく、フロアマネジャーの業務もしていた

だきますし、101のほうでマイナンバー関係の返

戻分の処理をしていただく方の人数も入っており

ます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 やっぱりこれは、いつも私なんかは心

配していますけれども、事務的対応とシステムを

強化すると、コメントが出ていますけれども、や

っぱり同じ対応なんだと思うんですが、システム

そのものが大きな未確定の要素がたくさんあるも

のですから、大切な市民の個人情報を預かるもの

として、こういうことそのものが国の言うとおり

進めていいのかという問題がありますので、私は

反対します。 

○伊藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  ご異議がございますので、挙手により採決をい

たします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

にすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第64号 平成27年度那須塩原市一

般会計補正予算（第２号）は原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会第

二分科会を決算審査特別委員会第二分科会審査に

切りかえます。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荒川市民課長 それでは、市民課所管について説

明させていただきます。 

  歳入につきましては、項目に変わるところはご

ざいませんので、また、額についても大きな差異

はございませんでしたので、省略させていただき

ます。 

  市政報告書87ページをお開きください。 

  ２款総務費、１項18目、下のほうになりますけ

れども、諸費、自衛官募集等事務費については経

常的経費でございまして、特に変わるところはご

ざいません。 

  次に、95ページになります。 

  ２款総務費、３項１目戸籍住民台帳費、戸籍事

務費20事業のうち戸籍事務費201事業が本庁市民

課所管の経費となります。3,121万9,592円は、前

年度比2,812万1,074円の増となっております。こ

れは、戸籍システムの契約満了に伴いシステム更

新に要した費用でございまして、委託料を見てい

ただきますと、戸籍システム導入に係るコンバー

ト料、これは、前ＴＫＣシステムだったものを新

しい業者に吐き出すお金でございまして、そちら

が2,230万920円でございました。 

  また、戸籍住基システムの連携ソフト構築費と

いうことで439万7,760円が当該費用となりまして、

前年度比の差となっております。ほかは経常経費

となっております。 

  96ページをお開きください。 

  96ページについては、２款３項１目、住民基本

台帳費30事業のうち301事業が本庁所管の経費で

ございます。この経常経費でございますが、やは

り委託料を見ていただきまして、委託料のうち番

号制度に伴う住基システム改修が829万4,400円、

また、黒磯地区住居表示図作成業務167万4,000円、

また、住民票異動届無効確認等請求事件弁護士委

託料32万4,000円については、当該年度のみの事

業、人件経費となっております。 

  次に、97ページをごらんください。 

  97ページ、世帯数及び人口についてですけれど

も、世帯数４万6,350世帯については前年度より

426世帯ふえております。人口11万6,802人につい

ては、前年度比273人の減となっております。処

理件数等は記載のとおりとなっております。 

  次に、その下の中長期在留者居住地届等事務費

40事業のうち401事業について市民課所管となり

ます。こちらは特に変わるところはございません

けれども、下のところ、外国人の世帯数、人口が

ございますけれども、世帯数、人口ともに前年度

比63の増となっております。 

  次に、下の旅券事務費でございますけれども、

こちらについては旅券発行に係る経常経費でござ

います。 

  以上、説明とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 95ページの戸籍のシステムですが、満

了でシステムを更新されるということなんですが、

これは、入札か何かかけてＴＫＣさんからまた別

のところに変わったということですか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 ５年の契約満了に伴いまして、プ

ロポーザルを経まして新しい会社に変わったとい

うことでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 そのプロポーザルで別の会社にするこ

とに決めた理由は。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 使い勝手のよさ等が評価されたと

いうことでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 結局、金額で選んだわけではないとい

うことですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 金額にはさほどの差はございませ

んでしたけれども、トータルで見ればですけれど

も、５年間の経費として見れば差異はございませ

んでしたけれども、システム自体の使い勝手とい

うところが評価されたと。また、戸籍の事務者に

対する支援といいますか、フォロー、そこら辺が

決め手となったということでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 結局、コンバート料が発生するわけで

すよね。継続していれば、これは発生しなかった

金額ということですよね。それも含めた上でその

会社のほうがよかったという判断でよろしいです

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 そのような評価につながったとい

うことです。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 87ページ、一番下の自衛官募集事務費、

報償費というところですけれども、字が小さくて

よく見えないんですけれども、９万9,000円、な

んですか、これは。 

〔「９万9,900円」と言う人あり〕 

○髙久委員 そうすると、相談員が15人いてという

ことなんですが、報償費の部分です。４万5,000

円あって15人ということは、１人当たり3,000円

というふうなことで、実績はどのぐらいあるんで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 年間１人当たりで3,000円のお礼、

謝金ということでお支払いしているところでござ

いますけれども、15名の方については、自衛官募

集に関しまして、地域の方々への募集の協力とか、

あとは募集パンフレットの配布とか、ポスター掲

示、また、役員の普及活動等に出ていただいてい

るということでございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○髙久委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 先ほどから言っていますマイナンバー

と同じで、自衛官募集というところ、これは、あ

くまでも自衛官募集は、国のほうの事業で断って

もいいんだよというやつなんだけれども、やって

いるということで、なかなか断るのが難しのかも

しれませんが、私はそういった理由から反対しま

す。 

○伊藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了
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いたします。 

  採決いたします。 

  異議がございましたので、挙手により採決いた

します。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものにすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、認定第１号 平成26年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 （番号発券機について） 

○伊藤委員長 それでは、市民課の皆さんから何か

ございますか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、市民課の審査を終了いた

します。 

  お疲れさまでした。 

〔「ありがとうございました」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 ここで執行部交代のために暫時休憩

をいたしますが、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１１分 

 

再開 午前１１時１９分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○伊藤委員長 高齢福祉課について審査を行います

が、高齢福祉課については、福祉教育常任委員会

に対する付託案件がありませんので、予算常任委

員会第二分科会に切りかえ、審査を行います。 

  高齢福祉課の皆さんに申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いいたします。 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第64号 平成27年度那須塩原市

一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 それでは、まず初めに、一般

会計の補正予算でございますが、執行計画書のほ

うで説明をさせていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  まず、歳入でございますが、14款２項１目民生

費国庫補助金の社会福祉費補助金でございます。

こちらに地域介護・福祉空間整備等交付金2,103

万5,000円を追加させていただきました。これは、

後ほど説明しますが、歳出に計上した地域介護・

福祉空間整備事業の見合い財源でございます。 

  続きまして、３ページをごらんください。 

  ３ページの18款１項２目特別会計繰入金、こち

らの介護保険特別会計繰入金でございます。１億

481万2,000円を追加させていただきます。こちら

は、介護保険特別会計の平成26年度決算に伴う市
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負担分の剰余分及び臨時職員の雇用保険個人負担

金の繰り入れでございます。 

  続きまして、歳出に移らせていただきます。 

  ７ページをごらんください。 

  ３款１項６目高齢者福祉費の中でございます。

一番上のほうの介護保険特別対策事業、こちらは

低所得者の利用者対策事業費補助金の平成26年度

精算に伴う県への返還金で11万5,000円を上げさ

せていただきました。 

  続きまして、その下でございます。介護保険特

別会計繰出金、介護保険制度の地域支援事業費と

して新しくスタートさせていただきたい介護支援

ボランティアポイント事業に伴う経費の市負担分

38万円でございます。 

  その下でございます。 

  地域介護・福祉空間整備事業、先ほどの歳入の

ほうで見合い財源ということで行う事業でござい

ますが、既存の有料老人ホーム１施設のスプリン

クラー整備等整備事業に伴う補助金ということで、

2,103万5,000円を追加計上させていただきます。 

  以上、歳入歳出とも増額計上というものでござ

います。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 ７ページの１項６目、1001事業の

スプリンクラーの整備なんですけれども、これは、

１カ所で2,100万円ということはかなり多額だな

と思いまして、一応どのような場所、規模のとこ

ろか、お伺いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 こちらは既存の施設でござい

まして、西那須野地区にありますケアライフ那須

というところの有料老人ホームでございまして、

この補助金の手当が平米当たりの単価で１万

7,500円で、こちらの施設が1,202㎡ございますの

で、この金額となります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○平山副委員長 はい。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今の関連なんですが、2,100万円、多

額という質問があったんですけれども、１施設に

このスプリンクラーは何カ所つくんですか。１カ

所でこれだけかかるということなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 図面等を出してもらって、多

分、１カ所というか、部屋ごとに設置箇所という

ものがありますので、何とも一概にはここで申し

上げられないのですが、そこら辺、県を通じて国

に出すの、何というんでしょうか、それで審査を

受けて補助金が出るという形になってございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 補助金決定したわけですから、何カ所

つけるというのは市では把握していないんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 図面のほうは、今、持ち合わ

せておりませんので、ちょっと確認をしないと。

箇所数、私のほうで、きょう現在、述べられるも

のがありませんので、後ほどご報告したほうがよ

ろしいですか。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 このスプリンクラーの設備が１カ所ど

のぐらいかかるものなのか、知りたかったもので

すから、今、質問したので、後ほどで結構ですの

で、何カ所でこの2,100万円かかるか、教えてい

ただければと思います。 

○伊藤委員長 課長補佐。 
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○三輪高齢福祉課長補佐 先ほどご説明させていた

だきました2,100万円につきましては、実際、10

分の10、国から市町村へ移行して補助する形なん

ですけれども、2,100万円だけでおさまる話じゃ

なくて、当然、事業所も持ち出しをした上で整備

をする話であって、基本的に消防法上、のっとる

形として、当然、一定の額を出した上で持ち出し

て、いわゆる必要な分を整備するという考え方に

なります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 内容はわかっているんですが、１カ所

でどのぐらいかかるものなのかが知りたいわけで

す。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

にすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異義なく可決すべ

きものに決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第67号平成27年度那須塩

原市介護保険特別会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 それでは、同じく執行計画書

の17ページをごらんください。 

  介護保険特別会計の補正予算でございますが、

補正予算執行計画書の17ページで、こちらは今回

の補正は、平成26年度決算に伴う繰越金の整理の

ほか、新しくスタートさせていただきたい介護支

援ボランティアポイント事業に伴う経費について

増額の計上をさせていただくものでございます。 

  17ページの歳入でございますが、３款２項２目

地域支援事業交付金（介護予防事業）75万8,000

万円、それと４款１項２目地域支援事業支援交付

金84万8,000円、５款２項１目地域支援事業交付

金（介護予防事業）38万円、７款１項２目地域支

援事業交付金（介護予防事業）38万円、以上は介

護支援ボランティアポイント事業に伴う経費の国、

第２号被保険者、県市それぞれの負担分の追加計

上となるものでございます。 

  次の７款２項１目介護保険財政調整基金繰入金

2,216万2,000円の減額、こちらは平成26年度繰越

金の整理に伴う減額でございます。 

  続きまして、18ページをごらんください。 

  ８款１項１目繰越金１億7,239万5,000円、こち

らは平成26年度決算に伴う繰越金の確定に伴い、

当初予算計上額との差額を追加計上するものでご

ざいます。 

  続きまして、歳出でございます。 

  19ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、こちらは１項１目1001事業、

居宅介護サービス給付事業において260万円の減

額、それから５項１目1001事業の高額医療合算介
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護サービス費給付事業の不足分260万円、こちら

を過不足調整するものでございます。 

  続きまして、３款１項２目一次予防事業でござ

いますが、303万円の追加、これは介護支援ボラ

ンティアポイント事業に伴う経費でございます。 

  ５款１項１目1001事業、介護保険財政調整基金

積立金1,011万9,000円の追加、こちらは平成26年

度繰越金の整理等に伴う保険料剰余分及び利子の

積み立てでございます。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 今あった、この介護ボランティアのと

ころのボランティアの保険なんですけれども、き

のうの話ではボランティアさんいろいろ重複して

いて、ほかの保険も入っているからというご意見

もありましたけれども、今回は介護することによ

ってその相手の方に、例えば何かけがをさせてし

まったりとか、そういうようなこともカバーでき

る保険だということでよろしいのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 保険がまず介護支援ボランテ

ィアの場合、この制度自体が有償のものとみなさ

れておりまして、従来皆さんが入っていただいて

いるボランティア保険ではカバーできない、そも

そも入れないんです。ということは、別のタイプ

の保険を入るということになって、こちらは対応

させていただきたいと思っております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、ボランティア、ボラン

ティアと言っていても、普通のボランティアでは

ないという認識が必要だということですよね。 

○塩水高齢福祉課長 そうです。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 あと、今、委員のご質問の中

で介護を利用者さんにということもあったんです

が、基本的に介護自体は専門職しかできないこと

になっておりますので、事業者側しかできないこ

とになっておりますので、私どもでお願いするボ

ランティアの範疇は、その補助的な部分、ちょっ

と全協のほうの資料にも上げさせていただいたん

ですが、配膳の手伝いとか、あとお話し相手とか、

そういった直接介護には携わらない部分でなって

ございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 直接難しい介護はしないと思うんです

けれども、例えば配膳していて、熱いおみそ汁こ

ぼしちゃって、やけどをさせちゃったとか、そう

いう軽微のものというのは十分考えられると思う

んですけれども、それも含まれているということ

でよろしいんですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 そのとおりでございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 私、これ去年も質問させてもらったん

ですけれども、またこれを質問させてもらったん

ですが、サポートセンターの事故なんかも、これ

も参考にしたいということで、こういう市民の善

意に頼る、市民の善意を当てにするかというか、

市民に負担をかけているボランティアでなくて、

できれば今後は俗に言う学校共済に入れと、そう

いうような、要するにその保険の種類、それをカ

バーできないという今発言もありましたので、そ

のカバーできない部分もあるのでということなの

で、具体的にはどういう保険を考えているんだか。 

○伊藤委員長 課長。 



－97－ 

○塩水高齢福祉課長 少々お待ちください。 

  福祉サービス総合補償、社会福祉法人の全国社

会福祉協議会が行っている保険でございます。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 今、名前聞いたんですが、基本的に学

校共済なんかとどんなふうに違うんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 学校共済自体が私申しわけご

ざいません、余り理解していないところなので、

いずれにしても、今皆さんが入っていただいてい

るボランティア保険は無償というところが前提で、

少なくともうちのまちのほうでは5,000円が上限

ということで考えているんですけれども、5,000

円であっても、はっきりと今従来、皆さんが入っ

ているほうには、この介護支援ボランティアポイ

ントの関係は対象外だというふうに、そもそも入

れないというふうに規定はございますので、別の

保険を探していたところ、社協のほうから情報提

供がありまして、こちらの保険があるんだという

ことで考えているところでございます。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 名前を聞いていたみたいのは、これぐ

らいかな。ちゃんとそういう今までのいろんな事

故とか、そういう例を考慮に入れての社会福祉協

議関係のそういうところの保険ですよね。だから、

ある程度カバーも、そういうふうなカバーはでき

るんだと思うんですが、市民がやっぱりボランテ

ィア精神にのっとってしっかり頑張ってくれるん

でしょうけれども、しっかり市役所も支えられる

ような、そういう保険にしてほしいと思います。

いざ事故が起きたら、あとは泣いて自分で対応す

ると、調整は市役所がやりますといったような最

終的な形になるんではなくて、もう全面的に立っ

てカバーするというような方向の保険でお願いし

たいと思います。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 私、ちょっと勘違いしていたんですけ

れども、ボランティアで何かをしてけがした方の

保険じゃなくて、相手方、例えば我々が車椅子の

ボランティアに参加しますと。たまたま車椅子が

転んでしまったと、その方がけがしちゃったとい

うほうに適用できるんですか、この保険は。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 一応どちらもボランティアさ

んご本人と、それから対人対物ございますので、

相手方に対しても補償があるという保険でござい

ます。 

○若松委員 少し納得、了解。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 ありませんか。大丈夫ですか。 

○伊藤委員長 いや、大丈夫、大丈夫。 

○平山副委員長 いいですか、すみません。 

  同じくこのボランティアポイントなんですけれ

ども、１月スタートを目指して、これから登録者

募集というか、受け入れ事業先を応募するんでし

ょうけれども、この受け入れの事業先、介護施設、

ある程度わかりますけれども、どこら辺の範囲ぐ

らいまでやるのかなと思って、それは公募という

か、応募でするなり周知がどのような形で、日に

ちも結構なかなか短いですし、その辺のところを

ちょっと教えていただきたければ。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 一応10月から要項等が追加さ

れる予定でございますが、一応準備事務としまし

て、私どもはもういきなり、介護事業者さんはこ

の制度全国的に知られているので、わかるのかと

思うんですが、事前にアンケート調査などをしま

して意向調査をして、うちのほうで介護保険関係
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の施設のほかに街中サロンとかシニアセンター等

を想定はしているんですけれども、実際はここを

やってちょうだいというんじゃなくて、あくまで

も事業者さん、施設側さんのほうがやりたいとい

うのを申請していただいて、私どものほうが指定

をしてという形で受けていただくことを考えてご

ざいます。 

  準備期間がないというところなんですが、とい

うことで事前にアンケート調査で大体の意向をつ

かんでおりまして、あとは改めて事業者さん向け

に説明資料等を交付しまして、申請のほうを受け

付けたいというふうに考えてございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○平山副委員長 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

採決いたします。 

  議案第67号 平成27年度那須塩原市介護保険特

別会計補正予算（第２号）を原案のとおり可決す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）に切りかえます。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 それでは、今度、市政報告書

のほうを使ってご説明をさせていただきたいと思

います。 

  一応、平成25年度と比べまして、増減が大きな

もの等についてのみ限って説明をさせていただき

たいと思います。 

  それでは、市政報告書116ページをごらんくだ

さい。 

  116ページ、３款民生費になります。３款１項

６目高齢者福祉費でございます。 

  まず、20事業をごらんいただきたいと思います。 

  自立対策・生活支援事業でございます。平成25

年度に比べて2,233万円ほど減額ということでご

ざいますが、主な要因といたしましては、平成25

年９月まで実施しておりました外出支援タクシー

券の交付に伴う減額で影響しているものでござい

ます。 

  続きまして、117ページと118ページをごらんく

ださい。 

  40事業、一番下のほうです。117のほうの下の

ほう、高齢者生きがいと健康づくり事業でござい

ます。118ページもかかるんですけれども、こち

らは平成25年度に比べまして、2,862万円ほど増

額になってございます。 

  主な要因といたしましては、ねんりんピック栃

木2014の経費でございまして、平成26年度、ねん

りんピックは118のほうにあるんですが、平成26

年度の交流大会が開会式を含みまして、予定では
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３日間、実際には好天のため２日になったんです

けれども、それに対しまして、平成25年度が開催

日１日のリハーサル大会ということで、こちらも

好天で予備日も含めて大会は行われなかったんで

すけれども、そういった大会の規模の違いなどが

この差に影響しているものと考えております。 

  それから、119ページごらんください。 

  90事業、こちらは90事業２つございますが、介

護基盤緊急整備等事業でございます。こちらは県

の補助金も財源としてございますが、その繰越分

も合わせまして、平成25年度比3,000万円の増と

なってございます。 

  主な要因といたしましては、平成25年度が認知

症高齢者グループホーム１施設18床の整備であっ

たのに対しまして、平成26年度が認知症高齢者グ

ループホームが１施設９床、それから小規模多機

能型居宅介護１施設９床と、施設数として１施設

多くなってございます。その開設に伴う準備の経

費というものも補助金の対象で出るんですけれど

も、それが3,000万円の増ということでございま

す。 

  それから、続きまして、次の１、100事業です。

介護基盤緊急整備等事業、こちらは国庫補助金の

ほうを財源としてございます。グループ方式分と

あわせまして、平成25年度に比べまして１億

4,707万7,000円の皆増ということでございます。 

  主な事業内容としましては、ここで細かく記載

されているとおりでございますが、繰越分のほう

の下のほうにありますみんなの家、マリモの家、

コーポはなみずき、こちらはスプリンクラーの設

備等の整備事業でございます。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、

ご認定くださいますようお願いを申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中村委員。 

○中村委員 きのうも質疑の中で敬老会の2,000円

の商品券、使い勝手がいいんだか悪いんだかわか

りませんが、それに対する2,137万6,000円が商品

券で出ていると思うんですが、その中で実際に26

年度で商品券として利用された執行ですか、それ

をきのうちょっとうちの櫻田議員が質問していた

と思うんですが、その状況の確認等お願いしたい

と思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 あの後、私ども商工会のほう

に問い合わせをいたしまして確認したところ、西

那須野商工会のほうは通常使っている商品券で対

応しているというところで、はっきりしたところ

は数字としては出せないんですが、黒磯と塩原の

部分につきましては、これ専用、敬老会専用の商

品券となっておりますので、大体８割方が使われ

ているという結果、西那須野も大体そのぐらいか

なという、ちょっとお待ちください。 

  すみません、一応黒磯のほうが87.3％、利用率

です。それから、塩原が98.7％で、西那須野は大

体こちら通常の商品券全体で97.7％というところ

でございます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 100％は到底いかないのは、これは世

の中の常でわかりますが、黒磯地区で87.3％とい

うのは非常に利用率が低いです。12.何％使って

いない、１割。こういったものはどういう処理を

されていく、例えば商品券に取りかえて発行され

ます。当然市ではもうお金を出しているわけです

から、この商品券を管理している方に、お使いに

ならなければそっくり残るというパターンで、そ

れが市に戻るということはあるのかどうか、ちょ

っと確認をさせてください。 

○伊藤委員長 課長。 
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○塩水高齢福祉課長 昨年度までは、一応うちのほ

うで最初、今、委員ご質問の中でご説明いただい

たように、うちのほうで買って、それから渡すの

で、その使わなかった分について回収する等のこ

とはやってございません。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 じゃ、そうしますと、この商品券を交

付に当たっては、市から全部この金額は、出金は

しております。扱っているその商品券の団体がそ

れぞれの皆さんのために何か2,000円ずつ配分に

なっていくわけですが、使わなければ商品券を管

理している団体がそっくり利益が上がるという考

えでよろしいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 商品券自体も商品券そのもの

だけではなくて、それに伴う封筒等の雑費なども

含めて契約のほうをしてございますので、純粋に

残った分がそのままの額、こちらの管理団体のほ

うにどのぐらいの額で入るかちょっとわからない

んだけれども、いずれにしましても、現状では管

理団体のほうで、使用されなかった分は管理団体

のものになるということになってございます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 ちょっとしつこくて恐縮なんですが、

そこら辺わかりづらいところで、団体にお任せし

ました、極端に言えば、うちの黒磯のほうなんか

は使い勝手悪いという中で87％が去年利用されま

したと。あと、十何％残った、いろんなものを含

めて敬老のシステムで経費がかかっているという

今説明なんですが、17％、黒磯地区で1,000万で

すと、百二十何万ぐらいの券が利用されていなか

ったと。万が一全部利用されたらば、その商品券

を扱う企業は、そういったほうへ回せないものが、

利用が低いと、利用の百何十万が回せるという制

度で承認して発行している券なんですか、そこだ

けちょっと確認したい。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 この事業自体が従前からずっ

と脈々と受け継がれて、同じやり方でやってきた

ところでございますので、現時点については、そ

ういう状況になっているとしかちょっとお答えで

きないところでございます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 やはり市のしっかりした財源を出して

いるわけですから、有効にその商品券が活用され

て使い勝手がいいと、それで高齢者からも喜ばれ

るということであれば何ら支障がないですが、や

はりこれは、もしくは換金率が低いわけ、そうい

った扱う企業が万が一お金が残って、それはどこ

に使われるかわかりませんが、そういった答弁で

困るような利用勝手の悪いものは、やはり高齢福

祉課で推進をしてやっていくんじゃなくて、やは

りしっかりと精査した中でどうすればそういうも

のがないか、若干これは疑問が出る可能性もある

ものがありますので、そういったもので疑われた

くないようなシステムにやはり推移していくのが

一つの筋じゃないかと思いますので、そういった

ものにやはりしっかりと取り組んでいった中で、

有効的に利用できるものにしていくということも

ひとつ検討課題として今後やっていただければと

思うので、よろしくお願いしたいと思っておりま

す。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 貴重なご意見ありがとうござ

います。 

  一応、また使い勝手につきましては、部長のほ

うでも議会で答弁させていただきましたように、

商工会のほうに申し入れをさせていただきまして、

昨年度、その結果が来週あたりにもらえるという

ことになってございます。 
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  私どもとしましても、よりやはりせっかく出す

ものでございますから、皆さんに喜ばれて使い勝

手のいいものにと、もちろん目指したいところで

ございますので、この委員のご意見いただいて意

見等々を加えながら、頑張っていただきたいと思

っております。ありがとうございました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今の関連で、大変しつこいようで恐縮

なんですけれども、今後のためにということで受

け取っていただきたいんですが、まず利用率、黒

磯地区87.3％、それで残っているのが12.7％にな

ると思うんですけれども、この金額、使われなか

った金額というのは把握されているんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 商品券がお一方2,000円とい

う形で出させていただいておりますので、単純計

算でやれば出るかと思うんですが、ただ、先ほど

説明させていただきましたとおり、諸経費分も含

めて契約をさせていただいております。そちらの

ほうの実質の経費等を含めてどのぐらい残ってい

るかというのは、ちょっと今の段階ではお答えで

きないところでございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 当然諸経費という、100％使われたら

ば諸経費はどこが出すとか、そういったのも出て

くると思うんです。使われないから諸経費分がそ

れを充当するという考えじゃなくて、100％使わ

れた場合、あるいは今回のように残っている部分

がある、そういった予算、金銭の管理というもの

をまず把握して、それでその使われなかった費用

がどこの団体に、先ほど中村委員の意見があった

ように、そういうところに充当する、当てはめる

ではなくて、あくまでも100％使用目的に配布し

ているわけですから、そういった残った金額が幾

らであって、それがどういうところに使用されて、

どこの団体に残っているか、そういったことをよ

く分析、把握、まず金銭管理という面で把握して

いただきたいと思います。 

  その上で、先ほど中村委員の質問、そしてご答

弁にあったような改善していく必要があると思う

んです。せっかくここまで今回意見が出たので、

これを参考に今後管理していただければと思いま

す。 

  そのほかあるんですけれども、よろしいですか。 

○伊藤委員長 はい。 

○磯飛委員 118ページの説明なかったんですけれ

ども、街中サロン事業、50事業についてなんです

が、きのうも質問あったと思うんですけれども、

これはこちらの課でよろしいんですか、質問。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○磯飛委員 きのうの答弁の中に黒磯地区、東那須

野地区、西那須野地区の利用者人数の説明はいた

だきました。その中で、３カ所で2,100万、これ

の補助金の内訳をまずお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 １カ所が700万円になってお

りますので、３カ所で2,100万円ということでご

ざいます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 言うと、きのうの利用人数からいきま

すと、西那須野地区のなじみ庵だと思うんですが、

１万3,561名で、東那須野が4,379人ということで、

西那須野地区は３倍弱の利用者がいる中で、均等

割の補助金ということに対しての考えがありまし

たらお聞かせいただきたいんですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 人数の差は、今この街中サロ

ンそれぞれの歴史というか、開所の差がかなりご

ざいますので、やり方等々も全くというか、ちょ

っと違っているところもあって、人数の差が出て
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いるところはあるのかなと思っているところでご

ざいますが、この補助金の関係につきましては、

一応検討するという方向では、前の体制からは引

き継いでおるところでございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 利用者数、歴史、あるいは今までの経

緯というのもあると思うんですが、利用者１人当

たりの補助金を単純計算して割っていくと、利用

者が多いところは少なくなっちゃう。当然のこと

なんですが、そういった利用者数によってある程

度の補助金、一律700万ではなくて、多いところ

には幾らかこういうふうに割合を変えていくとい

うような方法というものはとれないものなんでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 １人当たりの考えもあるかと

ございますが、サロンが開催している建物の違い

がかなりまして、マンションであったりとか、そ

れから個人が持っているところの建物、元店舗だ

ったところを使っているところとか、何かそこら

辺の運営自体の運営費の中の賃借料的なところが

大きく違いが出てくるのかなということもござい

ますので、いずれにしましても、検討する場合に

は、今のご意見を参考にさせていただきながら検

討を加えていきたいと思ってございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 あともう一つ。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 116ページ、自立対策・生活支援事業、

20事業の中の在宅福祉サービス、配食サービスに

ついてであります。 

  利用者219名で、この表の数字のとおりだと思

うんですが、この現在行われている配食、内容に

ついては、それで一律のお弁当の内容になってい

ると思うんですが、この利用者以外に配食を受け

たくても疾病というか、病気を患った、例えば糖

尿病を患っていて、減食の料理なり調理なりをじ

ゃないと該当されないということで、年々これに

該当しない疾病者というか、そういう方がいると

思うんです。なおかつ、そういう健康面で弱者に

なっている、なおかつひとり暮らしとか、そうい

う内容で配食を申し込みたい人がいると思うんで

すけれども、現在のこの配食のお弁当の内容とい

うものは健常者対象だけになっていると思うんで

すが、そういう病気を患って、通常のお弁当、料

理を食べられない人に対して、今後どうしていく

かというようなお考えはあるでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 配食サービスにつきましては、

現時点ではひとり暮らし、高齢者のみ世帯、その

他ということで、震災のときにアレルギーの有無

などは確認させていただいているところでござい

ますが、その傷病に応じた配食というところの対

応につきましては、まだ具体的には考えたことが

ございませんので、今のご意見いただきながら、

ちょっと参考にさせていただきたいと思います。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 特に、話はちょっとそれちゃうんです

が、学校給食においては、子どもたちに対しては

あれだけ細かにいろんなアレルギー対策をとって

給食をお配りしていると思うんですけれども、高

齢者に対してはまだ傷病のない方対象だけなんで

すが、中にはそういう患っていて通常の食事をと

れない、なおかつ環境的にひとり暮らしという方

が申し込んでいった際に該当しませんということ

で、申し込んでもいろいろ調査したら該当しない

というケースが出てくると思うので、今後におい

ては、これからますます高齢者がふえる中で、そ

ういう該当者が数がふえてくると思いますので、

すぐにやってくださいというわけにもいかないと
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思いますので、学校給食のように高齢者に対して

も子ども同様に、そういったことも含めて研究し

ていっていただければと思いますので、お願いし

ておきたいと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 119ページの介護基盤緊急整備等事業、

25年の追加費でのっていることになるんですが、

何かこれは去年は補正を組んで、何だか10床ほど

ふやしたというふうな、入所施設が足らないとい

うことで、説明では２つの施設で合計18床、９床

プラス９床で18床という、これということなんで

すが、その去年の補正の部分がこの中に入ってい

ると、10床分はこの中に入っているということで

よろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 少々お待ちください。 

  すみません、10床分につきましては、具体的に

は特別養護老人ホームのあじさい苑の増床の関係

でございます。それで、こちらは自治体のなので、

国です。国のほうの補助金でございまして、本来

というか、国のほうの補助金の出し方の指示に従

って、私どものほうはやってございます。でも、

その100事業のあじさい苑の開設準備のほうは、

繰り越しが不可能ということで、26年度のほうで

行ったんですが、開設が最初、ことしの８月１日

を予定してございまして、実際は１カ月おくれで

９月１日になったんですが、こちらは国の補助金

が出たのもかなり遅い時期でございまして、それ

を繰り越し前提で国が出しましたので、今年度、

27年度の繰越分ということで計上させていただい

ております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○髙久委員 結構です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ちょっと細かいのが４つほどあるんで

すけれども、すみません。 

  117ページの敬老事業の中で消耗品が昨年より

ちょっと上がっているんですが、どのようなもの

をお使いなんですか、お聞かせてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 消耗品は一応88歳と100歳の

方にメッセージカードを市長のほうから出させて

いただいております。それに要する所要経費とか、

あとは、じゃ、すみません、詳しいところは係長

のほうからご説明いただきます。 

○伊藤委員長 係長。 

○村松高齢福祉係長 では、先ほどの課長の説明の

続きになりますが、88歳、100歳以上の方に祝詞、

祝い金とあわせてメッセージカードを市の手づく

りで作成して送らせていただきます。その祝詞を

つくるための消耗品になるんですが、あと台紙だ

ったり、折り鶴を飾りでつけますので、その折り

紙を買ったりするための消耗品になります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 たまたまこの年度は、去年よりかたく

さん必要であったということですね。 

○村松高齢福祉係長 そうです。多分対象人数がふ

えたのかな。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あと、同じくこの中なんですけれども、

やはり通知郵送料も10万円ふえておりまして、こ

れも同じように対象者が多かったからふえたとい

うことでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 そう理解していただいていい

ですね。 

○村松高齢福祉係長 そうです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 
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○藤村委員 あと、次の高齢者生きがいと健康づく

り事業の中の賃金、臨時職員を２人の方のお仕事

は何でしたか、スポーツの。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 こちらはねんりんピックのほ

うの臨時職員でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あともう一つなんですが、高齢者趣味

の教室というのがあるんですけれども、ちょっと

私存じ上げなくてごめんなさい。これは次のペー

ジに教室の施設用地ということで出ている、賃借

料がかかっているような、どこに施設があるんで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 こちらは合併前の黒磯から始

めている事業なんですが、わかば保育園の北側の

ところの敷地内に工芸ができる施設と、それから

宝石、研磨とかができる施設がございます。 

○藤村委員 わかば保育園ってどこだか。 

○塩水高齢福祉課長 わかば保育園って…… 

〔「ＢＳのほうか」と言う人あり〕 

○塩水高齢福祉課長 そうです。ＢＳの下で…… 

〔「ＢＳの那須工場の下」と言う人あり〕 

○塩水高齢福祉課長 カワチとか真島マンション      

のほうを通るところ、こうしていくと右側に。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは、そこの場所でないとできない

ものがあるということ、公民館とかでは代用でき

ないということでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 陶芸の窯とか、宝石研磨はで

きるかもしれないんですけれども。この趣味の教

室に資する機材等が置いておる場所であるという

ことで、そこで継続してやらせていただいており

ます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、これは那須塩原市全域

の高齢者の方が使えるようになっているというこ

とでよろしいですか。特定のグループだけですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 では、ご質問いろいろいただ

いているので、結論の方法じゃどうか。一応この

事業に関しましては、今年度限りに終了したいな

というふうに考えているところでございます。や

はり利用者の固定化がかなり進んでおりますので、

非常にそれはまずいのではないかということで、

検討をずっと重ねておりまして、了解をいただき、

今年度で終了可能でございます。 

○伊藤委員長 大丈夫ですか。 

○藤村委員 理解されたということであれば、わか

りました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  平山委員。 

○平山副委員長 いいですか。 

○伊藤委員長 質疑だから。 

○平山副委員長 質疑で、すみません。 

○伊藤委員長 大変失礼しました。 

  平山委員。 

○平山副委員長 時間がないのに、申しわけないで

す。すみません。 

  先ほどの敬老記念品の商品券なんですけれども、

黒磯、塩原においてはその商品券に期限はあるん

ですか、月次の使用期限。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 西那須野につきましては、通

常発行している商品券を使っておりますので、期

限はないんですけれども、黒磯が２月の末まで、

それから塩原が３月の末までということで、若干

の相違がございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 
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  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 ここには出てきていないんですが、こ

こにちょっとしか出てきていないですが、介護基

盤の問題で、施設入所待機者がふえていると、こ

ういう対応などについていないということなので、

この決算には認められないという意見です。 

  もう一つは、ここにも出てないんですが、やっ

ぱり保険料滞納者…… 

〔「ここに出ていなくて大丈夫なの」と言

う人あり〕 

○髙久委員 やっていることの決算だからいいんじ

ゃないか。 

○伊藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 零時 ８分 

 

再開 午後 零時 ８分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  髙久委員。 

○髙久委員 介護基盤整備事業と気になる部分があ

るところで、取り消します。 

○伊藤委員長 それでは、ほかに討論はございます

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

採決いたします。 

○伊藤委員長 認定第１号 平成26年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定について原案のとおり

認定すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号は全員異議なく原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

  今、12時10分を過ぎました。それで、おくらせ

てよろしいですか、昼食。 

〔「いや、やっちゃったほうがいい、こ

れ」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 わかりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは次に、認定第４号 平成26

年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 それでは、市政報告書の369

ページをごらんください。 

  介護保険特別会計の歳出でございます。なお、

こちらの１款の２項は、その徴収費は総務部の所

管となってございましたので、ご了解いただきた

いと思います。 

  まず、１款の総務費の中に、こちらが平成25年

度に比べまして407万円ほど増加してございます。

こちらは１項１目20事業の一般管理費の中で介護

保険のシステムのほうの改修業務がございまして、

こちらのほうの額が増加の要因の一つになってい

ると考えております。 

  それから、370ページ、１項１目40事業、こち
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ら介護保険事業計画策定事業でございます。これ

は平成25年度に比べまして減っているんですが、

これは昨年度の計画を策定しまして、その前年の

年、25年度ですが、こちらで日常生活圏域ニーズ

調査というものを実行いたしまして、そちらの経

費の減が主となってございます。 

  それから、372ページをごらんください。 

  ３項２目10事業、認定調査準備費、こちらは平

成25年度までは臨時職員のほうが一般会計の緊急

雇用創出事業で対応してございました。それを今

回はこちらで対応ということで増となってござい

ます。以上が主な要因でございます。 

  続きまして、373ページ、２款保険給付費、こ

ちらは平成25年度に比べまして２億5,400万ほど

増加しておりますが、増加率は4.3％の増となっ

てございます。 

  それから、380ページをごらんください。 

  380ページ、３款地域支援事業費でございます。 

  こちらの２項２目20事業、地域包括ケア事務推

進費、こちらが平成25年度には上げていなかった

事業で、こちらは地域包括ケアシステムの構築に

資するための経費でございます。 

  それから、２項３目10事業、権利擁護事業、こ

ちらも額は小さいんですけれども、栃木県の虐待

対応センターから助言を受けて適切に虐待に対応

したいと考えてございまして、こちらを予算に上

げ執行したところでございます。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、

ご認定くださいますようお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第４号 平成26年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定についてを原案のとおり

認定すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第４号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今、介護施設等々で、テレビで放映さ

れているように、非常にいろんな問題が発生して

おります。那須塩原市においてそういうことがな

いことを期待するところでございますが、市の執

行部としてもそういった指導をしっかりしていた

だきたいと思います。 

○伊藤委員長 それでは、執行部の皆さんからは何

かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査を終了

いたします。お疲れさまでした。 

  ここで昼食ため休憩をいたします。午後１時15

分から開催をいたします。ご苦労さまでした。 

 

休憩 午後 零時１４分 
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再開 午後 １時１３分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ここで健康増進課より発言があります。 

  課長。 

○柳崎健康増進課長 午前中の委員会の中で藤村委

員さんから健康増進センターの指定管理料の増額

の件についてご質問がございましたので、その点

についてお答えをしたいと思います。 

  指定管理料の増分については、前年度から、25

年度から26年度に灯油代の単価が相当上がりまし

て、その単価の増及び電気料の値上げもございま

したので、指定管理料を決定するときに事業計画

の中でよく協議をさせていただいて増額をさせて

いただいたということで、灯油代の増と電気料の

値上げ分の増ということでご理解をいただきたい

と思います。 

○伊藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時１４分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○伊藤委員長 社会福祉課について審査を行います

が、社会福祉課については福祉教育予算常任委員

会に対する付託案件がございませんので、決算審

査特別委員会（第二分科会）に切りかえ審査を行

います。 

  社会福祉課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いを申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 認定第１号 平成26年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊地社会福祉課長 それでは、平成26年度決算に

つきまして、市政報告書に基づきまして、歳出を

中心にご説明申し上げます。 

  ページは、歳出は106ページからになります。 

  あと、非常に国・県とかの補助金が多く絡まっ

ているんですけれども、それにつきましては24ペ

ージ、25ページが国・県の補助金、負担金という

ようなところで、たくさんございますので、こち

らのほうは後で確認をいただきたいと思います。

24ページに社会福祉費負担金、生活保護費負担金

というところで２つの項目があります。25ページ

には社会福祉費補助金ということで、中段以下、

たくさん項目がございます。 

  あとは、30ページにつきましては、やはり下の

ほうに社会福祉費委託金ということで、人権関係

の委託金がございます。 

  あと、40ページが、これは細かい事務経費、雑

入とか諸収入ということで、40ページの中段以下、

民生費雑入というところで、この中の下のところ、

生活保護法第63条返還金以下、こちらのほうから

９行目までが社会福祉課に関する内容でございま

す。 

  では、106ページから項目ごとにご説明を申し
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上げます。大幅に歳出がふえたというところとか、

あとは新しい事業を中心にご説明申し上げたいと

思います。 

  初めに、中段ちょっと上のところ、人権啓発活

動費、20事業でございます。これは昨年とほとん

ど変わっておりません。13万円ほど若干上がって

おりますけれども、同じ内容で同じ事業を展開し

ております。 

  その下の民生児童委員・法外援護事務従事者活

動費というところで、これにつきましても昨年度

とほとんど同じ金額の決算ということになってお

ります。内容につきましては、主なものとします

と、民生委員、児童委員さんの募集というか、そ

ういう部分についての歳出が主でございます。 

  次に、その下の特定疾患見舞金、これにつきま

しては昨年度よりも若干数字は上がっております

けれども、大幅な増はございません。ふえた内容

としましては、扶助費のところで、これは月額

3,000円の見舞金を特定疾患に指定された方に１

年間にまとめて差し上げる見舞金というような内

容でございまして、昨年度と比べまして若干ふえ

ております。人数が812人ということで、昨年は

777人ということで、昨年度より人数がふえた分

だけふえたということです。 

  右側にいきまして、行旅人法外援護及び行旅病

人・行旅死亡人取扱費ということで、これも若干

３割近く数字はふえておりますが、これは結果と

して、ホームレスとか、あとは身寄りのない方が

亡くなって、誰もお葬式をする方がいないという

ようなことがふえたというようなことで、大幅に

増額となっております。件数的には昨年度とほと

んど変わっておりませんが。 

  その下の戦没者遺族費、これにつきましても昨

年より若干減っております。これは25年度は食糧

費を出していたのが、26年度は出さなかったので、

これにつきましては金額が若干減っております。 

  社会福祉活動支援費につきましては、これもほ

とんど昨年度と同額の決算ということで、若干金

額は上がっておりますが、ほぼ同じような内容で、

余り変わらない決算額を示しております。 

  続きまして、109ページのほうに、中段ほどに

中国残留邦人支援給付金とございます。これは生

活保護費と若干似ているんですけれども、内容的

には生活保護の内容と同じような扶助費というこ

とで差し上げている部分ですが、これについては

20％ほど25年度と比べてふえております。内容に

つきましては、扶助費のほうがふえておりまして、

扶助費の中でも、この４つの項目を見ますと、特

にふえているのが医療支援給付ということで、こ

れが25年度は169万ぐらいだったんですが、今年

度250万ということで、ちょっと48％ほどふえて

おりますが、やはり高齢化が多くて、医療費、病

院にかかる人が多いというような事情でふえてお

ります。数字的には世帯数、人数とも昨年と変わ

っておりません。 

  あとは、住宅手当緊急特別措置事業、これにつ

きましては大幅に減っております。これは年々減

っておりまして、平成22年度からスタートした事

業でありまして、今回の議会のほうでも生活困窮

者自立支援の中での住宅給付のところで若干の説

明があったかと思うんですけれども、これをいた

だくためには条件がありまして、離職後２年以内

とか、あとは65歳未満、しかも１カ月の収入が７

万8,000円でしたっけ、そしてあとは預貯金が50

万程度持っている方は該当にならないというよう

なことがありまして、しかもこれは求職活動を３

カ月間しっかりとやるということが条件なもので

すから、22年度なんかは非常に71件ぐらいあって

多かったんですが、年々減ってきまして、昨年度

は非常に少なくなって13件というような、こんな
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数字になっております。 

  地域自殺対策緊急強化事業、これにつきまして

は昨年よりも若干ふえております。これにつきま

しては、事業内容は特には大きく変わったところ

はないんですけれども、特に印刷製本費、そのと

ころが若干20万ほどふえているということで、ク

リアファイルをたくさん、啓発物品なんですけれ

ども、自殺対策の、それを多く買ったというとこ

ろでふえております。 

  110ページにいきまして、臨時福祉給付金給付

事業、これにつきましては新規事業であります、

平成26年度。これはご存じかと思うんですけれど

も、26年４月から消費税が８％へ値上げした際に、

低所得者に与える負担の影響に鑑み、暫定的、臨

時的な措置として臨時福祉給付金を支給するとい

うような国の制度に沿って行ったものでございま

す。上段、一番下の行が実際に差し上げた件数と

人数と額で、上は事務経費です。これにつきまし

ては基本、全額国庫補助ということで、10分の10

が補助に充てられております。20ページのところ

に歳入のところでは上げられております。 

  その下の生活困窮者自立支援事業ということで、

これは正式にはこの法律の施行というのは、こと

しの４月からこの事業はスタートするんですけれ

ども、これは前年度にこの制度の準備事業という

ような位置づけで、県の補助10分の10をもらって

行った事業で、内容につきましては委託料となっ

ておりまして、社会福祉協議会に２名の方、社会

福祉士などの資格を持っている方、結局、生活相

談事業を行う方を雇用していただいて相談事務に

当たっていただくというような内容でございます。 

  その下の障害者福祉事務推進費、これにつきま

しては3,000万ほど25年度と比べてふえておりま

す。内容的にはほとんど110ページのところでは

変わらないんですけれども、111ページのところ

を見ていただきますと、上から６行目に建設事業

費補助金ということで、心の里が昨年度建てかえ

を行いまして、この建築費が3,700万ということ

で、これが大幅にふえた内容でございます。 

  １段飛ばして、総合支援法事業事務推進費とい

うことで、これもそんなには金額は変わっており

ませんけれども、若干ここで変わっているところ

が下から７行、８行目ぐらいのところ、役務費の

ところで、途中からなんですが、障害福祉計画ア

ンケート郵送料というものが、この分が若干40万

ほどふえております。手帳を持っている方、障害

関係の方2,000人を抽出しまして、その方にアン

ケートをしていただくための郵送料でございます。

このアンケートに基づきまして、第４期の障害福

祉計画を26年度末に策定したものでございます。 

  次の112ページに、112ページもやはり同じ事業

で、あともう一つ、25年度と比べてふえた内容と

しましては、この項目の下から４行目に区分認定

調査用車両とありまして、軽自動車が20年ぐらい

使っていたものがもうすぐ更新時期だということ

で、26年度に車を１台更新しまして、その金額が

25年度と比べてふえた要因でございます。 

  その次が、障害者福祉サービス費、これにつき

ましては12億からのお金で非常に大きいんですけ

れども、ほとんど昨年と内容とかに関しましては

余り金額が変わってはおりません。 

  ただ、若干ふえた要因としましては、事業内訳、

このいろんな具体的な、これは福祉サービスの利

用の項目なんですけれども、こちらのところで若

干ふえたところを申し上げますと、介護給付費の

ところでは生活介護と、これは実際、介護保険で

いうと、自宅に行っていろんな生活一般の面倒を

見るというようなところで、ここが1,660万ほど

25年度と比べてふえております。 

  あとは、下の訓練等給付費のところで、こちら
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でも就労継続支援Ｂ型というところがありまして、

こちらのほうでもやはり件数が25年度と比べてふ

えまして、ここでも2,200万ほどふえたというと

ころと、あとその下の障害者相談支援（サービス

利用計画書）というのがありますが、これが大幅

に計画書策定がふえて約1,000万ほどふえており

まして、あと１つ、項目をまとめたものがありま

して、介護給付費の共同生活介護というところが

ゼロになっていますけれども、その下の訓練等給

付費の共同生活援助というところを一つにまとめ

た関係で、これは全然、4,800万減って4,900万足

し、ほとんどこれはこの数字がこちらに動いたと

いうような内容でございます。 

  あと、ふえた要因としましては、右の113ペー

ジ、償還金とありますが、上から３行目に、これ

は国庫負担金というお金を概算で国からもらって

いまして、決算を打つと、もらい過ぎた分はお返

しする、足りない分は追加でいただくというよう

なことの事務的な処理の内容でございまして、実

際にこれは2,500万ほど結果もらい過ぎていたの

でお返しするというような内容でございます。 

  その次の自立支援医療費というところです。こ

れは特別な病気というか、そういう病気をお持ち

の方への医療費の扶助的な内容でございまして、

中段以下に扶助費というところがありまして、こ

ちらのほうの金額が若干ふえまして、昨年と比べ

て27％ほどふえております。4,500万ぐらいにな

りますね。 

  これにつきまして、２つありまして、括弧書き

に更生医療と育成医療とありますが、更生医療と

いうのは18歳上の方が対象で、育成医療というの

は18歳未満のお子さんということで、特に大人の

方にとっては、腎臓の透析とか、心臓病とか、あ

と免疫、あとは肝臓なんかも含みますが、そうい

うところでの医療費の扶助的な内容でございまし

て、特に件数的には大幅に昨年度は変わっていな

いんですけれども、15件ほどはふえておりますけ

れども、特に影響があるのは、一般の方というの

は保険を使うので１カ月に出るお金は少ないんで

すが、生活保護の方というのは10割負担しなけれ

ばいけないということになりまして、実際33人ほ

ど生活保護に該当する方がいまして、１カ月この

方が透析をすると40万ぐらいかかるんですね。そ

れが１年間だと480万ということで、１年丸々と

いう方もいないんですけれども、そういう方が非

常にふえているというような状況で、昨年と比べ

て4,000万ぐらいふえているというような状況に

ございます。 

  その下の補装具費というのは、これは障害をお

持ちの方への扶助的な経費でございまして、これ

も24％ほどふえております。これは基本的には身

体障害者の手帳なんかをお持ちの方が対象なんで

すね。どちらかというと、これは体を支えるため

の基本的な補装具といいまして、具体的に例えば

車椅子とか義手とか義足とか、あとは補聴器なん

かも対象になるんですけれども、そういう基本的

なものへの補助金ということで、一般的には市民

税がかかっていない方は、かかった分の１割だけ

は負担してもらって、残りは市のほうから負担に

なるんですが、市民税がかかっていない方につい

ては全額補助というような内容になっております。

件数につきましては、補装具が、交付が125件で

修理が89件で、昨年と比べて、昨年は交付が108

件ということで、若干ふえているような状況にご

ざいます。修理は逆に98件ということですので、

若干減っております。ここが一番大きなふえたと

ころの要因でございます。 

  その下の地域生活支援事業というところで、こ

れは地域で障害をお持ちの方が生活していくため

に、いろんな施設とか相談する場所、あとは作業
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する場所というのがありまして、そこに関する運

営費とか、そういうものをお支払いする内容のも

のでございます。金額的には去年と比べて５％の

差しかございませんので、内容的には全く同じよ

うな内容でやっております。あと、ご質問がある

ときには後でお受けしたいと思います。 

  次のページにいっていただきまして、中段のと

ころに日常生活用具給付事業とありまして、先ほ

どの補装用具とちょっと似ている内容です。補装

具は基本的には大きな補装具が内容でございまし

て、こちらのほうはその下の扶助費のところを見

ていただきますと、ストーマ装具等とありまして、

若干これは、あとは住宅改造する手すりとか段差

解消とか、あとは目の見えない方にはテープレコ

ーダーとか、そういう内容のもので、日常生活を

より便利に過ごしていただくために支給する内容

でございます。これにつきましてもほとんど昨年

度と金額的には変わっておりません。件数的には

2,998件で、25年度は2,602件ですので、件数はふ

えております。 

  その下の身体障害者在宅福祉事業というところ

で、これは金額は余り大きくないもので、金額も

25年度は250万程度ですので、40万ほどはふえて

おりますけれども、その要因としましては、報償

費がほぼ倍ぐらいにふえているというようなとこ

ろで、理由としましては、手話講習会、中途失

聴・難聴者の講習会、これを回数をふやしたとい

うことと、あとは講師への謝礼を若干見直したと

いうことでふえたということで、金額がふえてお

ります。 

  右側のページ、115ページにいきまして、特別

障害者手当等給付事業ということで、これはちょ

っと内容がよくわからないと思うんですけれども、

簡単にお話ししますと、精神または身体に著しく

障害を有するために日常生活において常時特別な

介護を必要とするような、そういう状態にある在

宅の20歳以上の方に支給されるという、そういう

手当でございます。実際には市のほうで行ってい

るのは……これは、申しわけございません、精神

とか身体障害者全部の方が対象でございます。金

額的には昨年とほぼ同額の内容でございます。 

  その下の重度障害者住宅改造助成事業、これも

やはり重度の障害にあるという方で、基本的には、

一般的には身体障害１級、２級の方で、両下肢に

障害があるというような方で、住宅のバリアフリ

ー化を図るための助成金でございます。26年度は

３人の方に使っていただきまして、25年度決算の

ところには数字が載っていなかったかと思います。

それから、これもいろいろ使うには条件がありま

して、上限30万というところとか、あとは世帯の

所得が33万2,400円以下の方が対象だというか、

そういう条件もございます。 

  その下の知的障害者在宅福祉事業ということで、

これにつきましても決算では昨年とほぼ同じ決算

を行っております。これは委託料というところで

は、基本的にこれは民間の太陽の里さんのほうに

お願いをして、そこの方が自宅に訪問をしまして、

生活の状況とか相談とか、そういうことを訪問し

ながら行っているような事業でございます。 

  その下の負担金、補助金につきましては、これ

は民間の施設の運営費と、そこにお子さんを通わ

せる保護者への通院とかそういうことに関しての

補助金という、そういうものを差し上げているよ

うな内容でございます。 

  ３つ目のところが、父母の会というのは、心身

障害児者父母の会への運営費ですね。 

  その下の療育訓練費というのは、やはりこの会

の方が、療育訓練ということを兼ねまして、県外、

県内もそうですけれども、そういうところに年１

回研修を兼ねて行くときのバス代相当分を補助し
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ているものでございます。 

  その下の精神障害福祉事業につきましては、こ

れについてはほとんど事務的な経費でございまし

て、何か実際にはイベントとか、そういうことを

やる場合にはこの項目に予算計上して、かつては

文化会館である団体が自殺対策の講演会というか、

そういうことをやったときにここから支出をして

いたこともありました。26年度は実績がありませ

んでした。 

  ページが飛びまして、147ページ、特別児童扶

養手当というところで、これも児童手当と似てい

るんですけれども、これは20歳未満で精神または

身体に障害を有する児童を家庭で養育している父

母等に支給するものでございます。１級の方、２

級の方で金額はそれぞれ違うんですけれども、１

級で５万1,100円、２級で３万4,030円ということ

で、４月、８月、12月にまとめて４カ月分を差し

上げるという内容でございます。これもやはり所

得制限があるというところでございます。児童手

当とちょっと似ている内容でございます。 

  ページが飛びまして、149ページ、生活保護事

務推進費、これはほとんど内容的には前年と変わ

らない内容で、金額的にもほとんどふえている内

容ではございません。若干ふえているとすれば、

報酬のところの非常勤生活保護自立支援員報酬、

嘱託非常勤で来ている方１人、相談員さんが１人

ふえたということです、25年度と比べて。あとは

臨時職員、その下の賃金、これもお一人ふえたと

いうところで若干の金額の増はありますが、ほか

につきましてはほぼというかほとんど金額的には

変わりがない内容でございます。 

  最後、150ページの生活保護費、これが一番生

活保護の中で大きな事業となる予算、歳出でござ

いまして、基本的には17億8,939万9,003円という

ことで非常に大きな金額で、25年度と比べて決算

ベースでは若干減っておりますが、これは返還金

の部分が減っているだけで、実際に扶助費だけを

見ますと8,200万ほど25年度と比べてふえており

ます。ここ二、三年は非常にこういう微増という

か、緩やかな伸び率の状態でございます。今後、

生活保護費の状況ということで、それぞれ区分が

ありまして、それぞれの項目について支出がござ

いまして、基本的には例年同じように高齢化が進

んでいるような状況の中で、日々の扶助が年々占

める割合が多いという状況は変わりません。 

  保護の状況につきましても、このような内容、

中段のほうになっておりますが、25年度は世帯が

779、保護人員が1,040で、保護率が8.86‰という

ことで、1,000人に対して９人というような見方

になるかと思います。あとはその下、世帯類型、

保護の開始、廃止の状況ということで、このよう

な状況になっております。 

  あとは、実際にこれが償還金利子及び国庫負担

金の精査に伴う返還金が26年度は1,000万だった

んですが、25年度が１億2,000万ぐらいちょっと

返還金が多かったものですから、それがちょっと

保護費全体としては減っているような状態ですけ

れども、実際、扶助費だけを見ていただきますと、

8,900万ほどふえているような状況でございます。 

  その下の災害見舞金です。これは火災とか、今

回のような水害とか、そういうのがあった場合に、

全壊の場合には５万円、半壊の場合には３万円、

床上浸水の場合には２万円というふうな見舞金を

差し上げるもので、これは結果として起こるもの

ですので、ちょっと昨年と比較というのも余りな

いかと思うんですけれども、このような状況にな

っております。全焼８件分の決算です。 

  以上、社会福祉課所管の決算について説明をさ

せていただきました。ご審議の上はご認定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 
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○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ありませんか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 幾つかあるんですけれども、細かいも

のが多くて申しわけないですが、初めてですので

教えてください。 

  まず、107ページの社会福祉活動支援費の中で、

微増だとおっしゃっていたんですが、社会福祉協

議会運営費が去年より625万ぐらいふえているの

かなと思いましたので、私にしてみれば大きなお

金だなと思ったんですけれども、これは何か運営

の内容、仕事がふえたということなんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 社会福祉協議会運営費１億

3,200万ということで、一昨年が１億2,632万とい

うことで５％ほどふえております。事業内容につ

きましては、大きな事業の変更はないんですけれ

ども、社協につきましてはプロパーが16人で、嘱

託が４人で、臨時の方が５人で、若干の伸びがあ

るとすれば、プロパーの方の人件費が25年度と比

べて伸びたというところ以外は、新たな事業とい

うところでは展開がございませんので、ないのか

なというふうに思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、次ですが、109ページの自殺対

策の事業なんですが、クリアファイルをつくられ

たということなんですが、何枚ぐらいをどのよう

なところに配布なさったんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 それについては障害福祉係長

のほうから説明をさせたいんですが、よろしいで

しょうか。 

○伊藤委員長 はい、お願いします。 

○増渕障害福祉係長 障害福祉係、増渕といいます。 

  クリアファイルにつきましては１万2,000部つ

くらせていただきました。配布先は、市役所庁内

の窓口の関係であるとか、それから関係機関、保

健センターのほうですが、障害福祉の事業所さん

であるとか、特に各中学校、配布の時期はずれて

しまったんですが、中学生全員に配布させていた

だいて、自殺のほう、数は減ってはきていますが、

若年層での占める割合というのは変わらないとい

う問題もありますので、中学生全員に配らせてい

ただいて、ファイルそのものは相談窓口の周知と

いうところで、そういった各所に配らせていただ

いて、あとは残っておりますが、障害福祉の窓口

でさまざま書類をお渡しすることもありますので、

その都度クリアファイルに挟んでお渡ししている

ところです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その相談窓口というのは具体的に何て

書いてあるんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○増渕障害福祉係長 悩んでいる方、いろんな悩み

があると思いますので、子育てであるとか、ひき

こもりであるとか、いのちの電話なんかもそうで

すけれども、それぞれの相談内容に沿った相談先

の窓口の電話番号とか名称をつけさせていただい

て、お配りはさせていただいております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 いのちの電話の電話番号なんかを市内

のどこかに置いてあるということはありませんか、

トイレとか。 

○増渕障害福祉係長 よく見かけますけれども、私

どもの事業の中では、トイレとかには今置いてお

りません。あるとすれば、違う事業になって、こ

ころの体温計というのがあるんですけれども、そ

ういったところのカードはいろんなところにお配
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りしているので、お配り先で置いていただいてい

るところはあるかもしれないですけれども。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あと、次のページのセルフチェックシ

ステムなんですけれども、昨年のアクセス数は３

万7,550件、ことしはどんなふうなんでしょうか。 

○増渕障害福祉係長 市民からのアクセスの数とい

うことで、平成25年度が合計で３万7,550件、26

年度、４月から３月の間には２万8,477件です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 わかりました。 

  では、次が111ページなんですけれども、ここ

の重度心身障害者医療費助成事業もそうなんです

か、こちらでよろしいんですか、これは違うんで

すか。じゃこれは別にします。 

  じゃ、その下の総合支援法事業事務推進費はこ

ちらでよろしいんですね。その自立支援協議会委

員なんですが、調べてみましたら３年間でトータ

ル６人委員さんが減っているんですけれども、24

年が21人、25年が18人で、今回払ったのがもう15

人ということなんですが、要綱を見てみますと定

員は25人以内ということで、現在21名の方に委嘱

なさっていると思うんですけれども、まず出席者

が少ない理由、どの区分の委員さんが出席が少な

いのかというのを教えていただけるでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 藤村委員おっしゃるように、

現在21名が自立支援協議会の委員としてはおりま

して、そのうち実際に謝礼をお支払いする方は公

的機関、学校の関係者とかそういう方にはお支払

いをしておりませんので、学校の先生とか社会福

祉協議会の職員とかということを除きますと、実

質21人のうちお支払いしない方は３人ですので、

21引く３で18人の方が全部出席されていれば報酬

費はお支払いするというというような形になりま

す。 

  それから、出席者名簿のほうはちょっと。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 わかりました。 

  あと、構成の区分を拝見したんですけれども、

結局ボランティア連絡協議会がなくなったので、

その枠がなくなったと思うんですけれども、あと

大体皆さん専門の部分の委員さんが多かったんで

すが、例えばボランティアでかかわっていらっし

ゃる分野の方の意見を伺うということは今後は想

定されませんか。社協枠が１つあっただけですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 確かに、まだ内部だけの話な

んですけれども、ボランティア連絡協議会がなく

なってしまったということで、社協さん今１名は

入っておりますけれども、やはりこの部分を誰か

カバーできるような方はいないかということは、

ちょっと今、内部では検討はしております。まだ

結論は出しておりませんけれども。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 わかりました。 

  あと、113ページの地域生活支援事業もそうで

したよね。ここの成年後見相談会、114ページに

委託料としてありますけれども、この成年後見相

談会の業務はどこに依頼して、どのような相談会

を行ったんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 申しわけありません、ちょっ

と今、手元に資料ありませんので、この後調べて

お答えしたいと思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 そのことに関連してなんですが、その

下の扶助費のところで、後見制度利用支援事業と

してお一人ということで出ておりますが、成年後

見制度は非常に重要だというふうに感じているん
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です。相談会を行って理解してもらった上で利用

がふえるといいのかなと感じているんですけれど

も、そこに結びついているかどうかということを

ちょっと心配してお聞きしたいんですが。 

○伊藤委員長 はい。 

○増渕障害福祉係長 相談会の内容としましては、

司法書士の方、リーガルサポートさんにちょっと

相談員の方の派遣をお願いしまして、１回当たり

お二人来ていただいています。 

  実際に相談を受けられた方の状況を先生のほう

から聞いてみると、本人も自分がこういう状況で

今後変化していったときに、成年後見人ってどう

いうものだとかという相談の内容が多いというふ

うには聞いています。 

  直接、市のほうの相談、成年後見支援のほうに

つながっている方は、今のところいらっしゃいま

せん。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 たまたま消費生活センターにいたもの

ですから、成年後見制度が必要だなと思われる方

で、結局トラブルになってしまう、巻き込まれる

方というのは年に何回か見受けられるので、ご本

人はなかなかわからない、その必要性がおわかり

にならないと思うんですね。なので、どういうふ

うに上手にその方たちに成年後見制度のことを説

明して、それにつなげていったらいいのかという

のが、すごく現場でも悩んでおりましたので、ち

ょっとそこの部分をどういうふうにしたらいいの

か、私もちょっと具体的によくわからないんです

けれども、非常に悪質な商法のターゲットになり

やすい、一度ひっかかってしまうともう繰り返し

なってしまいますので、ちょっとそれを心配して

おりましたので、後で相談会の内容とかを教えて

いただければ大丈夫です。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 111ページ、これは障害者福祉事務推

進費、前のページから来ている中の扶助費の福祉

タクシー利用代金についてであります。3,100万

で、タクシー券の交付件数が1,597件ということ

なんですが、これは利用したタクシー券に対して

の支払い総額という解釈でよろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 はい。 

○増渕障害福祉係長 委員おっしゃるとおり、券を

お配りして、実際に使っていただいた分をタクシ

ー業者さんに市のほうから払った金額の合計です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、１人当たりに対しての交

付の金額というのは規定があって、金額の規定と

いうのはあるんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○増渕障害福祉係長 年間で３万4,800円分のタク

シー券をお渡ししています。月当たり2,900円で

す。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、この交付件数に対して使

用しなかった、利用しなかったというケースもあ

るということでよろしいんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○増渕障害福祉係長 はい、ございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 利用者の声として、今の交付の料金と

いうか枚数で足りているという、足りないという

ような意見はないですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○増渕障害福祉係長 窓口で直接は私のほうでお伺

いしたことはありませんが、市内広い面積の地域

ですので、一定の額でお配りしていますので、お
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住まいの場所、あるいは用途によっては足りない

方はもしかするといらっしゃるかもしれないなと

いうふうに感じております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 細かいことなんですが、通常のタクシ

ーとは料金体系というのは費用的には高いのか安

いのか。普通のタクシーで利用しているのか、福

祉器具を乗せて、車椅子とかそういったものを乗

せるタクシーであって、料金体系が普通のタクシ

ーと違うかどうか、わかっていたらお聞かせくだ

さい。 

○伊藤委員長 係長。 

○増渕障害福祉係長 福祉タクシー券と言っていま

すが、実際に車椅子を乗せているタクシーと、通

常看護タクシーさんのようなものでも使えるよう

になっていますので、基本的にはタクシーの料金

は一緒です。福祉タクシーのほうも、通常業務で

お支払いいただいている料金と同じです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 内容はわかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○磯飛委員 あと１点あった。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 112ページ、障害者福祉サービス費の

中のこの事業内容、表の中に入っている生活介護、

先ほど前年に比べて1,600万円ほど増額になった

ということなんですけれども、実利用者が219名

で４億8,700万、これ単純に割ると１人というか

実利用者当たり220万ぐらいになるんですけれど

も、その生活介護の内容、どういった内容の介護

をしているかをお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 失礼しました、お待ちくださ

い。 

○伊藤委員長 係長。 

○増渕障害福祉係長 特に事業を集約して、ここに

ありますとおりさまざまな事業体系になっており

まして、生活介護につきましてはある事業所へ通

所して利用するものです。 

  利用される方については、例えばここにありま

す就労継続支援であるとか就労意向支援、あるい

は福祉的作業所的な意味合いの事業とか、そうい

う事業と比べてどちらかというと障害の重い方が

利用されるところ、平均的になります。そういう

ところで通常の生活、食事であるとかトイレであ

るとか、そういった生活の中の訓練を含めてやっ

ているところですので、どうしてもやはり事業所

としては、いきなりですけれども手間がかかる人

がかかる事業所ということになるので、基本的に

単価そのものがあるわけではありませんが高く設

定されるということを聞いております。 

○磯飛委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑ございませんか。 

  副委員長、ちょっとかわってください。 

○平山副委員長 伊藤委員長。 

○伊藤委員長 ちょっと細かいことなんですが、

106ページ、この一番下なんですが、特定疾患患

者見舞金という部分なんですが、先ほどの説明で

は昨年度については700人ぐらいだったのかな、

それがことしになって814人になっております。

これ特定疾患の患者、この814人の内訳というか、

どの病気になっている人が特定疾患の、それわか

るでしょうか。 

○平山副委員長 係長。 

○増渕障害福祉係長 それぞれの病名ごとの件数は

統計とっておりません。 

○伊藤委員長 とっていない。 

○増渕障害福祉係長 いただいている書類の中から

いけば、ある程度統計はできると思うんですけれ
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ども、今の段階では数字はとっておりません。 

○平山副委員長 委員長。 

○伊藤委員長 わかりました。今ので結構です。 

  じゃ、また副委員長からまたかわります。 

○平山副委員長 委員長お願いします。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 初歩的、基本的なことをお伺いしたい

んですが、150ページの生活保護についてお伺い

します。 

  生活保護って、外国人の方も受けておられるん

でしょうか。 

○伊藤委員長 係長。 

○増渕障害福祉係長 外国人の方も生活保護を受け

ております。 

  ただし、外国人全ての方が対象というわけでは

なくて、日本に永住権のある方、もしくは日本人

の方の配偶者の方ということで、日本に例えば旅

行なり遊びに来た、お金がなくなったので生活保

護ということの外国人の方には適用にならないと、

今言った永住権のあるような外国人の方には適用

というか、生活保護に準じて外国人に、生活保護

法そのものではなくて外国人向けのものを適用さ

れるんですけれども、生活保護法とはまた別に、

生活保護という言葉ではない外国人用の生活保護

でお金を提供というか、そういうサービスの提供

をすることにはなっております。 

  ただし、ルールは日本人とまるっきり同じルー

ルで適用になります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 現在、本市で外国人がこれ適用になっ

ている、支給しているというか、何人ぐらいいる

んですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○印南保護係長 すみません、具体的な数字は今現

在、きょうは手持ち資料の中ではお持ちしていな

いので、ちょっと具体的な人数、世帯数について

はちょっと把握しておりませんけれども、複数世

帯いるのは間違いありません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 複数世帯ね。 

  この後、ちょっと福祉のこととは関係なく、次

の子ども課、教育部のほうで準要保護を受けてい

る外国人の子どもさんもいるかと思いますので、

それに関連するので今、外国人の生活保護は何人

いるかというお尋ねをしました。 

  把握されているのであれば、後ででも結構です

ので教えていただきたいと思います。 

○伊藤委員長 係長。 

○印南保護係長 それでは、申しわけありません、

後でご報告したいと思います。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑。 

  若松委員。 

○若松委員 １点だけ、今の磯飛委員の関連なんで

すけれども、枠の中で廃止件数112件という、こ

れは今まで生活保護を受けていて、何らかの理由

でこんな形になったのか、それ内容がわかりまし

たらお願いいたします。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 廃止の理由というのはさまざ

まございます。実際、多いのは転出とか死亡によ

る廃止というのが非常に多くて、意外と少ないの

が、就労により生活保護費が必要なくなって自立

というパターンが非常に少ないんですけれども。

あとは、中には指導指示違反というか、生活保護

法に違反した方とか、いろんな理由がございます

けれども、そのような理由で廃止というようなこ

とになっているものです。 

○伊藤委員長 若松委員。 
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○若松委員 指導指示違反というのは何件くらいあ

ったんですかね、この112件の中で。後で結構で

す、わかれば。 

○伊藤委員長 係長。 

○印南保護係長 26年度中で、私どものほうで指導

指示に従わなくて廃止した件数でございますけれ

ども、７件になります。 

○伊藤委員長 若松委員、よろしいですか。 

○若松委員 了解です。 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  失礼しました、課長。 

○菊地社会福祉課長 資料が見つかりましたので、

外国人の件数ですね、９世帯17名です。平成27年

５月現在、これは５月の統計のデータです。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 申しわけありません。先ほど

の９世帯17人は、平成27年７月１日現在です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定について、原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 （県内の保護率について） 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地社会福祉課長 率でいいますと、毎月県内の

保護の状況というものが、統計で県のほうから私

どものほうに届けられております。 

  先ほどの７月のデータでいいますと、保護率で

いうと那須塩原市が9.09‰、大田原市が9.29‰で

若干高いですね。那須町の場合には、栃木県が郡

部を取りまとめてやっておりますので、那須町で

いいますと8.63‰です、当市より若干低いです。 

○伊藤委員長 髙久委員、よろしいですか。 

○髙久委員 はい。 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課の皆さんから

何かございますか。 

  課長。 

○菊地社会福祉課長 ございません。 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎国保年金課の審査 

○伊藤委員長 国保年金課について審査を行います

が、国保年金課については福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切りかえ審査を行います。 

  国保年金課の皆様に申し上げますが、議案の説

明に当たりましては簡潔明瞭にお願い申し上げま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第64号 平成27年度那須塩原市

一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○稲垣国保年金課長 議案第64号 平成27年度那須

塩原市一般会計補正予算（第２号）、国保年金課

所管分についてご説明申し上げます。 

  補正予算執行計画書３ページ、一番上の18款繰

入金で、真ん中で１項２目特別会計繰入金、国民

健康保険特別会計繰入金2,939万円を追加補正い

たします。 

  次に、後期高齢者医療特別会計繰入金217万円

を追加補正いたします。 

  これは、前年度の特別会計決算に伴いまして、

不用となった剰余金を特別会計から一般会計に戻

すものであります。 

  次に、歳出になります。６ページをお開き願い

たいと思います。 

  ６ページの下段になります。３款民生費、１項

１目社会福祉総務費、老人保健事業11万4,000円

を補正するものであります。 

  これは、平成26年度老人医療給付費等負担金精

算に伴う返還金で、国・県等に戻すものでござい

ます。11万4,000円を追加補正いたします。 

  以上、国保年金課所管、一般会計補正予算でご

ざいます。よろしくご審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第65号 平成27年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○稲垣国保年金課長 議案第65号 平成27年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

についてご説明申し上げます。 

  補正予算執行計画書13ページ、歳入でございま
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すが、10款繰越金で、１項２目その他繰越金で９

億6,790万円を追加補正いたします。 

  これは、前年度決算に伴う繰越金でございます。

27年度へ繰り越し補正するものでございます。 

  次のページ、14ページでございます。歳出にな

ります。 

  ２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給

付費５億70万7,000円を追加し補正するものであ

ります。 

  こちらは不足が予想される保険給付費を追加す

るものでございます。 

  次に、２項１目一般被保険者高額療養費１億

2,081万9,000円を追加補正いたします。 

  これまでの支出の状況から不足が予想されるこ

とから、追加補正するものであります。 

  次に、７款共同事業拠出金、１項３目保険財政

共同安定化事業拠出金１億8,101万6,000円を追加

補正いたします。 

  この共同安定化事業は、平成27年度から対象交

付額が30万円以上から１円以上に拡大され、この

たび拠出金が整理されたことから追加補正するも

のであります。 

  次に、11款諸支出金、１項３目償還金、こちら

は金額が１億3,596万8,000円を追加補正いたしま

す。 

  こちらは、平成26年度に歳入された国・県等の

補助金の精算に伴いまして返還するものでござい

ます。 

  次に、３項繰出金、１目一般会計繰出金で

2,939万円を追加補正いたします。 

  これは、平成26年度に一般会計から繰り入れし

た事務費等の精算に伴いまして、一般会計へ返還

するものであります。 

  以上、国民健康保険特別会計補正予算でありま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第65号 平成27年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第65号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６６号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第66号 平成27年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○稲垣国保年金課長 議案第66号 平成27年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についてご説明申し上げます。 

  補正予算執行計画書15ページからでございます。 

  まず、歳入でございますが、繰越金といたしま

して１項１目繰越金884万3,000円でございます。 

  平成26年度決算に伴いまして、剰余金を27年度

へ繰り越すものであります。 



－121－ 

  次に16ページ、歳出になります。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、

667万5,000円を追加補正するものであります。 

  平成26年度出納閉鎖期間後に納付された過年度

分の保険料を広域連合へ納付するものであります。 

  次に、３款諸支出金、２項１目他会計繰出金

217万円でございます。 

  こちらは、平成26年度決算に伴いまして、一般

会計から繰り入れた人件費等、事務費等の剰余金

を一般会計に返還するものでございます。 

  次に、４款予備費、１項１目予備費でございま

すが、2,000円の減額でございます。 

  こちらは、歳入歳出予算調整のために補正する

ものでございます。 

  以上、後期高齢者医療特別会計補正予算であり

ます。よろしくご審議の上、ご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 ２款１項１目、過年度分ということな

んですが、これこうやっておくれて納付されたも

のを受け取られていますが、これ何％ぐらいなん

でしょうか、おくれてくるというのは。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 ちょっとパーセントの計算は

していないんですが、ちょっとイレギュラーとい

うか異常な納付があったと、異常というか普通は

案外年度、年度で入るんですけれども、たまたま

過年度分、古い納期分は３月で締めちゃうもので

すから、その後入ってきた分を新年度で歳入しな

いで、新年度で入ってきちゃうんですけれども、

その分、入った納付金は広域連合に１円たりとも

残さず支払う制度になっていまして、枠として入

りますので、こういうふうなことがまれに発生い

たします。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 これは年々ふえているんでしょうか、

減っていくんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 これ、たまたま今回のケース

は出納閉鎖期間外の繰越金の納付と、それを新年

度で支払うという現象でございまして、本来なら

ば入ってくる分は入ってくる分で年度決算される

わけなんですが、今回の補正の部分はあくまでも

出納閉鎖期間をまたいだ異常な歳入があったこと

により広域連合に納付するものということで、

年々ふえるとかそういう傾向はないかと思います。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第66号 平成27年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり

可決すべきものにすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第66号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、
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採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会第

（二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）審査に切りかえます。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○稲垣国保年金課長 認定第１号 平成26年度那須

塩原市一般会計歳入歳出決算認定について、国保

年金課所管分についてご説明いたします。 

  歳入につきましては、制度に伴うもので例年ど

おりとなっておりますので、省略させていただき

ます。 

  歳出でございますが、108ページ、市政報告書

108ページから説明させていただきます。 

  市政報告書108ページ下段のほうになるんです

が、３款民生費、１項１目社会福祉総務費の中の

国民健康保険特別会計操出金７億5,166万487円の

決算でございます。これは、法定で定められてお

ります一般会計から繰り出したものでございます。 

  次に、後期高齢者医療特別会計繰出金でござい

ます。２億47万6,200円の決算でございます。こ

ちらも、法定で定められた一般会計から繰り出し

が認められるものでございます。 

  おのおのの特別会計に支出いたしました。 

  次に、一番下段になりますが、後期高齢者医療

負担金、これは広域連合への負担金でございます。

保険給付費の12分の１を市が負担するということ

で、７億1,966万7,150円の決算でございます。 

  次のページ、109ページになります。 

  上から、後期高齢者医療広域連合負担金3,457

万9,002円の決算でございます。こちらは、事務

費分と保険事業費分、保険事業費は高齢者の特定

健診の事業でございます。その分を広域連合に支

出したものでございます。 

  次に、老人保健事業費11万7,381円の決算でご

ざいます。こちらは、老人保健の第三者納付金で

納付があったものに対して、そのうちの国・県、

社会保険診療報酬支払基金へ返還するものでござ

います。 

  次に、121ページとなります。 

  121ページ、同じく３款民生費の真ん中から、

１項８目国民年金費でございます。支出決算額が

126万4,000円でございます。こちらは、国民年金

の事務の法定受託事務の事務費として支出したも

のでございます。 

  以上、国保年金課所管平成26年度一般会計決算

でございます。よろしくご審議の上、ご認定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 すみません、質問なんですが、初めて

聞いた言葉で、教えてください。第三者納付金と

いうのは何でしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 この第三者納付金というのは、

交通事故がほとんどです。交通事故に関しまして、

本来は保険適用じゃなくて、自費の示談というん

ですか、精算がされるわけなんですが、保険者を

保護するというんですか、一時的に大きなお金が

かかりますので、一時的に保険適用が認められる

と。７割給付します。ただし、事故が終わった後

に、皆さん示談とか何かで、また民間の保険会社

とか、自賠責保険の関係で医療費が精算されて、

７割分が市の保険のほうに戻ってくるんですが、

一般的にはそう簡単にいくんですが、保険がなか

なか、人によっては自腹を切る人いるんですね。

自費で保険給付を返さなくちゃならない人、そう
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いう人がたまたまこの案件、毎年分納しているん

です。１万円ずつです。12万納めてもらっていま

す。その12万円は保険給付費ですから、その中に

は、国・県の補助金や社保基金からの交付金が入

りますから、12万円を精算して11万幾らですか、

を戻すというか、返しております。本当にまれな

ケースで、本来ならばいずれ精算されるわけなん

ですけれども、この案件は老人保健制度、平成20

年まではそういう制度があったんですが、それ以

降は後期高齢者医療制度に変わったんですけれど

も、ずっとそれ以前の交通事故の案件を毎年分納

していただいている案件でございます。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員、よろしいですか。 

○藤村委員 わかりました。ありがとうございまし

た。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定について、原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は全員異議なく、認定す

べききものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 次に、認定第２号 平成26年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○稲垣国保年金課長 認定第２号 平成26年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてご説明申し上げます。 

  歳入につきましては、国の制度に伴う補助金、

交付金が主なものとなっております。例年どおり

となっておりますので、省略させていただきます。 

  それでは、市政報告書343ページから説明申し

上げます。 

  歳出です。１款総務費、１項１目一般管理費、

そのほかの職員給与費ですが、こちらは総務課所

管となります。 

  次に、一般管理費で2,905万3,912円の決算でご

ざいます。こちらは、国民健康保険の運営に伴う

事務費となっております。 

  次に、２目連合会負担金390万8,200円でござい

ます。こちらは、栃木県国保連の運営の負担金で

ございます。 

  次のページ、344ページ、２款徴税費でござい

ますが、こちらは課税課、収税課所管になってお

ります。 

  次のページ、345ページ中段から、３項運営協

議会費、こちらは国民健康保険運営協議会の費用

でございます。17万200円、中身といたしまして

は、２回開催いたしました運営協議会の報酬でご

ざいます。 

  次に、４項１目趣旨普及費24万7,740円の決算

でございます。こちらは、啓発用のパンフレット

の印刷と消耗品でございます。 

  次のページ、346ページ、５項１目医療費適正
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化特別対策事業でございます。495万1,616円の決

算でございます。こちらのほうは、レセプトの二

次点検の経費でございます。主なものといたしま

しては、レセプト点検の賃金でございます。 

  次に、２款保険給付費でございます。こちらは、

歳出の64％を占めるものでございます。２款総額

では、84億9,425万501円でございます。前年比２

億1,143万5,834円の増、率にいたしまして2.6％

ふえております。 

  各項目について説明を申し上げます。 

  １目一般被保険者療養給付費67億2,663万2,099

円でございます。 

  次に、２目退職被保険者等療養給付費６億

5,058万2,497円でございます。 

  次に、３目一般被保険者療養費9,537万9,904円

の決算でございます。 

  次のページ、347ページで、４目退職被保険者

等療養費で670万2,810円の決算でございます。 

  次に、５目として審査手数料といたしまして、

こちらは国保連、国民健康保険団体連合会のほう

に手数料として2,493万9,934円を支出しておりま

す。 

  次に、２項高額療養費ですが、こちらは８億

9,894万3,864円でございます。こちらのほうも、

前年比3.5％ふえております。各項目については、

ちょっとここは省略させていただきます。 

  次、348ページ、次のページになります。 

  ４項１目出産育児一時金、これはほぼ１人当た

り42万円を出産の件数に合わせて支出したもので

ございます。総額といたしましては、8,139万

9,393円でございます。 

  次に、５項葬祭諸費、１目葬祭費でございます

が、これは１件当たり５万円を給付しております。

965万円の決算でございます。 

  次に、３款後期高齢者支援金等ということで、

１項１目後期高齢者支援金19億943万8,509円でご

ざいます。こちらは、後期高齢者支援金として支

払ったものでございます。 

  次に、２目後期高齢者関係事務費拠出金として

13万5,294円、こちらのほうは、社会保険診療報

酬支払基金のほうが取りまとめしているものです

から、そちらのほうに事務費として支出したもの

でございます。 

  次に、４款前期高齢者納付金でございます。 

  １項１目前期高齢者納付金、これは65歳から74

歳の前期高齢者の加入率が全国平均より低い保険

者が社会保険支払基金へ支払ったものでございま

す。135万8,767万円でございます。 

  次に、２目前期高齢者関係事務費拠出金、こち

らも事務費として13万5,294円の決算でございま

す。 

  次に、５款老人保健拠出金、１項２目老人保健

事務拠出金でございます。こちらが６万5,493円

の決算でございます。 

  次に、６款介護納付金９億195万8,171円の決算

でございます。これは、国の単価により、介護２

号被保険者、40歳から64歳までの方の被保険者の

数を掛けて算出されたものでございます。 

  次のページをめくっていただきまして、350ペ

ージ、７款共同事業拠出金、これはほぼ前年同額

となっております。 

  １項１目高額医療共同事業医療費拠出金として

２億7,209万9,343円、２目高額医療費共同事業事

務費拠出金として32万3,621円、３目保険財政共

同安定化事業拠出金といたしまして11億6,288万

9,343円、次に４目といたしまして、その他の共

同事業拠出金といたしまして18万1,734円でござ

います。 

  この７款共同事業の関係でございますが、こち

らは県内の被保険者の財政負担の均衡化を図るた
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めに拠出して、負担金が戻ってくる事業でござい

ます。 

  次に、８款保健事業費、１項特定健康診査等事

業費でございますが、こちらのほうは健康増進課

所管になります。 

  次のページ、351ページ下段のほうですが、２

項１目保健衛生普及費529万2,823円の決算でござ

います。こちらは、医療費通知の郵送料と、委託

料といたしましては、先ほどの医療費通知の電算

処理、スイミング教室、健康度アップ事業などの

委託料として支出したものでございます。 

  次のページ、352ページで、２目疾病予防費で

ございます。1,687万2,948円の決算でございます。

中身に関しましては、人間ドック、脳ドック関係

の申込書の印刷製本費と医療機関に支払った委託

料でございます。 

  次に、９款基金積立金でございます。 

  １項１目財政調整基金積立金160万2,358円、こ

ちらは財政調整積立金の基金の利息が生じます。

こちらのほうを基金会計に歳出したものでござい

ます。 

  次に、２目高額療養費資金貸付基金積立金でご

ざいますが、こちらのほうは、利子として1,972

円の利子が発生いたしまして、基金会計のほうに

支出したものでございます。 

  次に353ページ、11款諸支出金で、１項１目一

般被保険者保険税還付金、こちらのほうは収税課、

課税課所管となります。 

  次に、３目償還金、こちらが１億3,810万7,951

円の決算でございます。こちらは、平成25年度の

決算に伴いまして、はっきり言いますともらい過

ぎた、精算が終わって国等へ返還したものでござ

います。 

  次に、４目一般被保険者還付加算金、こちらは

課税課所管となります。 

  次に、３項１目一般会計操出金2,418万1,132円

でございまして、こちらも平成25年度決算に伴う

人件費、事務費の不用額を一般会計に返還したも

のでございます。 

  以上、歳出総額132億9,264万3,894円で、前年

比２億7,641万1,597円として、2.8％の増となり

ました。歳入歳出差し引きますと、10億6,790万

849円は平成27年度へ繰り越しいたします。よろ

しくご審議の上、ご認定くださいますようよろし

くお願いいたします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 346ページと347ページで、保険療養給

付費と高額療養費、それぞれ伸びているというこ

と、そのとおりだと思うんですけれども、具体的

にどのような疾病が伸びているか、そういう傾向

というのはあるのでしょうか、教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 那須塩原市だけで特別に集計

を余り出していないんですけれども、ただ、国・

県のほうで、ちょっと年度がおくれて集計結果が

出てきています。最近のと言うと、ちょっとなか

なかないんですけれども、やはり生活習慣病関係、

糖尿病ですね。そちらのほうの医療費とか、そう

いうものはどうしても伸びる傾向にございます。 

  また、高額療養費は、実は国保での医療関係、

国内の医療関係全てに言われるんですけれども、

医療費の高度化と言われています、高額化。高度

な医療を保険で受けられるということで、１件当

たりの保険診療といいますか、の金額が高額にな

ってきております。那須塩原市も保険者の数は、

被保険者は減っているんですけれども、どうして

もふえていく。そういう関係で、また、高齢者も

どんどんふえて、高齢者比率がふえているという



－126－ 

こと、どうしても高齢者の方は、私もきのうお医

者さん行きましたら、高齢者ばかりでしたんです

けれども、いっぱい薬もらって帰っていきますか

ら、何か医療機関にかかるというのがふえている

のかなと。また、どうしてもそういうことで保険

給付費が伸びる、さらには高額療養費が伸びるの

は高度化、それ以外にもいろいろ厚労省で分析し

た結果ございます。例えば精神疾患、社会保険で

一生懸命働いて、ジャパニーズ・ビジネスマンと

いうんですか、一生懸命働いて、ちょっと精神的

に病んでしまって、働けなくなって国保に入るよ

うな方が結構ふえています。約、比率で17倍と言

われているんですけれども、その方のやはり精神

疾患なんかも、入院とかいろいろ治療があるかと

思いますので、やはり高額になったり、総額して

ふえる傾向じゃないかと。これは厚労省のほうが

発表していますけれども、そういう傾向があるか

と思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 お聞きしたのは、結局医療費を抑制す

るためにいろいろ保健事業なさっていると思うん

ですけれども、傾向対策とる上で、例えばある程

度特定できれば、こういう健康度アップ事業につ

ながるのかなと思ったんですけれども、今お聞き

していると、やっぱり高度医療の問題であったり、

精神疾患であったり、保健事業として予防に効果

的な事業というのはやっぱり打ちにくいというこ

とでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 健康度アップ事業、スイミン

グ教室とかやっていますけれども、やはり人数が、

国保被保険者３万7,000人いるんですけれども、

それに比べれば本当に少ない数でございまして、

その人にとっては、アンケート調査など目を通し

ますと、やはりどうしてもそういう健康度アップ、

スポーツジムで３カ月間指導を受けた、その結果

のアンケートをとりますと、やはり体が軽くなっ

たとか、膝の痛みとか何かそういうところの痛み

がなくなったとか、そういうことで結果が出てお

ります。なおかつ、３カ月間終わっても、また自

費で引き続き受ける人なども見受けられます。そ

ういうことで、本当に数は少ないんですけれども、

人数としては少ないんですけれども、そういう意

欲的に健康を求めるような人、数少ないんですけ

れども、そういう人たちが１人でもふえるように

私どもも努力していきたいと思っております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。ほかに質疑ござい

ませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 348ページ、真ん中の葬祭給付費、１

人当たり５万円となっているんですが、これを実

際に窓口に求めに来る市民というのは、これは５

で割ればいいんですか、この金額。そうすると、

実際に亡くなっている人の何％くらいになります

かね。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 何％というのは市全体でしょ

うか、国保の亡くなった方……国保の中だけです

ね。実は、これは100％勧奨のはがきなんか出し

ているんです、申請してくださいという。でも、

100％ではないと思っています。事情がいろいろ

ありまして、例えば那須塩原市の国民健康保険被

保険者なんですが、たまたま息子さんが遠くにい

て、そちらのほうの病院で亡くなったとか、葬儀

を行う人に払うんですけれども、葬儀を行う人が

東京とか仙台とか、いろいろなところの人が葬儀

を行うようなケースがまれにございます。そのと

きに、地元に残っている人とか、お手伝いをいた
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だいたとか、そんな話で誰に何だというのがまだ

まとまっておりませんとか、そういうのが数件ご

ざいまして、全員が全員、申請できる環境という

んですかね、が整っている人はいいんですけれど

も、まれになかなか申請しない人も、できないと

いうんですかね、ということがございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、ほとんどは受け取ってい

るという。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 近隣の那須町とか、そういう

方、親とか息子さんとか、息子さんだと思うんで

すけれども、近隣の市町の方が葬儀を行った場合

には、ほとんど申請に来られております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 353ページの11款諸支出金の中の償還

金についてお尋ねしたいんですけれども、先ほど

補正予算の中にも、償還金で同額１億3,700万近

いものがまた補正で載ってあったんですけれども、

この内容は、一旦給付を受けて、使わなかったか

ら返しますよという内容なんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 これは、年度年度、国が補助

金という形で、ちょっと複雑な計算するんですが、

那須塩原市に支出してくれます。交付金とか、補

正とかあったと思うんですが、やっと今ごろ精算

できるわけなんですね、前年度分が。それで、も

らい過ぎていますよということでお返しする。決

算にも載りますし、先ほど承認いただきました補

正予算分もほぼ同額の金額が、毎年繰り返しどこ

の市町の国保でも同じようなことがあるみたいで

す。財政規模が大きければ、もっと大きい金額、

少ないところは少ない金額らしいんですけれども、

何か国庫補助金とか、災害給付金とかいろいろあ

るんですけれども、そちらは決算に伴って、精算

で補助金を毎年返しているという状況でございま

す。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 仕組みは、今の説明でわかりました。

内容なんですけれども、さっき藤村委員のほうか

ら質問があって、高額医療が多くなってきている

という中で、本市における療養費というのが、国

が見込んでいるよりも使っていないという意味で

お返しするということだと思うんですけれども、

県内のほかの市町に比べて、本市における国民健

康保険を利用する人で、療養費、病院へ払う、お

医者さんに払う費用というのは、多いほうなんで

すか、少ないほうなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 平成25年度、最新版がなかな

か出ないんですけれども、平成25年度で栃木県内

の１人当たりの医療費、こちらが那須塩原市は順

位で、26市町の中で23位、27万2,972円でござい

ます。こちらは、県内26市町のうち23位。たしか

24年度は、後ろから２番目だったんですね。そん

なに低かったんですけれども、那須塩原市、25年

度決算では、25位から23位というんですか、ふえ

たというんですかね、１人当たりではちょっと。

順位ではふえたということになっております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ということは、少ないという見方ね。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 栃木県内25年度で、平均で29

万3,796円でございます、県平均が。その中で、

先ほど申したとおり、那須塩原市は27万2,972円

ということで、県平均よりも少ないということで

す。 
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  ちなみに、一番高い壬生町は31万6,630円、１

人当たりとなっております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、さっき藤村委員の質問で、

なかなか予防とかそういうのが難しいというお話

もありましたが、そういったことも功を奏してい

るという部分もあるんですかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 私もちょっと２年目で国保の

ほうやらせていただいているんですけれども、那

須塩原市は平均年齢が県内でも低いほうだと思い

ます。ただし、低いから、ずっと低いわけじゃな

い。低いから、上がれば率が上がる。上がる割合

には、もう平均年齢の高いところは高いところで

高い医療費がかかってくると思うんですけれども、

那須塩原市は平均年齢が低い、医療費が低いんで

すが、高齢化が進めば、バウンドというんですか、

というのが激しくなるのかなというふうな気がし

ます。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 市政報告書の348ページの４項１目出

産育児一時金について、ちょっとお尋ねしたいこ

とがあります。 

  これ、１人42万3,000円といったのかな、とい

うことで、これは立てかえた後でもらうんだか、

それとも立てかえなくていいんだかというの１点

聞きたいのと、それと、その金額に応じて、26年

度は何件くらい出生率があったのか。もし、わか

りましたらお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 26年度は203件、25年度が188

件で15件増となっております。金額といたしまし

ては、基準額は１人当たり42万円でございます。 

  もう一つ、現物給付のお話だと思うんです。出

産したときに、産科医療機関で請求が当然あるわ

けなんですが、産科医療機関では42万円を期限と

いたしまして、42万円を超えた分は患者さんとい

うんですか、いただくかと思います。45万円だっ

たら３万円納めてくださいと。42万円は国保連を

通じて現物給付しております。 

  前に、クレジットカードを使えるところなんか

は、ポイントがつくなんていって、そういう部分

の話聞きます。現物給付ですね。同意書をお医者

さんに書くんですけれども、42万を請求します同

意書を書かないで、そういう案件もあると思いま

す。 

  ただ、42万円以下の費用の場合がございます。

42万円にかからなかった。その場合は、差額通知、

差額分を市のほうから通知を差し上げまして、差

額分の請求をしてくださいということで、最終的

には42万円になるようになっておりますが、まれ

にその差額分も何千円、1,000円とか2,000円、何

百何十円ということで、面倒くさいのかどうかわ

かりませんが、全て差額の請求は100％ではござ

いません。 

  こちらは出産育児一時金、これ育児分を含まっ

ているということで、産科医療機関が例えば30万

円だったとしても、育児分を含めて42万というふ

うな考え方で支出しております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 そうすると、出産費用として平均どの

ぐらいかかるものなんですかね、これは。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 一応、基本的に目を通してい

ますが、電卓ではじいたことはないんですけれど

も、やはり45万円前後かなという気がします。と

いうのは、多少、産科医療機関で値段が違うよう
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な話も聞きます。部屋料とか、食事がいいところ

とか、何か人気のあるところとかあるみたいです

けれども、あとは、入院期間というんですか、そ

ういうのでも変わってきますし、平均すると二、

三万円オーバー、45万円なのかなという気はいた

します。 

  以上です。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 352ページの真ん中あたり、財政調整

基金積立金、繰り出した分があって、減っている

という感じはするんですが、依然として、これ19

億あるわけですよね。やっぱり国保の保険料取り

過ぎという感じが、ずっと私はついてくるんです

が、当面、那須塩原市として何か考えていること

はあるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 基金取り崩しでございますが、

今回26年度ですと、決算で、決算書197ページ、

国民健康保険財政調整基金の運用の経過が載って

おりますが、２億5,579万8,000円取り崩しいたし

ました。 

  どうしても、税のほうはいろいろな要件がある

かと思うんですけれども、毎年減収になっており

まして、調定も落ちております。先ほど申したと

おり、医療給付費はふえております。その関係で

基金の取り崩しを行ったわけなんですけれども、

たまたまＪＡのほうの共済金ですか、こちらのほ

うは歳出に見合ったというか、歳出に合わせた形

の税額変更というのが必要なんじゃないかと思っ

ております。税の見直しは、慣例的に３年に一度

ということで那須塩原市は行っております。その

中で、当然、国民健康保険運営協議会のほうに諮

問して、答申をいただいた中で、税のほうという

のも変更があれば考えていかなければならないか

なと思っております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 先ほども１人当たりの医療費のかかり

というのが、栃木でも３番目に低いというお話が

ありました。そういう中で、収納率、ここのとこ

ろ伸びが鈍ってきています。でも、やっぱりまだ

保険料高いというふうに、県の中では今、真ん中

ぐらいですよね、13万ぐらいで。そうなんですが、

ただ、やっぱりまだ高いんじゃないのかなと。国

保で精いっぱい、介護とか後期高齢者まで回らな

いよという人たちも結構いますので、やっぱりこ

れだけお金、大田原の４倍ぐらいあるんですよね、

財政調整基金が。ちょうど大田原が県の平均の財

政調整基金ぐらいですよね。那須町みたいに１人

当たり３円とか６円しかないみたいな、60円ぐら

いしかないみたいなところもありますけれども、

やっぱり市民の税負担を少なくして、こういうも

のを有効に活用して、先ほど言われた療養費を減

らすという意味では、やっぱり健康予防とか、そ

ういったものを広める必要があるんではないかと

思うんですが、その辺の考えを聞かせていただけ

るとありがたいんですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 なかなかはっきりしたお答え

はできないんですけれども、国のほうでは、国保

税の軽減に対する国費の拡充を行っております。

毎年税条例の中で国保の軽減の部分の改正が出て

いるかと思うんですけれども、税の軽減、低所得

者に対する税軽減です、こちらのほうも、医療改

革の中で国費の枠はふえているというところで聞

いておりますので、そちらのほう、国費拡大部分

の状況のほうを見ながら、このようにして進めて

いきたいと思っております。 

  税軽減は、軽減した分は国負担ですから。とい
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うことで、国の財政支援のほうを期待したいと思

っております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 私が聞き逃したのか、ちょっとよくわ

からなかったんですけれども、111ページの重度

心身障害者医療費助成事業というのはどこの管轄

ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 市政報告書では、重度心身障

害者医療の助成、ひとり親の医療費助成、妊産婦

医療費助成、子ども医療費助成、……医療費助成、

26年度までは国保年金課所管で行っておりました。

執行のほうも国保面で行ったんですけれども、子

ども未来部と調整する中で、決算の事務のほうは

もう部が新しい子ども未来部で行う。４月以降決

算にもするということで、こちらのほう、市政報

告書では国保年金課、医療費助成の事業、載って

いますが、子ども未来部のほうでお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

○藤村委員 わかりました。 

  ありがとうございました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 やはり国保、市民が納める税金の中で

非常に大きな取り組みを進めています。そういっ

た中で那須塩原市も収納率、ここのところ伸びが

鈍ってきましたけれども、それでも改善は進んで

いると。皆さん努力されていると。その結果だと

思いますが、その中でやはり栃木県は全国的に見

れば高いほうと。那須塩原は、今、栃木県では真

ん中と。そういう中で、那須塩原の市民が健康に

努力した結果だと思いますが、非常に医療費が安

く済んでいると。課長のほうは年齢が若いからと

いうお話もありましたけれども、ただ、それだけ

ではないんだと思います。そういう努力を重ねて

いるんですから、当然報奨というか、褒めるとい

う部分で、褒めてしっかり納めてもらうという意

味も含めまして、やっぱり那須塩原市民の下げて

いく、そして豊かな財政調整基金を使って、さら

に疾病予防対策を強めていただく、そういう対策

をしっかりとられるよう要望して、ここは反対す

るということで、意見を述べさせていただきます。 

○伊藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がございましたので、挙手によ

り採決いたします。 

  認定第２号 平成26年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定についてを原案のと

おり認定すべきものとすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、認定第２号 平成26年度那須塩原市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 次に、認定第３号 平成26年度那須
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塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○稲垣国保年金課長 認定第３号 平成26年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につ

いてご説明申し上げます。 

  市政報告書は357ページ、申しわけございませ

んが、歳出につきましては例年どおりとなってお

りますので省略させていただきます。 

〔発言する人あり〕 

○稲垣国保年金課長 歳入に関しましてはですね、

例年どりとなっておりますので省略させていただ

きます。 

  それでは、357ページ、１款総務費でございま

す。１項１目一般管理費、職員給与費でございま

すが、こちらは総務課所管となります。次の一般

管理費、これは事務費の歳出でございます。235

万7,307円の決算でございます。次に２項徴収費

でございますが、こちらのほうは収税課所管とな

ります。 

  続きまして、ちょっと飛びますが359ページ、

２款の後期高齢者医療広域連合の納付金でござい

ます。１項１目後期高齢者医療広域連合の納付金

です。こちらのほうが８億7,126万2,631円の決算

でございます。内訳としては基盤安定制度分医療

費保険医療分、過年度の負担金でございます。 

  次に３款の諸支出金でございますが、１項１目

保険料還付金と保険料還付加算金につきましては

課税課、収税課所管となります。次に２項繰出金、

２項１目他会計繰出金でございますが、これは平

成27年度決算に伴いまして、不用額を一般会計へ

返還したものでございます。251万4,899円でござ

います。 

  歳出総額は８億9,312万510円で、平成25年度、

８億7,367万5,408円から1,944万5,042円の増加が

ありました。前年比2.2％の増加でございます。

歳入歳出差引額884万4,204円を平成27年度へ繰り

越しいたします。 

  よろしくご審議の上、ご認定くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 359ページ、一番上の納付金の中の一

番下の部分、過年度分の納付金が19万5,800円あ

ります。これっていうのは、やっぱり年金が少な

くて直接というか、直接収納している部分という

か、集金に行っている部分の方たちばかりなんで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○稲垣国保年金課長 こちらは納付金として国保年

金課で支払うものですけれども、この過年度分に

限っては、収税課のほうじゃないとちょっとわか

らないんじゃないかな。現年度、過年度とか、収

税、課税課じゃないとわからないのかなと。この

状況ですね、わからないかなと思っております。 

  こちらのほうは、広域連合に国保年金課で支出

した部分でございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 
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  認定第３号 平成26年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についてを原案の

とおり認定すべきものにすることにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか、ございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 国保年金課の皆様から何かございま

すか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、国保年金課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  保健福祉部の今定例会における審査は終了とな

りますが、保健福祉部全体として何かございませ

んか。 

○松江保健福祉部長 質疑の中で答えを保留させて

いただいた部分、答えられる状態になったんだよ

ね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松江保健福祉部長 この際お答えを申し上げよう

と思います。 

○伊藤委員長 よろしくお願いします。 

○塩水高齢福祉課長 それでは、スプリンクラーの

数、一応、あのとき補正予算のほうでご質問いた

だいたんですが、私のほうもちょっと理解してい

ないところもありまして、補正予算の段階ではま

だ図面等が出ていない状態ですので、一応参考と

いうことで、逆に決算のほうで出た３つのところ、

そちらの参考でお示しさせていただければと思っ

ております。 

  面積が補正予算のほうは1,202㎡で、今回の決

算のほうは一番大きいところでも250㎡程度です

ので、かなり差があります。1,000㎡以上とそれ

未満というのは、補助金の単価自体も違うんです

けれども、一応参考にということで報告させてい

ただきます。 

  まず、３つあったんですが、決算のほう、コー

ポ、有料老人ホーム119㎡のところで、こちらは

スプリンクラーの数が19でございます。それで出

たのが、補助金の合計が332万1,000円でございま

したので、補助金をスプリンクラーで単純に割り

ますと、そこまではいいですね。一応19でござい

ました。 

  続きまして、小規模多機能のほう、こちらの面

積が１つが251㎡でスプリンクラーが25個、それ

から、同じく小規模多機能で233㎡で47個でござ

います。こちらが一応部屋に１個とか、消防法に

基づいてスプリンクラーのほうを設置しますので

部屋数とか、それからあと、共有スペースとかで

も違ってきますし、あとはポンプ、その水圧の関

係でどんな消火ポンプをつけなきゃならないとか、

そこら辺でも実際に事業費はかなり変わってきて

ございますが、補助の仕方は1,000㎡以上か未満

かによって、国の単価が違ってございます。 

  ちなみに26年度、27年度は、27年度のほうが平

米単価が、若干ですが、上がってございます。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 保健福祉部の今定例会における審査

は終了となりますが、保健福祉部全体として何か

ございますか。 

〔発言する人なし〕 
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○伊藤委員長 なければ、以上で終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため10分間休憩をとり、

３時30分から開始します。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○伊藤委員長 これより子ども未来部の審査を始め

ます。 

  審査に先立ち、藤田子ども未来部長からご挨拶

をいただきます。 

  部長。 

○藤田子ども未来部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○伊藤委員長 それでは、子育て支援課について審

査を行いますが、子育て支援課については福祉教

育常任委員会に対する付託案件がありませんので、

予算常任委員会（第二分科会）に切りかえ審査を

行います。 

  子育て支援課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第64号 平成27年度那須塩原市

一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 それでは、議案第64号 平

成27年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号）

についてご説明をいたします。 

  ９月の補正予算執行計画書をお開きいただきた

いと思いますけれども、それの７ページになりま

す。それでは、子育て支援課所管のものについて

ご説明を申し上げます。 

  ７ページの、まず、３款民生費２項２目になり

ます、２項２目保育園管理費の中の永田保育園の

整備事業、12501事業というのが保育園管理費の

中の一番下のところに出てくるかと思います。こ

こですけれども、工事請負費として680万円を今

回補正として計上したところでございます。 

  この永田保育園なんですけれども、平成26年度

に園舎を新しく建てかえいたしまして、本年度は

外構工事と遊具の設置工事を予定していたところ

でございます。本年度の当初予算要求というのは、

昨年の11月、12月ごろに積算をするわけですけれ

ども、その当初予算の要求後におきまして、外構

工事に不足が生じたというところで、当初予算の

中で遊具の部分についても見込んでいたわけです

けれども、その外構工事で不足した部分を、まず

遊具のほうで持っていたものから先に工事をさせ

ていただきまして、今回改めて遊具分の補正とい

うことで680万円を補正させていただいたところ

でございます。 

  続きまして、２項３目です、認可保育園費の中
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の、これは仮称ではございますけれども、塩原認

定こども園整備事業、3001事業でございます。こ

れにつきましては、負担金を交付金として、負担

金補助及び交付金として1,907万9,000円を補正す

るものであります。 

  塩原認定こども園なんですけれども、ご案内の

ように旧塩原小学校跡地に本年度建設をしている

ところですけれども、昨年のやはり当初予算の時

点で、事業者において、これは民間の事業者、天

野会というところで認定こども園が始まるわけで

すけれども、その事業者において概算の事業費が

まだ正式に固まっていなかったという部分と、国

の補助制度が実は変わりました。後ほど歳入の中

でも若干その辺は触れたいと思うんですけれども、

国の補助制度が変わったことで決まっていなかっ

たというところで、その26年度の補助の要綱に基

づいて当初予算の要求をしていたところです。 

  ４月になりまして、国のほうも補助制度が正式

に決まって積算をし直したところ、事業費に不足

が生じたというところで、どの部分というところ

じゃなくて全体的に事業費が不足しているという

ことで、今回不足分の補正をさせていただいたと

ころでございます。 

  次に、２項４目子育て支援費の中の子育て相談

センター運営事業、2001事業でございます。これ

につきましては、賃金として140万8,000円を補正

するものであります。この内容ですけれども、こ

こに出ておりますように早期支援コーディネータ

ーということで、これはさきの質疑にもありまし

たけれども、早期支援コーディネーターといいま

して、発達に課題があるお子さんなんかを早期に

発見して、早期に支援に結びつけるために、年長

児の巡回相談でありますとか発達支援の巡回相談、

こういったところに従事して発見するための仕事

をしていただくということで、臨時職員１名分の

賃金の半年分ということで予算要求をしたところ

です。 

  さきの質疑にもありましたように、どういった

資格が必要なのかというのがあったと思いますけ

れども、特に資格ということではなくて、学校教

育の中で、学校の中で発達支援の教育等の現場で

の経験があり、内容等について詳しい方というと

ころで、そういった方を雇用したいというふうに

見込んでおるところでございます。 

  次に、２項６目母子福祉費の中の母子福祉対策

費、2001事業でございますけれども、これにつき

ましては、母子家庭等の対策総合支援事業国庫補

助金精算に伴う返還請求ということで、事業の確

定に伴って余った部分といいますか、それを国に

対して償還金という形で７万5,000円を返すため

に今回歳出に補正したものでございます。 

  続きまして、お開きいただきまして８ページに、

４款衛生費１項３目、上から２番目になります、

母子衛生費の子ども医療費助成事業、2001事業で

ございます。これは、賃金として175万9,000円を

今回補正させていただいたところでございますけ

れども、内容につきましては、子ども医療費の助

成事業に当たりまして、その医療費の助成の計算

とか、入力業務を担当してもらうための臨時職員

の賃金ということで、今回補正をさせていただい

たところでございます。 

  歳出については以上なんですけれども、次に歳

入について若干ご説明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  先ほどちょっと歳出の説明の中でも触れたとこ

ろでございますけれども、今回、子ども・子育て

新制度が本年からということになりますけれども、

それに伴いまして、国の補助制度の変更がありま

した。 

  １ページのところをちょっと触れながら見てい
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ただきたいと思うんですが、まず14款国庫支出金

の中の２項１目民生費国庫補助金の中で、児童福

祉費補助金というのがございます。これは、これ

までこの中の保育緊急確保事業費補助金という項

目だったものが、これがちょっと真ん中よりやや

下のほうにあるんですけれども、子ども・子育て

支援交付金というふうに今回制度そのものが変わ

ってございます。 

  そんな関係がありますものですから、上のほう

に子ども・子育て支援事業に充当という、三角

740からずっと三角が出ていると思うんですけれ

ども、その下に行って、ほぼ同じ金額でプラスの

部分での歳入になっているというところで、これ

が今回補助金の歳入の部分で変わった部分でござ

います。 

  加えまして、ちょうどこの表の真ん中辺に保育

所等整備交付金というのがあります。これも認可

保育園建設事業または塩原認定こども園の事業に

充当するための補助ということで、今回９月に歳

入を計上したところです。 

  もう一つ保育対策等の支援事業費補助金という

ことで、これもやはり認可保育園建設事業に充当

ということで、今回９月で歳入というふうに見込

んでいるところです。 

  今回、国の補助金の変更があったわけですけれ

ども、同じ形で県の補助金、実は全く同じ形で変

更になってございます。それが１ページの下のほ

うの部分です、15款県支出金の中の２項２目民生

費県補助金の中で児童福祉費補助金の部分に先ほ

どの国庫補助金と同じような形で、変更という形

で出ております。 

  １枚お開きいただいて２ページです、２ページ

のちょうど中段になりますが、この、今回、国の

制度が変わったことによって、県も当然あわせて

変わってきました。若干は補助金の不足が生じま

すので、それを補うためということもありまして、

この２項８目に教育費県補助金というのがちょう

ど真ん中に出てくると思います。これは教育総務

費補助金ということで、県の補助金ということで

歳入になってございます。認定こども園の施設の

整備のための交付金ということになります。 

  さらに全体的な部分での事業費の調整に係る部

分ですが、一番下のところにあります18款の繰入

金の中で子ども未来基金繰入金ということで、今

回4,380万円ほど事業費のほうに繰り入れるとい

うことで、今回９月で補正をさせていただいた部

分でございます。 

  雑駁な説明ですが、説明は以上でございます。

委員の皆さんにおかれましてはご審議の上、議案

のとおりご決定くださいますようによろしくお願

い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ７ページの保育園管理費で永田保育園

の工事請負費の説明をいただいたんですが、外構

工事で不足が680万生じたということですね。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 その不足額というのは、ぴ

ったり680万ということではないんですけれども、

不足をしたものと当初遊具費として認めたものの

若干の調整は財政当局のほうとはさせてもらって

おりますけれども、そもそも不足した部分といい

ますのは、積算そのものが若干変わったというこ

とです、外構工事の。 

  当初の積算の時点では、普通、工事をやる場合

には設計監理でありますとか事務費的なものとい

うか、要するに工事費に対して、例えば現場の管

理費でありますとか、そういったものが一般的に
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は10％とか20％とか見るんですけれども、その部

分について、まず当初設計の時点の積算の数値と、

改めて積算したときの数字の違いが出てきたとい

うのが一番大きな違いだと思います。 

  それと、あとは当然年度がかわることによって

資材の単価等が変わってまいりますので、その辺

のところでの不足ということで、遊具の部分が今

回680万を補正していますけれども、その680万ぴ

ったりがきちんと不足したということではなかっ

たんですけれども、その辺のところは財政のほう

とも調整のほうで賄う形で調整をさせてもらった

というものでございます。 

  うまい説明でないんですけれども。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 参考までに教えていただき、これから

本庁舎の建てかえあるので参考のために聞かせて

いただきたいんですけれども、事前に設計があっ

て、積算されたものの何％ぐらいが不足が生じる

ということって、よくあることなんですか。今回

は何％ぐらいだったんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 その積算をする時期にもよ

ると思うんですが、例えば本年度の当初予算にの

せるということであれば、ちょうど今ぐらいの時

期に積算なり設計なりというのは、概算ですけれ

ども、はじいていくんです。面積的なものなんて

いうのは大体もう固まっているはずなんですけれ

ども、当然その当時の資材の単価でありますとか

労務単価でありますとかというのは毎年変わるん

です。 

  このようなところでちょうど今ぐらいにはじき

始まって、どうにか当初予算に間に合う形で計算

をしていくと。年度がかわって４月ぐらいになる

と、まず労務単価が変わります。資材の単価も変

わってくる。その他の、いわゆる一般的に歩がか

りとか、そういった何％これに対して要りますよ

とかというのはそう変わるものではないと思いま

すけれども、大きな工事になればなるほど単価が

変わることによって、率はそれほどじゃないかも

しれませんが、金額はある程度大きくなる感じと

いうところだと思うんです。 

  今回何％というのはちょっと資料がなくて明確

に答えられないんですが、それは往々にしてある

ことだとは思います。そこでどういう、大きく計

算を見ておくかというテクニックもあるのかもし

れないんですが、そのときにやっぱり説明できる

金額で要求をしておかなきゃいけないと思ってい

ますので、こういったことも生じるということも

あると思います。 

〔「わかりました。何となく」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 藤村委員、よろしいですか。 

〔「大丈夫です」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 では、磯飛委員。 

○磯飛委員 今の関連です。 

  まず、遊具設置が新たに出てきましたが、純粋

な遊具設置費用というのはどのぐらいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 今回、遊具設置の部分で設

計をした額なんですけれども、設計額そのものは

698万8,000円でした。その部分の若干の調整は入

っております。 

  それと、ただいまの委員からご質問がありまし

た純粋な遊具の費用というところなんですけれど

も、332万9,581円という金額になります。 

  組み立て費ということでただいまの332万9,581

円、これは税抜きの価格になるんですけれども、

そういった費用があるのとあとは、これはその差

し引き分については単価ということになるかと思

います。 
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  ですから、おおむね組み立て費と単価と半々ぐ

らいの割合になっているというようなことです。 

○伊藤委員長 礒飛委員。 

○磯飛委員 先ほど来、藤村委員の質問に対して、

答弁の中で外構工事不足が生じたと。積算が変わ

ってきたということで、今の遊具代が690近いと

思うんですが、この不足分というのは幾らなんで

すか、外構工事の。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 その部分については、ちょ

っと整理をさせていただいて、後ほど述べさせて

いただくということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 礒飛委員。 

○磯飛委員 後ほどで結構です。 

  ただ、この遊具設置680万自体だけの説明なり

状況であれば、組み立て費と器具代ということで

680万の遊具、ちょっと高いなとは思ったんです

けれども。ただ、説明の中で外構工事の関連が出

てきたんで、外構工事のあれがここに表記されて

いないものですから、ちょっと理解できなかった

ので質問させていただいたところであります。 

  では、後でご説明いただければ結構です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  平山委員。 

○平山副委員長 同じく７ページの子育て相談セン

ター運営事業の2001事業で早期支援コーディネー

ターの１名に予算がついています。これは、特別

な資格がなくて現場を知る人であって、また、発

達支援、巡回相談なども行うということで半年分

の予算なんですけれども、お一人で行うなんてい

うことはかなり力が要ることだと思うんですけれ

ども、その仕事の内容とか簡単にわかりましたら

お願いします。 

○伊藤委員長 どうぞ。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 実際に

ほとんどの幼児のお子さんが幼稚園なり保育園に

入っておりますので、その年長児の集団の様子を

見るという仕事がまず１つあります。 

  その集団の中でどのような状態かという、まず

離席をしないか。あとは話が聞けるかというよう

な観点で、専門の心理の先生と一緒に集団の様子

を観察した後に、特別な手厚い学習支援をしたほ

うがいいんじゃないかというお子さんに限って、

親御さんと面談するという形をとっているのがこ

の事業なんですが、とても集団からどうしてもは

じけてしまうお子さんがふえている傾向にありま

すので、どうしてもこのような早期支援コーディ

ネーターの不足ということで、今回予算をつけて

いただくようにお願いいたしました。 

○伊藤委員長 平山委員。 

○平山副委員長 そうすると、これは市内にある園

全部を巡回して歩く…… 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 そうで

す。地元の方と一緒にということです。 

○平山副委員長 かなりのパワーが要るんですね。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 そうな

んです。 

  実際、２名でやっていたんですけれども、行っ

て相談をすると子どもがやっぱり落ちつくし、親

御さんのほうで、次の小学校に対して希望が見え

てくるということで、とても希望者が多いもんで

すから、やっぱり子どもたちのためにはきちんと

した予算をつけて、将来しっかりとした基本的な

ものを身につけた大人になってほしいということ

で、このような予算をお願いいたしました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

〔「委員長、ちょっと」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 礒飛委員。 

○磯飛委員 さっきの説明がまだ終わっていないの

でまだ理解できないんですけれども、その中で採

決するようなんですか。 

○伊藤委員長 それでは、課長のほうから。先ほど

の部分について。 

〔「遊具と外構工事の関連」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時００分 

 

再開 午後 ４時 ３分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  それでは、改めて磯飛委員から質疑をお願いい

たします。 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 それでは課長、よろしくお願いしま

す。 

○石塚子育て支援課長 まず、今回の永田保育園の

工事につきましては、全体で3,451万7,000円とい

うのを当初として見込んでいたところでございま

す。 

  今回、全体的な不足分が生じたというところで、

では、それが幾らになったのかということで

4,131万7,000円が必要であったということでござ

います。 

  その不足分の680万円を遊具費ということで、

今回補正をさせていただくということで、説明に

かえさせていただきたいと思います。 

○伊藤委員長 礒飛委員。 

○磯飛委員 確認しておきます。 

  それがために、遊具が不足になる、当初の計画

よりも質が落ちるとか、そういったことはないで

すよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 はい。それはございません。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、改めてほかに質疑はござ

いませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 
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○伊藤委員長 ここで、予算常任委員会（第二分科

会）を決算審査特別委員会（第二分科会）に切り

かえ審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 それでは、認定第１号 平

成26年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定に

ついてご説明を申し上げます。 

  説明に当たりましては、主な事業にポイントを

絞った説明をしたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

  それでは、市政報告書に基づき説明をさせてい

ただきます。 

  111ページをお開きください。 

  歳出を中心にご説明をいたします。 

  111ページの真ん中よりやや上のほうに３款民

生費、１項２目障害者福祉費の中の重度心身障害

者医療費助成事業、21事業というのがございます。

決算額は１億3,805万2,687円でございます。この

市政報告書の決算額の下に国保年金課というふう

に表記されていますが、ご存じにように今度担当

ということで子育て支援課、子ども未来部のほう

になりましたので、大変恐れ入りますがご訂正を

お願いできればというふうに思います。 

  この事業なんですけれども、重度心身障害者医

療の一部となります保険診療自己負担分、そのう

ち高額療養費と付加給付を除いた分、これを申請

に基づき受給資格者に助成するものでございます。

助成の概要等につきましては、この下にあります

表５をごらんいただければと思うんですが、対象

者が1,682人ということになってございます。 

  続きまして、123ページをお開きいただきたい

と思います。 

  一番上にあります、同じく３款民生費の中の２

項１目児童福祉総務費の中の児童福祉総務事務費、

20事業でございます。これは決算額が25万2,720

円でございます。この事業は子どもの権利条例普

及用のパンフレット印刷の費用でございます。 

  次に、そのすぐ下にあります２項１目児童福祉

総務費の中の子ども・子育て支援事業、30事業で

ございます。決算額604万3,894円でございます。

もともとはこの上の児童福祉総務費と一緒の事業

になっていたもので、子ども・子育て新制度に基

づいてこれが分かれた部分といいますか、別にさ

せていただいた事業ということになります。 

  この事業は、ただいまご説明したところなんで

すけれども、この事業の主な内容としましては、

子ども・子育て会議というのがございますが、そ

の委員の報酬、19名分の報酬と公立保育園の登園

時間管理システムというものを導入しているわけ

ですけれども、その委託料の部分、同じように私

立幼稚園に対しての同システムの導入のための補

助金、こういったところが主な支出でございまし

て、全体で604万3,894円の支出ということになっ

てございます。 

  続きまして、その下にあります、同じく児童福

祉総務費の中の子ども・子育て支援事業、30事業

の、今の事業と同じなんです、それの25年度の分

の繰り越し分ということでございますが、子ど

も・子育て支援の支援制度に係りますいろいろな

電算のシステムがあるわけですけれども、その構

築のための委託料というところで1,188万円を支

出しております。これは25年度からの繰り越し分

ということになります。 

  続きまして、124ページをお開きいただきたい

と思います。 

  同じく２項１目児童福祉総務費の中のつどいの

広場運営事業、60事業でございます。決算額は
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1,055万9,995円になります。この事業は、親子が

気軽に集い、相互に交流できる場としてつどいの

広場というのを提供して、安心して子育てができ

る環境を整備するとともに、地域の子育て支援の

機能の拡充を図るということを目的として実施し

ております。 

  こちらの表にも出ておりますけれども、西那須

野駅の近くに「ま～る」というつどいの広場があ

りまして、那須塩原駅の近くには「ほっぺ」とい

う２カ所が開設しております。実施に当たりまし

ては、市内のＮＰＯ法人に委託しているところで

す。恐れ入ります、詳細につきましては、こちら

の表をごらんいただければ大変ありがたいと思い

ます。 

  続きまして、その下の下になるんですが、児童

福祉総務費の中の子育て世帯臨時特例給付金給付

事業、80事業でございます。決算額は１億4,810

万9,705円でございます。この事業は、消費税の

税率引き上げに伴う影響というのを踏まえた上で

子育て世帯に対して臨時特例的な給付措置を行っ

たもので、対象児童１人当たり１万円を支給した

ものでございます。ちょうど125ページの一番上

のところに表がございます。対象児童が１万

4,079人ということで、掛ける１万円が給付とい

うことになってございます。 

  ちなみに27年度、本年度については3,000円と

いう単価でこれを実施することになります。 

  次に、その下になります。 

  同じく児童福祉総務費の中の子ども未来基金管

理費120事業でございますけれども、決算額は７

億円でございます。 

  この基金は子育て施設整備に特化した基金とい

うことで、保育園、認定こども園等の整備と放課

後児童クラブの整備に係る費用に充てるために創

設した基金でございます。 

  続きまして135ページをお開きいただきたいと

思います。 

  真ん中、やや下のほうにございますが、２項２

目保育園管理費の中のさきたま保育園整備事業

115事業でございます。 

  決算額は167万4,000円ということで、この事業

なのですけれども、さきたま保育園の耐震補強工

事に伴う設計業務の委託料ということでの支出で

ございます。 

  続きまして136ページをお開きいただきたいと

思います。 

  真ん中、やや下になりますが、同じく保育園管

理費の中の永田保育園整備事業125の事業でござ

います。 

  決算額は、３億768万7,664円となってございま

す。 

  この事業は26年に新築をいたしました永田保育

園の工事費、それと備品購入、機械器具及び仮設

の園舎、こういったものに係る費用をここで支出

をしてございます。 

  ちょっと早口で大変申しわけありません。 

  次に、142ページをお開きください。 

  一番下のところになります。２項３目認可保育

園の中の認可保育園建設事業20事業でございます。 

  決算額は５億3,152万7,000円でございます。 

  表にもございますように３つの認定こども園、

虹ヶ丘、黒磯いずみ、マロニエ、この３つの認定

こども園の施設の整備費と、４つの小規模保育施

設、次のページの一番上に載っておりますが、こ

の整備としての支出でございます。 

  続きまして、143ページの次のところ、２項４

目子育て支援費の中の家庭相談事業10事業でござ

います。 

  決算額は975万2,999円でございます。 

  この事業は、現在５名ほどおりますけれども、



－141－ 

家庭相談員の西那須野庁舎の２階に子育て総合セ

ンターがあるのですが、そこにおります家庭相談

員５名の賃金、これが主な支出でございます。 

  なお、家庭相談員の実績につきましてはそこに

しております表のとおりで、電話から来所、家庭、

機関訪問ということで、かなりの件数が５名で賄

っているというところでございます。 

  続きまして、そのやはり下になりますが、子育

て相談センター運営費の20事業でございます。 

  決算額、942万3,758円でございます。 

  この事業は、子育て相談センター全体の運営に

係る経常的な経費というふうになっておりますけ

れども、実は、この子育て相談センターというの

はいきいきふれあいセンターの２階に今まであり

ました。そこで先ほどの家庭相談員でありますと

か、ここにも出ておりますが、子育てサロンであ

りますとか、発達の相談、療育相談、こういった

ものをあそこでやっていたわけでございますけれ

ども、このたび子ども未来部ができて今度子ども

子育て総合センターというふうに今度、変わった

のですね。ただ場所としてあそこがまだ残ってい

る形で実際に事業をやっておりますものですから、

まだこういった名称が今、残っているということ

で、今後ちょっと名称の部分では整理をしなけれ

ばいけないなというように考えてはいるところで

ございます。 

  説明に戻りますが、この事業なのですけれども、

子育て相談センターの全体の運営の経常的な経費

ですけれども、子育てサロンでありますとか、発

達相談などを担当する臨時保育士さん、また、臨

床心理士、こういった方の賃金が支出の主でござ

います。 

  それ以外は運営に係る経常的な費用ということ

でごらんいただければありがたいと思います。 

  ちなみに、144ページのところにサロンの利用

状況、支援の利用ということで、ちょうど真ん中

辺のところに表がありますが、こちらが実績でご

ざいます。 

  次に、その表のすぐ下になります、144ページ

の下の子育て短期支援事業30事業でございますけ

れども、決算額は11万7,530円でございます。 

  この事業は児童の保護者が何らかの理由によっ

てその児童を養育できない、そういった場合に、

一時的に預かっていただくことができるという事

業で、これも市内のＮＰＯ法人に委託をしている

ところでございます。 

  ちなみに26年度につきましては表にもあります

ように28日間、預かり保育を実施をしているとい

うことでございます。 

  続きまして、その下ですけれども２項４目子育

て支援費の中の要支援児童放課後応援事業40事業

でございます。 

  決算額は621万2,947円でございます。 

  この事業は、養育ができない、養育放棄、いわ

ゆるネグレクトの状態にあって、支援が必要な児

童に対して、放課後に安心できる大人との触れ合

いや交流を図りながら、健全な家庭の養育を経験

させたり学習させることでその子どもたちの健全

な成長と自立を促していきたいというための事業

でございます。 

  この事業を実施するに当たりましては、市内の

やはりＮＰＯ法人に委託をしておりまして、その

委託料が支出の全てでございます。 

  昨日の質疑にございましたように、延べ239件

でありますけれども、実質的には実人数は４名と

いうことでございます。 

  続きまして、次のページ、145ページ２項５目

の児童措置費の中の母子生活支援施設措置費10事

業でございますけれども、決算額は126万8,348円

でございます。 
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  この事業は、配偶者のいない母子及びこれに準

ずる事情のある母子、例えばＤＶ等があった場合

ということになるかと思うのですけれども、そう

いった事情のある母子を生活支援施設に入所をさ

せる措置ということになるのですけれども、させ

まして、母子の福祉の向上を図るというのが目的

でございます。その入所に係る委託料が主な支出

でございます。 

  続きまして、その下になります２項６目母子福

祉費の中のひとり親家庭医療費助成事業10事業で

ございますけれども、決算額は4,840万7,930円で

ございます。 

  この事業は、ひとり親家庭の親と子に対して、

医療費の一部を助成することによって、疾病の早

期発見と治療を促進し、保健の向上と福祉の増進

を図るというのが目的でありまして、扶助費が主

な支出でございます。 

  なお、助成の状況につきましては、この表のと

おりでございまして、昨年3,952人が対象という

ことになってございます。 

  続きまして、その下になりますが、２項６目母

子福祉費の中の母子福祉対策費20事業でございま

すが、決算額は1,057万1,586円でございます。 

  この事業は、母子、父子、以前は母子という言

い方だけだったのですが、今は母子と父子、並び

に各福祉法の規定に基づいて母子父子自立支援員

というのを配置しております。那須塩原市の場合

は今２名配置をしているわけでございますけれど

も、相談や自立の支援、または母子父子家庭の生

活の安定と向上を図るものでございます。加えて、

ＤＶの相談及び一時保護、自立に向けた支援、こ

ういったものを行うものでございます。 

  主な支出としては報償費として自立支援員の報

酬、それと扶助費としてひとり親家庭高等職業訓

練促進給付費というのがございます。これは、す

みません、次のページの１番上、146ページの一

番上のところに出てくるのですけれども、これは

どういったことかといいますと、例えばひとり親

家庭の、ほとんどお母さんが多いのですけれども、

何とかこう、自立をしたいと。そのために何かの

資格を取りたい。その資格を取るのに当たって、

学校等に通うわけですけれども、その学校に行っ

ている間生活の一部ということで、こういった支

援をやはりしているところでございます。 

  ここにも出ているように、ちなみに給付費とい

うことで６人で、無事にその学校を卒業して資格

が取れたというところで、終了の給付金というの、

また別にあるのですが、これが２人分ということ

でこちらの資料のとおりでございます。 

  続きまして、その下になりますが、２項７目児

童等手当の中の児童手当20事業でございます。 

  決算額は20億9,829万165円でございます。 

  この事業は、中学校終了前の児童養育している

人へ手当を支給するものでございまして、主な支

出としては扶助費として20億9,262万円というこ

とでほとんど扶助費なのですが、それと、実施を

するに当たっての事務費でございます。対象者は

9,919人ということでここに書いてありますとお

りでございます。 

  次に、その下ですが、２項７目児童等手当の中

の維持手当費30事業でございます。 

  決算額250万2,000円でございます。 

  この事業は、父母の一方、または両方が死亡し

た児童について児童の健全育成と福祉の増進を図

るために支給する手当ということで、全て扶助費

ということでの支出になってございます。 

  ちなみに対象者は53人ということでございます。 

  次に、その下です。２項７目児童手当の中の児

童扶養手当40事業でございますけれども、決算額

は５億3,884万540円でございます。 
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  この事業は、父母の離婚とか死亡などによって

父及び母と生計を同じくしていない児童や、父ま

たは母が重度の障害にある児童、こういった児童

を養育する家庭に生活の安定と自立の促進を図る

ために手当として支給するものであります。 

  主な支出としてはやはりこれも扶助費として５

億3,754万530円、それと実施に当たっての事務費

ということになります。 

  対象者につきましては147ページの一番上に出

ておりますが、1,283人ということになってござ

います。 

  続きまして、159ページです。 

  一番下のところになりますが、４款衛生費１項

３目母子衛生費の中の子ども医療費助成事業20事

業でございますが、決算額は３億3,052万3,548円

でございます。 

  この事業は、子ども医療費の一部を助成するこ

とによりまして、疾病の早期発見と治療促進し、

保健の向上と福祉の増進を図るものでございます。

それによりまして子育て世代の経済的負担の軽減

が図れるものと考えております。 

  主な支出は扶助費として３億1,466万7,782円、

それと実施に当たっての事務費でございます。 

  なお、助成の概要等につきましては、160ペー

ジのちょうど中段のところに表がありますけれど

も、この表をごらんいただければ、種別ごとの助

成の内容がこちらに記載されてございます。 

  続きまして、その下になります同じく妊産婦医

療費助成事業30事業でございますが、決算額は

3,465万5,373円でございます。 

  この事業は、妊産婦に対して医療費の一部を助

成することによりまして、疾病の早期発見と治療

を促進し、母子保健の向上を図るものであります。 

  主な支出は扶助費として3,445万3,660円と事務

費でございます。 

  なお、助成の概要等につきましては、これもや

はり表のとおりでございますけれども、対象者が

1,851人でございました。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  続きまして、歳入なのですけれども、歳入の主

なものにつきましては、歳出に充当するための

国・県の負担金や補助金、これが財源の多くを占

めてございまして、その他としまして、雑入また

は市債などでございます。 

  本日の説明に当たりましては、どのような負担

金、補助金があるのかという項目のみの説明をさ

せていただければというふうに思いますので大変

恐れ入りますけれども、19ページ、この市政報告

書の19ページをお開きいただきたいと思います。 

  まず19ページ、これは先ほど来説明させていた

だいていますが、国庫補助金なのですけれども、

14款国庫支出金の１項１目民生費国庫負担金とい

うのがあります。このちょうど真ん中にある内容

ですが、児童福祉費負担金ということで、この２

つ目になります、児童手当負担金、児童扶養手当

負担金、母子生活支援施設措置費負担金、こうい

ったものが歳入としてございます。 

  次に、20ページを、恐れ入りますがお開きくだ

さい。 

  同じく２項２目民生費国庫補助金の一番、これ

は下になります。一番下に児童福祉費補助金とい

うのがあると思うのですが、ここに母子家庭等対

策総合支援費補助金、これと子育て世帯臨時特例

給付金給付事業費補助金、それと保育緊急確保事

業費補助金、これは先ほど補正のところで説明を

させていただきました、名称が変わった補助金と

いうことになります。 

  この保育緊急確保事業補助金の中の２つ目、つ

どいの広場運営事業に充当という部分での歳入と、

恐れ入ります21ページのほうを見ていただきます
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と、２つ目に家庭相談員費に充当と書いてありま

すその部分と、子育て相談センター運営事業、子

育て短期支援事業というこの部分についての歳入

がございます。 

  次に、22ページを恐れ入りますがお開きくださ

い。 

  一番上です。同じく国庫支出金の中の２項４目

国費国庫補助金の中の都市計画費補助金というこ

とで、これは永田保育園の整備事業に充当するた

めの社会資本整備総合交付金というのが入ってご

ざいます。 

  続きまして24ページを開いていただきたいと思

います。 

  ここから今度県の補助金ということになります。 

  15款県支出金の１項１目民生費県負担金、２つ

目になります。児童福祉費負担金、この中の２つ

目と３つ目、児童手当負担金と母子生活支援施設

措置費負担金というのが歳入として入ってござい

ます。 

  次に、25ページです。 

  25ページのちょうど真ん中に２項２目民生費県

補助金というのが載っているのですが、そこの社

会福祉費補助金の中の重度心身障害者医療費助成

事業費補助金、これが歳入として入ってございま

す。 

  続きまして、26ページをお開きください。 

  上からちょうど２つ目になります。 

  民生費福祉費補助金というのがあると思うので

すが、これのちょうど真ん中よりやや下のところ

にひとり親家庭医療費助成事業費補助金というの

があるかと思います。それと、ちょっと下のほう

に行っていただきますと、下から４番目、安心子

ども特別対策事業費補助金。その下が要支援児放

課後応援事業費補助金。それと、栃木県保育緊急

確保事業費補助金。 

  これは27ページにちょっと内訳が出ております

ので見ていただきますと、つどいの広場、２つ飛

んで家庭相談員、子育て相談センター運営子育て

短期支援事業ということで国庫補助金と同じよう

な項目で県からの補助という形で歳入がございま

す。 

  それと、その下にあります児童福祉費補助金と

いうことで25年度からの繰り越し、これは歳出の

ところで支援制度のシステムの構築費用というこ

とでご説明申し上げましたが、それと同額が歳入

ということで、安心子ども特別対策事業費補助金

ということで歳入がございました。 

  さらにその下、２項３目衛生費県補助金という

ことで、保健衛生費補助金、２つほど入っていま

す。子ども医療費助成事業費補助金と、妊産婦医

療費助成事業費補助金ということで、これも歳入

としてございます。 

  恐れ入ります、続きまして、40ページをお開き

ください。 

  これは20款諸収入４項４目の雑入、このうちの

民生費雑入でございます。 

  ちょうど真ん中辺になりますけれども、民生費

雑入のすぐ下に雇用保険個人負担金というのがあ

って、子ども・子育て相談センターというところ

での部分の５万8,670円というものと、５つほど

お飛ばしいただいて、児童手当返納金、維持手当

返納金の過年度分、児童扶養手当返納金、児童扶

養手当返納金の過年度分、それと一番下から３つ

目になります、重度心身障害者医療費助成返還金、

それと２つ下に行って、ひとり親家庭医療費助成

返還金過年度分、子ども手当返納金過年度分、41

ページに行っていただきまして、２つ目、永田保

育園改築工事水道使用料。 

  次に、衛生費の雑入ということで、ほぼ真ん中

辺、子ども医療費返還金というのがちょうど真ん
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中辺にあります。994円というのですね。それと

さらに、下のほうに行っていただいて、子ども医

療費助成返還金1,050円というのがございます。 

  続きまして、44ページになります。 

  これは、諸収入の中で過年度収入といいまして、

国庫支出金の過年度収入と県支出金の過年度収入

という２つがあるわけですけれども、まずこれの

上の部分、国庫支出金の過年度収入ということで、

ちょうど真ん中辺よりやや下、交付の決定による

追加交付ということで、母子生活支援施設措置費、

これに充当するための歳入が38万3,155円、それ

と、児童手当負担金の額の確定に伴っての追加の

交付というものと、児童扶養手当の交付額の確定

によっての追加交付金、これは確定で若干歳出が

伸びたとか、そういったもので追加ということで

交付を受けるものです。 

  それと同じように県支出金につきましても、ち

ょうど真ん中辺にありますが、児童福祉法による

児童入所施設措置費の県負担金というものが追加

交付があるのと、母子生活支援施設措置費分、そ

れと児童手当分、こういったものが追加というこ

とでございます。 

  さらに、申しわけございません、46ページ お

開きください。 

  21款の市債、１項１目民生費ということで、児

童福祉永田保育園の整備事業に充てるために市債

ということで１億1,920万、これが歳入としてご

ざいます。それと次の47ページ、ちょうど真ん中

辺にあります合併特特例債の中でやはりこれ、２

つ目、永田保育園の整備事業費ということで、合

併特例債を充てた形でございます。 

  恐れ入ります、最後になりますが48ページ、同

じく合併特例債で上から３つ目、認可保育園の建

設事業費ということで、２億8,050万円というこ

とで歳入として充ててございます。 

  非常に歳入を一つ一つご説明をさせていただく

と、この、かなり複雑で多岐にわたっているなと

いうのあるわけですけれども、項目のみの説明と

させていただきます。 

  以上、提案、時間かかった割に雑駁な説明にな

ってしまったのですけれども、子育て支援課部分

の説明、以上でございます。 

  委員の皆様におかれましては、原案のとおりご

認定くださいますようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ５つほどあるのですけれども、すみま

せん、大丈夫ですか。休憩なしでいってもよろし

いですか。 

  では、111ページの重度心身障害者医療費助成

事業なのですが、助成対象者は、去年に比べて35

人ふえているのですが、金額が減っているのです

ね。対象者ふえているのに、助成件数と金額が減

っているのですけれども、この理由は何か、考え

られる理由はあるのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 確かに委員、今おっしゃら

れるように、人数は若干ふえている割には減額し

ているという部分なのですけれども、これ、特別

な理由というのは見当たらないのですね。それは、

答えになっていないのですけれども、ちょっと待

ってください。 

〔「医療費のほうだと、そんなに、このぐ

らいの人数だとその年によって変わって

くるものなので、特別な理由はないと思

います」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは、やはり償還払いになっている
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のですよね。以前もお聞きしたことあるから、大

分前にお聞きしたことあると思うのですけれども、

子ども医療費は現物給付になっていますけれども、

この重度心身障害者のものは、別に市だけで単独

でできるものではないかもしれませんが、現物給

付にする方向性は全く考えられていないのでしょ

うか。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 国保年金課に前所属してお

りまして、そちらの重度心身障害者のところも担

当しておりましたので、私のほうからお答えさせ

ていただきます。 

  委員おっしゃるとおり、そもそもが県の制度に

なっておりまして、現物給付にするかどうかとい

う議論は県のほうも市町村も交えてされていると

ころではございますが、やはりそれぞれの県のほ

うで持ち出し分ですか、負担分もございますので、

市町の負担分もございますので、その辺を含めま

して、現物にしていくのはなかなか難しいのでは

ないかというところが現在課題として捉えている

ところです。 

  当然、市民の皆様のほうからも特に障害を持っ

ている方々の申請ですので、何とか現物にという

お声をいただいているのが事実ですけれども、や

はり栃木県の制度を那須塩原市も採用というとこ

ろで、単独で例えば現物給付になりますと、県の

交付金のほうも減額になってしまうということも

ありますので、なかなか本市だけで現物給付とい

うのは難しいというのが現状でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 以前、課長だったときに私、たまたま

この件でお伺いして、お話、説明聞いていますの

で、結局市の負担がふえるという話もそのときに

お聞きしたのですけれども、結局、子どもの部分

のは県の方針が変わって本当、一気に右から左へ

大きく転換したのですけれども、やはり人に優し

い那須塩原ということを打ち出していて、本当に

これで人に優しいのかというところの、何か、喉

に骨がひっかかったような違和感を感じています

ので、たとえ市の持ち出しがふえたとしても那須

塩原市は人に優しいのだということを証明するた

めにも、とても大事なことだと思うので、ぜひ前

向きに検討していただきたいなと、積極的に挑戦

していただきたいなという、ちょっと思いがあっ

たので、この対象者がふえているのにたまたま医

療費が少ないのはふだんあることだというご説明

ありましたけれども、やはりこう、申請しづらい

方もいるのではないかなという、そういう考えも

あったので、今回聞かせていただきましたので、

この点については以上です。 

  続けてよろしいですか。 

○伊藤委員長 はい。藤村委員。 

○藤村委員 次が、123ページです。 

  子育て支援サイトの運営事業ですが、これは、

一旦利用者が減っているからということで委託を

やめて、保育課ですか。ごめんなさい。これは次

に行きます。 

  じゃ、次は、145ページ、ひとり親家庭医療費

助成事業は、これはここでよろしかったですか。 

  ごめんなさい、間違えた。144ページです。要

支援児童放課後応援事業なのですが、４名のお子

さんが利用しているということですけれども、そ

の４名の児童に対して、このＮＰＯ法人で何人ぐ

らいの方がこの支援にかかわっていらっしゃるの

でしょうか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 スタッ

フの方なのですが、常勤の方は２名で、そのほか

に短時間の方を８名ぐらい、そのときによって家

庭の都合でやめたりということがあるのですが、
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大体10人ぐらいを確保してやっていきたいという

形でやっております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これ、やってみた結果というのは何か

市としてどのように考えていらっしゃいますか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 実質、

昨年始まったのが年度の途中でありましたことと、

モデル事業ということで、なかなか対象者を設け

ていたのですが、親元の同意というところでなか

なか踏み切れなくて、実際にまだお預かりできな

いお子さんもいるのですが、預かったお子さんに

関しては、食事がしっかり、１週間に２回でも夕

食が食べられるということと、入浴ができるとい

うことで、学校の先生たち、それから、小中学校

の先生にお聞きしたところ、授業に対して前向き

な様子が見えてきたとか、生活全般に少し落ちつ

いてきたということが子どもさんのほうにはあり

ます。 

  そのほかに、育てている親御さんが、割とこう、

前向きな感じはなかったのですが、お子さんがだ

んだん活力が出てくると、親御さんのほうも働か

ないでおうちにいた方が多いのですが、お仕事に  

行くようになってきております。 

○伊藤委員長 藤村委員、    

○磯飛委員 終わったのか。 

○藤村委員 今のところは終わりました。 

〔「関連で」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 要支援児童放課後応援事業なのですが、

これ、モデル事業ということで始まったというこ

となのですが、まずこの場所がどこにあるのです

か。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 場所は、

社会福祉協議会の近くにあります、健康増進セン

ターの近くにあります。個人のお宅なのですが、

もともとＮＰＯ法人の方の、前に使っていたお家

を。家庭的なというところがやはり必要なので、

うちのイメージが小さいときに持てるようにとい

うことで、そこのお家をたまたま貸していた方が

退去したということで、本当に普通のお家の中で

台所で一緒にご飯をつくったり、食べたりという

ふうに、家庭が、普通のおうちと本当に違うので

すね。訪問してみてもごみだらけの、お風呂も入

れないような家庭の中にいる子どもたちなので、

本当に家庭のイメージを小さいときに持ってもら

って、その子たちはきちんとした社会人になって

ほしいなということなので、本当の一軒家です、

普通の。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 現在４名というか、この年度は４名が

利用しているという説明があったと思うのですけ

れども、地区別では、この場所が西那須地区にあ

るということなものですから、黒磯地区からの利

用者、塩原地区からの利用者というのはいるので

すか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 昨年度

は４名で、最初のモデル事業ということで、恐ら

く部長のほうからも説明があったかと思うのです

が、どのような子どもたちが来るか、それから、

指導するほうの方の不安もかなりありましたので、

４名でのスタートで、西中学区というように限定

して始めてみました。 

  現在は、西那須地区全域ということで10名のお

子さんが利用しております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 これ、モデル事業なので、将来的には

地区別、黒磯地区なり塩原地区なりに拡大してい
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くのか、それともこの場所で各地区から利用者を、

来てもらうという考えなのか、その辺はどうなの

でしょうか。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 私のほうから。 

  ３年間のモデル事業ということで、今年度が２

年目、実際には西那須野地区しか受け入れができ

ないのが現状です。あとは受け入れてくれる方、

受け入れてくれる団体、その辺もありますので、

その辺は今後当然課題として備えなくてはならな

いところだと思っております。 

○磯飛委員 了解です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 次が、145ページの母子福祉対策費の

次のページに行って146ページが扶助費の中の高

等職業訓練のことなのですが、３月の予算質疑で

もって質問したのですけれども、この高等職業訓

練の内容なのですが、看護師さんとか、介護福祉

士、理学療法士、保健師、作業療法士などという、

保健医療分野に限られているようなのですけれど

も、これは、決まりがあるのでしょうか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 一応、

規定の中に、専門的なものということで規定され

ている内容の中にそれが並べられているものです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 例えば、たまたま私が消費生活相談員

をやっていたということもあるのですけれども、

そういうふうな分野というのは含まれないのでし

ょうか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 このひ

とり親家庭の方たちの生活の状態が、厳しい状態

だったので、中卒の方もいますし、あとは実際に

ここに出ていますように６人が高等職業訓練の給

付金を受けながら、最後まで修了する方が、途中

で何かいろいろな事情でできなくなるようなこと

もありますので、ある程度とった後に必ず就職で

きる分野となったときには、今ほとんど福祉関係

のヘルパーか看護師ということに、次の就職とい

うことを考えますと、勧めるほうとしてもそうい

うように勧めております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 保育士さんとかはどうなのですか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 保育士

の場合には、規定がありまして、大卒であったり

とかいうような、ここには一応書いてはあるので

すが、実際の試験を受ける段階になったときに、

大卒とか高校３年出てとか、あとそのほかにピア

ノとか専門的なことがあるという説明をしますと、

ちょっと私にはということになってしまうので、

どちらかというとヘルパーさんとか介護士さんと

いうことで、日常の生活の中で少しでも知識をと

ればできるような職業に選ぶ方が多いです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 難しいことだと思うのですけれども、

やはり負の連鎖を断ち切るために、やはり親御さ

んがたまたま教育の機会がなかなかなかった場合

で、また貧困の家庭にあってひとり親になってし

まって、そしてまた次、子どもさんがというふう

にしないためにも、何とかその状態を脱却しても

らいたいなという、チャレンジしてもらいたいな

という気持ちがあったので、職業の選択の幅が広

がればいいなと思ったのでちょっと聞かせていた

だきました。すみません。 

  じゃ、最後、もう一つです、すみません。 

  160ページなのですが、これも毎回聞かせてい

ただいているのですが、子ども医療費の助成なの

ですが、今年度は特に中学生が伸びたと思うので
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すけれども、中学生は現物給付ではないのですよ

ね。だけれども伸びたというのは、何か理由があ

るのでしょうか。 

○伊藤委員長 はい。 

○後藤給付係長 25年度から対象年齢の拡大をしま

して、それまで小学校６年生まで対象としていた

のですけれども、高校３年生まで拡大となりまし

た。 

  それで、その制度改正があった時点で、小学校

を修了しまして、中学生、高校生だったお子さん

は新たにまた資格を取得することになりましたの

で、対象児童の皆さんに資格登録申請のご案内の

手紙を出した経緯がございます。それで、新たに

資格登録申請をしていただいて初めて助成申請が

できるという制度なのですけれども、実際のとこ

ろ中学生、高校生というのは小さいお子さんに比

べまして、医療費、お医者さんにかかる回数です

とか、そういったものがかなり少ないのです。そ

れに加えまして、自己負担額、１レセプト当たり

の自己負担額が小学生は500円なのですが、中高

生は2,000円の自己負担ということでお願いして

いますので、一月１カ所当たり2,000円かかる子

どもさんというのは大変少なかったというのもあ

りまして、制度改正当初は思ったより、こちらが

予想していたより医療費が伸びなかったというこ

とがありました。 

  それで、26年度、どうして伸びたかということ

なのですけれども、既に小学校６年生で資格をお

持ちだったお子さんが、中学生に進学されますの

で、資格が継続しているお子さんがどんどんふえ

ていくのですね。改正時点は一旦資格がないお子

さんが新たに資格の登録申請をしなければ医療費

助成を受けられなかったので、年度当初にご案内

は差し上げていますけれども、思うように申請が

出てこなかったというのが現実です。 

  ただ、それ以降は、毎年毎年１学年ずつが資格

がそのまま切れずに伸びるので、この傾向はあと

数年続くかなというところで予想しています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 わかりました。ありがとうございまし

た。以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 同じところです。 

  県のほうの現物給付ということで、修学前まで

県のほう、カバーすることになったので、那須塩

原市としては当然減ると。那須塩原は一つ上の段

階、中学３年生まで現物支給にするというような、

そういう計画とか検討というのはされているので

しょうか。 

  新聞なんかでも子ども医療は那須町と  は最

高だよ、中身はと、そういうところまで最近の下

野は出しているので、それに比べるとほかは中身

が薄いよと。 

  もちろん、那須塩原で中高生が2,000円、これ

も下げるというような方向性はあるのか、ないの

か。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 子ども医療、やはり、その

25年度で年齢拡大したときに担当しておりました

ので、私のほうから現状も含めてお答えさせてい

ただければと思います。 

  そもそもこの2,000円の上限、一定の枠をつけ

た理由としましては、やはり子育てをするときに

一番親御さん心配なのは、小さな病気、けがとい

うことではなく、大きなけがをしたり、例えば入

院してしまったというときに医療費がかかるとい

うところが心配なところでございまして、そうし

ますと、ちょっとした病気で何百円の負担という
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のはある程度受益者のほうで負担していただいて、

大きな病気、大きなけがをしたときに、保護者の

方が安心して診ていただけるというところを目的

としてこの2,000円という基準を設定させていた

だいたところでございます。 

  今後ということですけれども、現在のところは

その2,000円というところの基準額をなくすとか

減らすとか、中学校３年生まで無料化を、現物給

付をするとか無料化を図るとか、その辺のところ

は現在のところは考えてはおりません。 

  以上です。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 同じこと繰り返します。 

  群馬県は中学３年生まで県が負担して。 

  福島県はたまたま放射能……。 

  群馬県の18歳未満の……。 

○伊藤委員長 髙久委員に申し上げます。 

  今、髙久委員が言っていることは、決算に関す

る要望。 

〔「要望はないから」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、ほかに質疑ございません

か。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません。ちょっと私見ていなかっ

たのですが、124ページのつどいの広場、ま～る

とほっぺについてちょっと事業内容と場所等公表

できれば教えてほしい。 

  それと、一遍に全部言ってしまいます。 

  142ページの認可保育園の建設に関する補助率

等があれば、補助率等教えていただきたい。 

  それと、先ほどから話題になっております144

ページの要支援の子どもの放課後の件とか、その

上の子どもの短期支援事業ですか、その辺につい

ての対象者、対象者というかお子さん、その辺の

状況というふうになっているか、その辺も教えて。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 それで

は１つ目の、ま～るとほっぺなのですが、ま～る

のほうは、西那須の五軒町のところのカネコビル

の一角をお借りしてやっています。 

  ほっぺのほうは、那須塩原駅前のちょうど警察

署の向かいの当たりのやはりテナントといいます

か、２階を借りてやっております。 

  利用しているお子さんは、やはり室内でやって

おりますので、１歳代、２歳ぐらいの親子のお子

さんが毎日のように集まって体操やったりとか、

中に遊具がありますので、そこで遊んだりとか、

ふだんのちょっとした子育ての悩みなんかをそこ

にいる指導員の方たちにお話ししている。 

  次の、子育て短期事業ですが、短期事業は１年

間に１人の方が７日間というような決まりがあり

まして、お母さんの急な入院とか、病気のとき、

一番使っていると思います。あとは仕事でどうし

てもご夫婦で出張に行かなければならないような

ときにも使っていますが、１年間で７日間という

ようなことになっておりまして、利用者はここに

書かれているとおりです。 

  料金に関しましては、生保世帯とか、税金の払

っている割合によりまして、生保世帯は保護者の

負担金はなしということで、市のほうがその分は

きちんと補助しております。 

  続いて、要支援児放課後応援事業のほうですが、

こちらのほうは、ネグレクトのお子さんがほとん

どです。貧困とネグレクト、そして虐待を実際に

受けたお子さんも入っていますので、１人で、小

学生なのですが、何人も見ることができないので

す。おうちの中でかなりこう、圧迫された状態で

いるものですから、週に２回ここの虹の家という

ふうに名前がついておりますが、ここに来たとき

にとても解放されまして、指導員の先生たちにお
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うちではできないような赤ちゃん返りみたいな行

動するものですから、とても大変な様子を私たち

も何回か行っているのですが、見ております。そ

れでも根気よく一人一人相手していくことで、だ

んだん実際には小学生ですので、赤ちゃん返りし

ているところを通り抜けてだんだん実際の小学校

４年生でしたら４年生らしい姿になっていきます

ので、そこを子どもの歩調に合わせてやっていく

という状態なので、この10名のお子さんを１週間

に３回振り分けて見ているというのは、本当に大

変だと思います。 

○伊藤委員長 係長。 

○菊地子ども福祉係長 認可保育園建設事業の補助

率なのですけれども、定員増を伴う整備に関しま

しては３分の２補助。定員増を伴わないものにつ

いては２分の１補助になっています。 

  あとは、小規模保育事業という29人以下の整備

については全て、３分の２の補助というふうにな

っています。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 160ページ、妊産婦医療なのですが、

先ほど説明あったと思うのですけれども、支援課

でよろしいのですね。 

  さっきから頭痛めて数字が合わないので頭を痛

めていたのですが、妊産婦医療助成事業の一番下

の表、助成対象者1,851名となっているのですけ

れども、26年度の出生者が1,011人なのですけれ

ども、その差分はどういうことなのですか。 

  それは97ページに出生者数が出ているのですけ

れども、97ページの上から２番目の表で、出生者。 

○伊藤委員長 補佐。 

○相馬子育て支援課長補佐 必ずしも生んだお母さ

んが対象とは限らないと思うのですよね。対象に

なっていたけれども転出されたりとかという方も

いらっしゃるので、同じ数にはならないと思いま

す。 

○磯飛委員 それにしても800人も違ってしまうの

だけれども、そんなに転出転入異動とかあるのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 恐らくなのですけれども、

出生の基準になる例えば１月から12月が基準だと

思うのですけれども、こちらの年度でいくことに

よっての重複する期間が出てきて、それが数字的

には出てくるのかなという気がしております。 

  すみません、明確でなくて。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 妊産婦医療の申請が始まる

のが母子手帳の交付を受けて、いわゆる登録して

からなので、来年産む方も例えば今月、来年産む

方も登録になりますし、４月に産んだ方も当該年

度の妊産婦医療の医療助成を受けるというのがあ

るので、年度またぎがあるので、実際に今の那須

塩原市、年間1,000人から1,100人の子どもが生ま

れていますけれども、その部分とは大きく数字の

乖離が発生するのかなというところです。 

○磯飛委員 何となく年度またぎということで、理

解はできたような気はしますが、この助成件数

7,016件、これはやはりお一人の方は10回ですか、

今、助成受けられるのは。 

○伊藤委員長 係長。 

○後藤給付係長 妊産婦医療費助成事業の対象とな

るものは、保険診療分の自己負担分ですので、妊

婦健診ですとかそういった保険外のものは助成対

象外となります。妊婦健診は健康増進課でやって

いる受診券のほうの対象となります。 

  妊産婦医療費の場合は、産婦人科だけではなく

て、例えば皮膚科とか眼科とか、そういったもの

も母子手帳交付を受けた月から出産した月の翌月

までが対象期間で、保険診療分全てが該当してま
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いりますので、妊娠に関するものだけではないの

で、助成件数は結構多いかなと感じております。 

○磯飛委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 子育て支援課の皆さんから何かござ

いますか。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 （保育園の整備・子育て応

援券の配布状況について） 

○伊藤委員長 それでは、子育て支援課の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため10分間の休憩をとりま

す。 

 

休憩 午後 ５時１２分 

 

再開 午後 ５時２０分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○伊藤委員長 保育課について審査を行いますが、

保育課については福祉教育常任委員会に対する付

託案件がありませんので、予算常任委員会（第二

分科会）に切りかえ審査を行います。 

  保育課の皆様に申し上げます。議案の説明に当

たりましては簡潔明瞭にお願い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第64号 平成27年度那須塩原市

一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○高久保育課長 議案第64号 平成27年度那須塩原

市一般会計補正予算（第２号）につきまして、補

正予算執行計画書をもとに保育課所管のみについ

て説明を申し上げます。 

  まず最初に、歳出を中心に説明させていただき

たいと思います。 

  補正予算の執行計画書ですけれども、７ページ

をお開きください。 

  それでは、７ページ真ん中辺になります。３款

民生費の３款２項２目保育園管理費でございます。
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保育園管理費の中の保育事務推進費、1001事業で

ございます。こちらは補助金でございますが、検

査結果報告書発行料助成ということで計上してご

ざいます。こちらは発達支援保育審査会での審査

の際のもとになる書類につきましての取得の助成

になっております。 

  続きまして、なべかけ保育園管理運営事業、

7001事業でございます。こちら、需用費の中の修

繕料でございます。浄化槽のブロワ―交換という

ことで、平成11年の設置のブロワ―２台のうち１

台から異音がするということで交換する必要があ

るということで点検業者から報告のあったもので、

交換工事を実施するものでございます。 

  続きまして、永田保育園管理運営事業、12001

事業でございます。こちらは需用費の中の光熱水

費、電気料でございます。永田保育園につきまし

ては平成27年２月に建てかえまして、定員も90名

から120名に増員いたしました。その際、床暖房

設備に変更したこと、そのほかにより電気料に不

足が見込まれるための補正になっております。 

  続きまして、同じく３款２項８目ですね、放課

後児童対策費のほうになります。こちらの放課後

児童対策事業、1001事業でございます。こちらに

つきましては児童クラブの運営委託、それから運

営補助でございますが、こちらは平成27年４月か

ら子ども・子育て支援新制度が始まったことによ

って国庫補助基準が改定となりまして、市の委託

料基準、それから補助金のほうの増額になってご

ざいます。新しい基準でもって算定した委託料、

それから補助金になっております。 

  説明し忘れましたが、委託料につきましては公

設民営の部分ですね。運営費の委託でございます。

補助金につきましては民設民営のほうになります。

間にあります備品購入費でございます。こちら、

エアコンの更新というふうになっておりますが、

南小児童クラブのエアコンの故障によります更新

でございます。 

  続きまして、放課後児童クラブ整備事業、2001

事業でございます。こちらは工事請負費でござい

ます。当初から要求しておりました共英小学校、

それから南小の児童クラブの整備費におきまして

共英小児童クラブの実施設計額が出ましたが、大

幅増になったことによります。また南小児童クラ

ブについても増額になることも予想されるための

増額補正でございます。 

  増額の要因といたしましては、共英小に関しま

しては給排水管の延長ですね。こちらが延びたと

いうことですね。それと南小学校が浄化槽を新設

する必要が現場確認の結果あったということで、

そちらのほうの増額になってございます。それと

あわせて両方とも労務費単価、それと資材単価の

増が要因となって3,190万の増額補正となってご

ざいます。 

  以上が歳出でございます。 

  続いて歳入に移ります。 

  １ページをごらんください。 

  14款国庫支出金の中の２項１目民生費国庫補助

金の補正でございます。こちらの補正につきまし

ては、平成27年度から補助金名の変更によります

組み替えになります。保育緊急確保事業補助金と

いうものが子ども・子育て支援交付金という形で

変更になりました。 

  あとは、15款の県支出金、下のほうにあります

けれども、こちらの県補助金のほうに２項２目で

民生費県補助金、こちらの児童福祉補助金の中の

放課後児童対策事業補助金、こちらのほうも一部

組み替えになってございまして、国庫補助のほう

に一部なっております。 

  それから、15款県支出金でございます。先ほど

もちょっと触れましたが、２項２目民生費県補助
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金の中の放課後児童対策事業補助金、こちらも補

助金名の変更によりまして組み替えになります。 

  それとあわせて次のページになります。２ペー

ジになります。 

  栃木県保育緊急確保事業補助金、こちらのほう

もやはり組み替えということで、新しい事業名が

栃木県子ども・子育て支援交付金、こちらのほう

にかわるということでの組み替えになります。 

  なお、国庫補助金、それから県補助金に関して

両方ともなんですけれども、放課後児童クラブに

係る補助金に関しましては、新しい制度でもって

補助単価あるいは補助基準が廃棄になってござい

ます。こちらの額の変更、こちらに基づいた補助

金の額の変更を行った上での組み替えを実施して

いるということでございます。 

  最後になります。２ページの下のほうになりま

す。 

  18款繰入金です。１項１目基金繰入金の中の子

ども未来基金繰入金でございます。こちらのうち

放課後児童クラブ整備事業に充当しますのは

3,070万円でございます。充当先は３ページのほ

うの頭に載ってございます。 

  以上です。簡単ではございますが、よろしくご

審議の上ご決定いただけますようにお願い申し上

げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどから永田保育園の件もありまし

たが、今回の報告の児童クラブの工事請負費が増

額になるということですが、ただいまの説明だと

労務費とか、あるいは資材費ということでござい

ますが、おおむねで結構ですが、どのくらい今こ

の時期というんですかね、割合的に何％ぐらい値

上がりしているというのはわかりますか。おおむ

ねで結構です。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 実は、先ほども少し申し上げたん

ですけれども、共英小学校に関しましては実施設

計、こちらが済んでいる段階でございますので、

今後の入札にちょっと影響があるかと思いますの

で、ざっとでよろしいですね。 

  共英小の児童クラブに関しましては、給排水延

長が延びたためということで、500万ほど増額に

なってございます。あと労務費単価の増が420万

ほど。資材単価でございますが740万ほどですね。

大体1,600ちょっとでございますか、増額になっ

てございます。 

  それと、南小の児童クラブでございますが、浄

化槽を新設するという必要がありまして、その新

設のための増額がやはり500万ほど。あとは労務

費単価の増額が330万ほどですね。資材単価の増

が680万。全部で大体1,500万ちょっとの増額にな

ってございます。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 金額はともかく、特に今後のことを考

えたときに、工事請負費ということでございます

が、今の金額で労務費が幾ら幾らというのは丁寧

な説明なんですが、おおむね例えば前年度と比べ

てどのくらい労務費が伸びているのかとか、そう

いったのがわかればと思ってお聞きしました。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 すみません。説明が足りませんで

した。大体労務費単価のベースで言いますと、工

種ごとに異なるということで単純に比較はできな

いそうなんですが、9.5％ほどおくれているとい

うようなお話でした。 

〔「資材」と言う人あり〕 

○高久保育課長 資材のほうも大体40％、全体とい

うよりも大きく上がっているものを比較するとと
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いうことになりますので。 

〔「結構です」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 結構ですか。ほかに質疑ございませ

んか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。討論を許します。 

〔「手挙げている」「さっき私、聞こうと

思って保育課だと言われたのじゃないで

すね、これじゃないですね」「いや、違

うべや」「こっちだっけ、決算のほうで

すよね、はい、すみません」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 予算常任委員会（第二分科会）の決

算審査特別委員会（第二分科会）に切りかえ審査

を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○高久保育課長 それでは、認定第１号 平成26年

度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について、

市政報告書をもとに保育所所管分について説明を

させていただきます。 

  市政報告書の123ページでございます。 

  歳出を中心に読み上げますが、事業内容につき

まして説明させていただきます。 

  ３款民生費、２項１目児童福祉総務費の中の子

育て支援サイト応援事業、40事業でございます。

こちらの事業は、子育て情報をワンストップでお

閲覧できるそういうサイトでございまして、登録

団体は簡易なホームページを持てるような内容に

なってございます。メルマガの発信、それから情

報掲示板というような役割を持っておるというこ

とでございます。 

  委託料ですけれども、委託料として運営業務と

いうことで11万3,400円、こちら使ってございま

すが、こちらの業務の主なものとしましてサイト

内の書き込みの管理、それから登録団体のＩＤ発

行、このようなことを業務にしているということ

でございます。 

  次の使用料及び賃借料の中の使用料ですけれど

も、こちらが子育て支援サイトの使用料になって

ございまして、75万6,000円になります。合計で

86万9,400円という決算額になってございます。 

  なお、この子育て支援サイトにつきましては、

平成27年から市の地域ポータルサイトのきらきら

ホットなすしおばらに集約をするということのた

めに閉鎖となっております。 

  続きまして、同じページでございます。ファミ

リーサポートセンター運営事業、50事業でござい

ます。こちらですけれども、平成24年度から28年

度、年間の契約でもって委託契約を実施しており

まして、実際の運営といいますかは受託者がＮＰ
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Ｏ法人、こちらのほうになっております。消耗品

のほかは、ほとんど委託料ですね、599万9,500円

でございます。合計で600万6,468円の決算になっ

てございます。 

  124ページになります。 

  ３番目の民間育児サービス対策事業、70事業で

ございます。こちらは民間認可外保育施設に対し

て、設置者または保護者に対しての補助金の交付

ということになってございます。 

  まず第３子以降の保育料免除、こちらが143万

4,347円。こちら市単でございます。民間育児サ

ービス施設入所児童保育料減免、こちら100万

8,000円ですね。こちらも市単でございます。 

  ３番目が民間育児サービス施設に対する補助金

です。こちら788万100円です。こちらだけ２分の

１県補助をかけております。 

  最後の施設保育所運営費、こちらが37万8,000

円。こちらも市単でございます。合計で1,070万

447円の決算額でございます。 

  続きまして、125ページです。 

  ２項２目保育園管理費の中の保育園事務推進費、

10事業でございます。こちらは保育園の入退園事

務、それから保育料の算定事務等の経費でござい

ます。 

  まず、報酬につきまして発達支援保育審査会委

員報酬、こちら２人ですけれども４万4,400円の

決算額でございます。 

  あとは、主なものといたしましては報償費に保

育士就職支援講座講師謝礼、それから公立民間保

育園合同研修会講師謝礼と発達支援児指導者研修

会講師謝礼ということで、こういった研修なんか

も行っております。トータルで630万1,013円の決

算額でございます。 

  続きまして、次のページ126ページです。 

  ６項２目の中の保育園臨時職員費、20事業でご

ざいます。こちら保育園の臨時職員の賃金でござ

います。こちら内訳が書いてございますが、人数

317人分ということで、賃金合計で３億9,973万

5,566円という決算額でございます。 

  続きまして、その次です。保育園運営費、30事

業でございます。こちらは公立保育園の運営費に

なってございます。運営とか管理に関する共通の

経費でございまして、園舎、園庭の土地賃借料そ

の他過年度保育料還付金なんかもここで支出して

おります。詳細はちょっと省略させていただきま

す。決算額877万4,601円でございます。 

  次、127ページでございます。 

  ここからは、各市の保育園の管理運営事業にな

ります。 

  まず、さくら保育園管理運営事業、40事業、決

算額も全てすみません、省略させていただきます。 

  次のページ、128ページ、ひがしなす保育園管

理運営事業、50事業です。 

  その次が、次のページ、129ページ、たかはや

し保育園管理運営事業、60事業。 

  130ページです。なべかけ保育園管理運営事業、

70事業でございます。 

  続けさせていただきます。131ページ、わかば

保育園管理運営事業、80事業。 

  次のページです。132ページ、とようら保育園

管理運営事業、90事業でございます。 

  133ページ、いなむら保育園管理運営事業、100

事業でございます。 

  134ページ、さきたま保育園管理運営事業、110

事業でございます。 

  続きまして次のページですね、事業１つ飛びま

して、永田保育園管理運営事業、120事業です。 

  その後は137ページになります。 

  三島保育園管理運営事業、130事業でございま

す。 
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  それから138ページ、南保育園管理運営事業、

140事業です。 

  これが最後になりますかね、139ページ、大貫

保育園管理運営事業、150事業です。 

  以上が市立の保育園の管理運営事業でございま

す。 

  続きまして140ページ、保育園保健費、160事業

です。こちらの事業は保育園の保健衛生に関する

経費でございます。内容といたしましては非常勤

職員報酬といたしまして保育園の嘱託医報酬、そ

れと次の報償費なんですけれども、新入園児の健

康診断ということで、入園説明会時に実施してい

るということで内科健診のみ行っているというこ

とです。27年度の入園児について行っております

ので、公立保育園が12園なので12人ということに

なっております。 

  あとは省略させていただきます。総額1,145万

4,223円の決算額になっております。 

  次のページ、141ページです。 

  世代間交流事業、170事業です。こちらはおじ

いちゃん保育士というものが各保育園に１人おり

まして、おじいちゃん保育士を配置することによ

り、園児が祖父母世代と触れ合えるということが

目的になった事業でございます。決算額536万

4,740円となります。 

  次に、保育所広域利用運営費、180事業でござ

います。こちらは保育の実施責任が児童の住所地

の市町村であることから、市に住所のある児童が

他の市町村の保育園に入園した場合、その市町村

に対しまして委託料を支払うというような制度に

なっております。 

  こちらを利用するというような方の主な理由は、

両親の職場に近いので送迎に便利であるとか、あ

とは那須塩原市に転入後、市内の保育園に入園で

きないなどの理由で転入前の保育園に引き続き預

けている場合、それから里帰り出産の場合、上の

子の保育を行っているということ、そういう理由

から利用されているものでございます。決算額が

4,568万2,030円です。 

  142ページです。 

  ここから２項３目認可保育園費になります。認

可保育園運営費、10事業です。こちらは市内の私

立保育園、認可保育園に対する運営費、運営委託

料の支払い、それから補助金の支払いというよう

なことになってございます。委託料の金額、それ

から補助金の額につきましては、こちらのほうを

参照していただければと思います。合計がこちら

が９億5,177万1,513円でございます。 

  それから、ちょっと飛びまして147ページです。 

  ２項８目放課後児童対策費でございます。放課

後児童対策事業、10事業ですけれども、こちらは

公設民営児童クラブ21クラブに対しまして、委託

料をお支払いして運営を委託するという事業と、

それから民設民営に対して補助金を交付すること

で市内のクラブの不足を補っていただいていると

いうことになっております。 

  すみません。公設民営は21ということをお伝え

したんですが、民設民営は次のページ、12ござい

ます。あとは公設民営の児童クラブの修繕の関係

が、こちらから支払われています。決算額が１億

4,375万4,131円でございます。 

  続きまして、148ページでございます。 

  放課後児童クラブ整備事業、20事業でございま

す。そちらは放課後児童クラブの建設費になって

ございます。25年度に西小学校の児童クラブの本

体工事を行いまして、26年度は西小学校児童クラ

ブの外構工事、こちらを行いましたので、委託料

としまして設計測量監理委託料、こちらが外構工

事に伴う設計業務の委託料29万6,800円、それと

同じく外構工事に伴う立木の伐採業務、こちらの
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委託料が21万6,432円、こちらが決算額となって

おります。 

  あと、工事請負費に関しましては埼玉小学校、

こちらのほうの本体工事がございまして、埼玉小

学校児童クラブの新築工事4,005万7,200円、同じ

く新築機械設備工事631万8,000円、同じく電気設

備工事1,033万5,600円、それから西小学校のクラ

ブの外構工事756万、駐車場の照明等工事が40万

2,800円、それからパーキングブロック設置工事

が６万6,744円ということで、全部で6,549万

3,576円の決算額でございます。 

  続きまして、ちょっと大分飛んでしまうんです

けれども168ページになります。よろしいですか。 

  ４款衛生費、１項５目環境保全費の中の放射能

対策事業（こども課）、704事業でございます。

こちらですけれども、保育園の給食食材の放射能

測定などの経費になってございます。全部で233

万6,778円という決算額になってございます。 

  また、結構飛んでしまうんですけれども、286

ページです。 

  上から２番目になりますか。幼稚園管理運営事

業、20事業でございます。 

  こちらは塩原幼稚園ですね、市の公立幼稚園、

塩原幼稚園の管理運営費の経費でございます。

620万8,037円でございます。 

  次に、287ページです。 

  教育費４項２目幼稚園就園奨励費でございます。

幼稚園就園奨励費、10事業でございます。こちら、

幼稚園の就園奨励費でございますけれども、その

補助に関する経費も含まれてございます。２億

1,580万1,309円でございます。 

  次のわんぱく保育事業、20事業でございます。

こちらは市立幼稚園に在園する園児の保護者、幼

稚園設置者に対しての経費の一部を補助するとい

うものでございます。全部補助金でございまして、

それから第２子等保育料減免事業、それから預か

り保育保護者負担軽減事業、それから健診事業、

幼稚園健康診断事業、特別支援サポート事業とい

うことで、全部で5,515万9,760円の決算額を見て

ございます。 

  幼稚園別の決算額はこちらのほうをごらんいた

だければと思います。 

  歳出につきましては以上になります。 

  続きまして、歳入でございます。 

  ９ページをごらんください。 

  ９ページ、12款分担金及び負担金の中の１項２

目民生費負担金、その中の児童福祉費負担金でご

ざいます。こちらまず保育料負担金、こちら保育

料ですね、それとすみません、ちょっと額につい

ては省略させてください。 

  そのずっと下になります。上の保育料負担金は

現年分です。保育料負担金の過年度分があります。

それと時間延長保育料負担金、一時保育料負担金、

広域入所受託分負担金、こちらが保育課の所管で

ございます。 

  続きまして10ページ、次のページになります。 

  上から３項目の幼稚園費負担金になります。こ

ちらは幼稚園、日本スポーツ振興センター災害共

済の保護者負担金でございます。1,200円でござ

います。 

  次が13ページになります。 

  13款使用料及び手数料の中の、下のほうになり

ます。１項６目教育使用料です。こちらは幼稚園

使用料となっています。塩原幼稚園の保育料でご

ざいます。18万円の決算額でございます。 

  その次は、19ページをお開きください。 

  14款国庫支出金でございます。その中の１項１

目民生費国庫負担金でございます。上から２段目

の児童福祉費負担金でございますが、この中の保

育所運営費負担金でございます。 
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  この次が隣、20ページ、次のページになります。 

  ２項２目民生費国庫補助金でございます。一番

下の段になります。児童福祉費補助金の中の保育

緊急確保事業費補助金です。こちら3,240万3,000

円というふうな決算額になっております。この補

助金につきましての充当先は21ページのほうにも

記載されておりますので、そちらを参考に見てい

ただければと思います。 

  続きまして、23ページ。 

  ２項５目でございます。教育費の国庫補助金で

ございます。一番上です、幼稚園費補助金で幼稚

園就園奨励費補助金、こちらは5,280万円という

決算額になっております。 

  その次が、次のページ、24ページでございます。 

  15款県支出金です。こちら１項１目民生費県負

担金でございまして、２段目の児童福祉費負担金、

こちら保育所運営費の県費の負担金でございます。 

  そうすると、26ページになります。 

  ２項２目民生費県補助金でございます。上から

３段目になるんでしょうかね、児童福祉費補助金

でございます。こちら一番上の民間育児サービス

在宅事業補助金、こちら県単でございます。２番

目、保育対策等促進事業費負担金、それから３番

目の第３子以降保育料免除事業補助金、これも県

単でございます。 

  ずっとこの財源、充当のずっと来ていまして、

ひとり親の次ですね、真ん中より大分下になりま

すけれども、１歳児担当保育士増員事業補助金、

こちらも県単です。 

  次の産休等代替職員事業補助金、これも県単で

ございます。 

  次に、食物アレルギー対応給食提供事業費補助

金、こちらも県単でございます。 

  その下です。放課後児童対策事業補助金、こち

らが子育て総合支援事業費補助金といいますもの

と、こちら運営費のほうの補助になります。 

  放課後児童クラブ整備費補助金、こちらは整備

費のほうですね、建設費の補助金になります。 

  一番下でございます。栃木県保育緊急確保事業

費補助金です。こちらも充当のほうが隣のページ

まで記載してございます。 

  飛びまして、39ページになります。 

  39ページです。 

  20款諸収入でございます。４項３目学校給食費

収入でございまして、こちらが２番目にあります

幼稚園の給食費です。こちら園児と職員分という

ことで40万7,130円の決算額となっております。 

  続きまして、次のページの40ページです。 

  ４項４目雑入、この雑入の中の民生費雑入とい

うの真ん中になります。それの子ども課保育係、

こちらが雇用保険の個人負担金の保育係分でして、

臨時保育士、臨時用務員、臨時調理員、こちらの

個人負担額、雇用保険の個人負担金でございます。 

  同じページの一番下になります。保育士等処遇

改善事業費補助金返還分ということで、過年度分

の返還金になります。こちらが２万7,000円の決

算になります。 

  続きまして、41ページ、同じく雑入です。 

  一番上の民間育児施設第３子保育料補助金返還

金、これも過年度分の返還金になります。3,150

円です。 

  １つ飛びまして、放課後児童クラブ新築工事上

下水道使用料4,551円ということです。 

  43ページです。 

  同じく雑入です、雑入の中の教育費雑入でござ

います。こちらは雇用保険の個人負担金になりま

す。上から８行目、子ども課塩原幼稚園、こちら

も臨時職員の雇用保険の個人負担金でございます。 

  続きまして、次のページ、44ページです。 

  真ん中辺ですね、４項５目過年度収入でござい
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ます。国庫支出金の過年度収入でございます。平

成25年度児童福祉法による保育所運営費負担金額

確定に伴う追加交付ということで140万8,675円、

こちらが決算額でございます。 

  その下でございます。県支出金の過年度収入で

ございます。２番目です、平成25年度児童福祉法

による保育所運営費負担金額確定に伴う追加交付

ということで70万4,338円の決算額となっており

ます。 

  その次が47ページでございます。 

  21款市債です。１項６目合併特例債というのが

あるかと思うんですけれども、その合併特例債の

中の３つ目ですね、３項目め、放課後児童クラブ

整備事業債ということで3,890万、こちらが決算

額になってございます。 

  以上で説明を終わります。簡単ではございます

がよろしくご審議の上、ご認定いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 さっきちょっとフライングしちゃった

んですが、123ページの子育て支援サイトの件な

んですが、今ちょっと説明を聞いていてさらに疑

問がふえちゃったんですけれども、もともとこれ

利用が減っていたということで、昨年度は委託を

しないで使用料だけで管理されていたという説明

だったんですね。委託料はなかったと思う、それ

で今回、これ委託料が入っているんですけれども、

利用が伸びたのかどうかお聞きしようと思ったん

ですが、きらきらホットと一緒にするというのを

お聞きしまして、もともと子育て支援サイトその

ものに対してどのくらいの利用があって、そのき

らきらホットに集約するのがふさわしいというふ

うに結論づけられた理由をちょっと教えていただ

きたい。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 この件につきましては、補佐から

説明をさせていただきます。 

○伊藤委員長 補佐。 

○室井保育課長補佐 こちらにつきましては、もと

もと子育て支援サイトを立ち上げた後も、余りち

ょっと登録団体の数が少ない、それからアクセス

件数も少ないというところがあったものですから、

この支援サイトをどうしようかというふうな検討

をしていたところ、企画サイドのほうで地域ポー

タルサイトを立ち上げると、そこで市の情報なん

かもいろいろ集約して情報発信するというような

話があったものですから、そういったところで子

ども課のほうで持っているこのサイトのほうの利

用の活性化というところも考えたところで、こち

らの地域ポータルサイトに全て情報のほうを集約

して情報提供しようというところで考えたところ

なんですけれども、委託料を計上したというとこ

ろも、ちょっと職員のほうでこのサイトを管理す

るのがちょっと難しいんじゃないかというところ

で予算化をさせていただいて委託をしていたんで

すけれども、実際この金額を見ていただいてわか

るように、ほとんど利用がなくて、単なる本当に

管理業務だけというところがあったものですから、

27年度からはポータルサイトのほうに統合させて

いただいたということになります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは、今後の話はここではできない

んですよね。なので、この金額についてはもうい

たし方ないと思うんですが、その他でまたお話し

します。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 126ページ、保育園臨時職員費で317人
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の人数が上がっています。その中で、これ保育士

のこういう臨時が317名というあれで、本採の人

が何人いて、そのうちの317名が臨時だという前

提についていうと、正職はどのくらいなんですか、

３割くらいしかいないんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 31.5％程度、臨時職員に対する正

職員の割合という形で求めますと31.5％となりま

す。全体に占める正職員の割合ではなく、臨時職

員に対しての正職員の割合というふうな形で見る

と……すみません、全体でいきますと全体の大体

24％ということになります。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 正職員が24％ということで理解してい

いんですか。 

○高久保育課長 はい。 

○髙久委員 今後これ、改善する……わかりました。

ずっとこういう感じで来ていますけれども、どん

どん下がっているということなんですね、その正

職員の率が。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 25年度ですと330人というふうな

形になっていますが、26年度317人で減ったとい

うことは、西保育園が民営化になりまして、その

分が人数減っているということでございます。で

すので、ふえ続けているというわけではないかと

は思うんですけれども。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そういう中で、保育の質の問題、落ち

ているということはないんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 臨時職員がふえているということ

に関しましては、どうしても基準を満たすという

意味でどうしようもないことなんですけれども、

正職員と同じように臨時職員に関しましても研修

を受けてもらっております。そういった意味では、

そういった質を落とさないような努力、そういっ

たものもやるようにはしております。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 臨時職員で保育士の資格を持っていな

いという者はいないという理解でよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 全くないわけではございません。

 保育士不足というのは全国的な問題でありまし

て、どうしても資格のある保育士がなかなか見つ

からない、見つかっても扶養の範囲内で働きたい

とかいろいろございまして、どうしても資格がな

い、いわゆる保育助手というような形で私ども呼

んでおりますけれども、保育助手に一部頼らなけ

ればならないという現実は残念ながらございます。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 この317人の中の資格のない人という

のは、率は。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 すみません、ここにはちょっと数

的なものは把握できていません、ここに載せてい

ないというよりも、この数字は資格があるなしで

区別しているわけではございませんので、今お答

えできないと。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 言葉の意味がわからないので、特別賃

金という言葉の意味を教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 賃金は毎月支給するものでござい

ます。特別賃金は長い期間働いていただいている、

１カ月、２カ月ではなく、半年以上働いている方

に対してボーナスのような形でございます。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 
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○髙久委員 続きです。 

  そうすると、臨時の方も１カ月の平均給与とい

うのは200万以下と考えていいですか。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 では私のほうから。 

  この臨時の保育士なんですけれども、働く時間

帯がそれぞれ違っております。短時間働く方もお

りますし、今、今年度特に保育の形態、時間が長

時間になっておりまして、正職員だけでは賄い切

れない、標準時間で11時間ということにしており

ます。 

  そのような中で、正職員でカバーできないとこ

ろ、どんなシフトを組んでもなかなか全てがカバ

ーできないところを臨時の保育士の方々にお願い

しているところがありますので、１日の本当に短

時間で働いていただく方、週に何時間か働いてい

ただく方とか、何日間か働いていただく方とか、

それぞれちょっと勤務の形態が違っておりますの

で、平均でということを、申しわけございません

が平均で幾らというのを単純に割ったものが平均

とも限らないので。 

  あと、先ほど課長のほうから申し上げましたよ

うにそれぞれ、本来でしたらもうちょっと長い時

間、フルタイムに近い時間で臨時で働いていただ

きたいというこちらからの希望がありましても、

受けていただく方がいろんなご事情で、フルタイ

ムでは、週に何時間だけだったらということで受

けていただいているものですから、もう本当に細

切れでこうつないでいく形が現状でございますの

で、総体的に臨時保育士の数がこれだけの数にな

ってしまう現状でございます。 

○伊藤委員長 髙久委員、よろしいですか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今聞いたのは、官製ワーキングプア、

そういう状況があるのないのかを聞きたくて質問

しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 141ページ、広域利用運営費、先ほど

金額等についてご説明を受けたんですが、聞き漏

らしかわからないんですけれども、広域委託して

いる人数がありましたらお知らせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 広域の利用人数でございますけれ

ども、全部で26年度は62名おりました。62名の児

童が常にいるというわけではなく、何カ月、その

月数がその人によって違うものですから、人数で

いうと62名ということになります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 じゃ、逆に受け入れ、広域で受け入れ

ている人数を。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 すみません、資料を手元に置いて

いませんで、把握はしているんですが今お答えで

きないでいるということで、申しわけございませ

ん。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 委託している分なんですけれども、市

内の、先ほど説明では保護者の仕事の関係という

説明ありましたが、市内の保育園に入園できない

がために広域を利用している人はいるんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 実際、勤務先が矢板の塩谷病院だっ

たり、勤務先が近いほうがお母さんの送迎が都合

がいいということが理由で広域を使うという方が

ほとんどなんですけれども、中には、市内の園に

入れないのであれば、市内の園に申し込みもする

んですけれども、他市町村の、そっちに実家があ

るとか、それでもやっぱり送迎の都合があるので

まるきり関係ないところには行かないですけれど
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も、実家があるとかそういった意味合いで他市町

村のほうに申し込んだら、他市町村のほうが先に

決まったのでそちらに行くという状況はあります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。 

  ただ、この質問をさせてもらったのは、委託と

受け入れ、どっちが多いか、この間の本会議の中

でも待機園児ですか、質問あったので、この差に

よってはまた待機がふえたり、本来市内で受け入

れなくてはならないといった場合の待機の状況も

変わるかなと思って質問したんですが、受け入れ

の人数がわからないので質問の途中です。後で結

構ですので、あしたでも結構ですのでお知らせい

ただければと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 141ページの２項２目保育園管理費の

中のスズメバチ駆除と出ているんですけれども、

どの辺の場所だったんだか、その保育園で。 

  あともう一点、世代間交流事業の中で、おじい

ちゃん保育、12名かな、これは年齢とか特殊な技

能を持っていないとなれないんだかどうなんだか。

わからないからちょっと聞かせてください。 

  あと、126ページの２項２目保育園管理費の中

の一番下です、保育園運営費、30事業の中の、ち

ょっとわからないんですけれども、グリストラッ

プの清掃収集運搬業務と、わずかな金額なんです

けれども、そのグリストラップというの、どんな

あれなんですか。わかりましたらお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 私のほうから、126ページのグリ

ストラップの汚泥清掃、それから汚泥処分に関し

てお答えをいたします。 

  グリストラップというのは下水道に接続する途

中、油が流出することを防ぐための防護装置とい

うふうになっていまして、業務用の厨房では必ず

設置を義務づけられているものでございます。そ

ちらの汚泥を清掃運搬ということと、それを処分

するというような業務になってございます。 

  あと、141ページのおじいちゃん保育士ですが、

おじいちゃん保育士に関しての年齢制限は特にな

いんですが、お近くというのも特にございません。

こちらは世代間交流という目的もありますけれど

も、もう一つ、保育園はどうしても女性が多いと

いうことで、男性がいるということで大分安心感

が変わるということもありまして、あとまた簡単

な園内の補修作業、そういったものもお願いでき

るのではないかということで始まった事業でござ

います。 

  それとあと、スズメバチの駆除につきましては、

すみません、係長のほうから。 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 スズメバチの駆除なんですけれども、

ひがしなす保育園と、幼稚園、２園ほどだったん

ですけれども、１園しかちょっと今思い出せない

んですが。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 ２カ所ということ、今、テレビでも報

道されている、刺されると大変な被害があるもの

ですから、どうだったのかなということだったん

ですけれども。 

  あとは、おじいちゃん保育士はわかりました。

年齢制限も要らないと。特殊なものも要らないと

いうのも、清掃のお手伝いぐらいのあれなのかな、

生け垣を、植え木を切ったりなんかの、軽い軽作

業という感じなのかな。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 どういった内容の作業をしていた

だくかというのは保育園に委ねられている部分は
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多いと思います。ただ、ちょっと力仕事が必要な

んだけれどもといったときにやはり男性の力が必

要だということで、そういったときにもお手伝い

いただいているような部分は聞いたことがござい

ます。 

○若松委員 了解しました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 これの理由は、第１番の反対する理由

は、やっぱり臨時、保育園の職員が多いというこ

とです。保育の質の問題と、研修を一緒に参加で

きると言われたんですが、私の記憶ではその研修

に参加できる研修と参加できない研修があると、

私は一応そういうふうに聞こえていますので、や

っぱり質の問題で、あわせて、保育士の勤務の対

応の問題でしっかり対応して、質のいい保育をし

てもらうためにこれは早急に解決していただきた

い。 

  私、何度かこれやりましたけれども、一時は

70％、30％以上が正職員だと聞いていたんですが、

これでいくとそういう数になるということで、こ

れは質を上げていただきたいということで反対い

たします。 

○伊藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  異議がございましたので、挙手により採決いた

します。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、認定第１号 平成26年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定について原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 （入所待機児の数について） 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 （子育て支援サイトについて） 

○伊藤委員長 要望ですね。 

○磯飛委員 （認可保育園の入園状況について） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  それでは、保育課の皆さんから何かございます

か。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、保育課の審査を終了いた

します。お疲れさまでした。 

  子ども未来部の今定例会における審査は終了と

なりますが、子ども未来部全体として何かござい

ますか。 

  部長。 

○藤田子ども未来部長 特にございません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○伊藤委員長 なければ、以上で終了いたします。
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お疲れさまでした。 

  執行部の方に退席いただき、委員の方は引き続

き福祉教育常任委員会協議会を行いますのでここ

で暫時休憩をいたします。 

 

散会 午後 ６時３１分 
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 福祉教育常任委員会及び予算審査・決算審査特別委員会（第二分科会） 

 

平成２７年９月１６日（水曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（９名） 
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欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 
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補 佐 
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給 食 係 長 小  髙  久  美   

教育総務課 
学 校 整 備 
推進室主査 
（係長級） 

加  藤  正  之   

黒磯学校給食 
共同調理場長 
兼業務係長 

福  田  正  樹   
共英学校給食 
共同調理場長 
兼業務係長 

大  澤  博  美   

西 那 須 野 
学 校 給 食 
共同調理場長 
兼業務係長 

人  見  博  志   
学校教育課参
事兼学校教育
課 長 

伴     真 貴 子   

学校教育課 
副 参 事 ・ 
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深  澤  桂  一   
学校教育課長 
補 佐 
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英 語 教 育 
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荒  井     毅   
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所長兼児童 
生 徒 係 長 
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生涯学習課長 久  保  周  二   
生涯学習課長 
補 佐 

鏑  木  寛  子   

文化振興係長 小  池  久  史   青少年係長 添  谷  弘  美   
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那須野が原 
博物館館長兼 
学芸普及係長 

金  井  忠  夫   黒磯公民館長 橋  本     悟   

スポーツ振興
課 長 

宇 都 野     淳   
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課 長 補 佐 
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係 長 

金  子     嘉     

 

出席議会事務局職員 

議会事務局 
主 査 

長  岡  栄  治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 

    福祉教育常任委員会 

    ・議案第７５号 那須塩原市奨学資金の給付に関する条例の制定について 

    ・議案第７６号 那須塩原市奨学生選考委員会条例の制定について 

    ・議案第８１号 那須塩原市奨学資金貸与基金条例の一部改正について 

    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔学校教育課〕 

    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔生涯学習課〕 

    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔スポーツ振興課〕 
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    予算常任委員会第二分科会 

    ・議案第６４号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会第二分科会 

    ・認定第 １号 平成２６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    陳情審査 

    ・陳情  ３号 特別支援学校の「設置基準」策定を国に求める陳情 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前 ９時５５分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○長岡議会事務局主査 それでは、皆さんおそろい

ですので、定刻よりわずかに早いんですけれども、

福祉教育常任委員会を開会いたしたいと思います。 

  まず初めに、委員長からご挨拶がございます。 

○伊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日は教育のほうで始めたいと思うんですが、

座らせて話させていただきます。 

  きのうはちょっと少し時間がかかりまして、夜

の７時過ぎまで審議をしてまいりました。本日は、

委員の皆さんに協力をいただき、時間内に終わら

せたいと考えております。皆さんの協力をよろし

くお願いします。 

  それでは、ただいまから始めたいと思いますが、

まず初めに、開会に先立ちまして、保育課から発

言があります。 

  保育課長。 

  座ってで結構です。 

○高久保育課長 皆さん、おはようございます。 

  昨日は遅くまでご審議いただきまして、大変あ

りがとうございます。 

  開会前の貴重なお時間をいただきまして、きの

うの決算審査の中で出されましたご質問に対して、

回答させていただきたいと思います。 

  事前にお配りをいたしました資料をごらんくだ

さい。１枚のペラ紙でございます。 

  まず１つが、待機児童につきましてでございま

す。 

  待機児童につきましては、国の基準でもってこ

ういった児童をカウントしてほしいということが

定められておりまして、その報告が４月と10月、

年２回ございます。最新のものが27年４月１日現

在でございます。こちらが19人ということでござ

います。 

  それと、あと入園待ち児童数でございます。待

機児童ではなく、待機児童の中で、どうしてもこ

の保育園でなくては嫌だとか、そういった事情も

ありまして、待っている児童の数でございますが、

こちらは27年３月31日現在68人おります。こちら

は３月16日に４次選考まで行いまして、その結果

入園できなかった児童数でございます。ごらんの

とおり、西那須野地区51人、黒磯地区17人という

ことになってございます。 

  それから、その下、27年８月31日現在です。こ

ちらが最新の入園待ち児童数になります。こちら

は、毎月途中入園の審査につきましては、前月末

までに受け付けたものを翌月初旬に審査いたしま

す。それで入園の決定等をするわけでございます

が、審査当月のお申し込みについては、カウント

しないということになってございます。８月31日

現在131人おりまして、西那須野地区80人、黒磯

地区51人でございます。 

  続きまして、保育所の広域利用の実績でござい

ます。こちら、昨日申し上げました広域の委託の

ほうです。那須塩原市に住んでいる児童が市外の

保育園に入園を委託するというものですが、こち

ら62名、今も申し上げましたとおり、延べ児童数

でございまして、その児童によって入園の月数が

異なってきますので、全員が１年間入園している

というわけではございません。 

  それと、広域の受託でございます。これは反対

に、市外に住んでいる児童が那須塩原市内の保育

園等に入園をしているということでございますが、

こちらも43名おります。こちらも同じように、延

べの児童数でございますので、その児童が１年間

継続してということではありませんので、申し添

えます。 

  あと、この以降に書いてある説明でございます
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が、こちらはきのうも説明させていただいたこと

なんですけれども、そちらを文章化しております

のでごらんください。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ここで執行部入れかえのため暫時休

憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時００分 

 

再開 午前１０時００分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○伊藤委員長 ただいまから教育部の審査を始めま

す。 

  初めに、伴内教育部長から挨拶をいただきます。 

○伴内教育部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課 

○伊藤委員長 それでは、教育総務課所管の福祉教

育常任委員会審査を行います。 

  教育総務課の皆様に申し上げます。議案の説明

に当たりましては、簡潔明瞭にお願い申し上げま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号、議案第７６号及

び議案第８１号の説明、質疑、

討論、採決 

○伊藤委員長 まず、お諮りいたします。 

  議案第75号 那須塩原市奨学資金の給付に関す

る条例の制定について、議案第76号 那須塩原市

奨学生選考委員会条例の制定について及び議案第

81号 那須塩原市奨学資金貸与基金条例の一部改

正についての３件について関連がございますので、

那須塩原市議会会議規則第96条に基づき、一括議

題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第75号、議案第76号、議案第81号

の３件を一括議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○小林教育総務課長 それでは、教育総務課から３

議案についてご説明をしていきたいと思います。 

  まず、議案書をごらんいただきたいと思います。 

  議案書16ページ、議案第75号 那須塩原市奨学

資金の給付に関する条例の制定について。 

  本案につきましては、有能な人材の育成に寄与

するため、学業の成績が優秀で修学の意欲のある

者であって、国内の大学に入学し、または海外に

留学する者に対し、奨学金を給付することについ

て条例を制定するものであります。 

  今回、新たに国内の大学等に入学する者で、特

に優秀で、かつ経済的理由により修学が困難なも

の及び海外の大学等に留学する者で、英検準１級

以上を取得している者に対して、入学に要する一

部の費用を支援するための一時金として、20万円

の奨学資金を給付するものであります。 

  このことによりまして、将来を担う若者に有効

に活用していただくことで、有能な人材の育成に

寄与してまいりたいと考えております。 
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  次に、19ページ、議案第76号 那須塩原市奨学

生選考委員会条例の制定について。 

  本案につきましては、奨学資金の給付または貸

与を受ける者を公平かつ公正に選考するため、地

方自治法の規定に基づく附属機関として那須塩原

市奨学生選考委員会を条例により設置するもので

あります。 

  本選考委員会は、奨学資金の給付または貸与を

受ける者の選考に関し、教育委員会からの諮問を

受け、必要な事項を調査、審議し、その選考結果

を教育委員会に答申するものであります。 

  なお、本選考委員会の設置に伴い、これまで奨

学資金の貸与を受ける者の選考を行っていた那須

塩原市奨学資金貸与基金運営委員会は廃止するこ

ととし、当該基金運営委員会の委員の報酬額を定

めた那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例における委員の名称

についても、あわせて一部改正を行うものであり

ます。 

  続きまして、31ページをごらんください。 

  議案第81号 那須塩原市奨学資金貸与基金条例

の一部改正について。 

  本案につきましては、奨学資金の貸与に関し、

これまで国内の高校や大学に修学する場合のみを

対象としていたものを、新たに海外に留学する者

もその対象とするとともに、返還期間を延長する

など必要な見直しを行うことで、より利活用しや

すいものとなるよう条例の一部を改正するもので

あります。 

  この後、見直しの概要について、奨学資金の制

度の概要を説明していきたいと思います。 

  それでは、今回見直しを行いました奨学資金制

度の概要について全体のほうをお示ししていきた

いと思います。 

  まず、２の見直しの内容のところなんですが、

まず給付制度の新設ということで、対象者としま

して、国内進学者にあっては、高校卒業後５年以

内に大学または短期大学に入学する者で、学習意

欲が高く学業成績が特に優秀であって、かつ経済

的理由により修学が困難なもの、これについては

所得制限を設けまして、日本学生支援機構の所得

制限第１種に準ずるとしております。 

  この第１種につきましては、裏面の別表１のと

ころにあるんですが、標準的な目安としまして、

４人世帯で第１子ですと給与所得で約780万円ぐ

らいの方が所得制限のボーダーラインとなります。 

  次に、②の海外留学にあっては、25歳以下で学

位の取得を目的として、海外の大学もしくは短期

大学またはそれに準ずる学校に留学する者で、英

検準１級以上を取得しているものとします。これ

については、所得制限を設けません。 

  その理由としましては、経済的理由を削除する

ことで、海外留学者には多大な支出が見込まれる、

それと、またグローバルな人材を市から輩出する

といったことを目的とするためであります。両者

とも本人が市税を滞納していないということが条

件となります。 

  金額につきましては、１人20万円、人数としま

しては若干名ということで考えております。 

  次に、貸与の要件の見直しですが、対象の拡大

ということで、まず、国内にあっては、高校、高

専、短大、大学または専修学校に在学する者で、

経済的理由により修学が困難なものということで、

所得制限、従前第１種ということでしていたとこ

ろですが、今回第２種ということで、先ほどの裏

面のところの別表２なんですが、おおよそ４人家

族の給与所得者で言うと1,100万円程度までが該

当となる表です。 

  次に、海外留学者、これは新規ですが、学位取

得を目的として、海外の大学もしくは短期大学、
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またはそれらに準ずる学校に在学する者というこ

とで、これについては所得制限を設けておりませ

ん。 

  両者とも学生本人、申請者本人が市税を滞納し

ていないこと及び連帯保証人、保護者と保護者以

外の者、合計２人なんですが、を付すことができ

ることが要件となっております。 

  貸与金額につきましては、高校、高専生につい

ては、月額現行１万円だったものを１万8,000円、

短大、大学、専修学生、海外留学生につきまして

は、３万円のものを３万円ないし５万円というこ

とで選択制としました。 

  人数としましては、国内にあっては20名程度、

海外の留学生にあっては、若干名としております。 

  次に、返済期間ですが、貸与年数の４倍の期間

内ということで、現行２倍内なんですが、それを

倍にふやしたということです。 

  具体的に言いますと、５万円の方は月額１万

2,500円の返済、３万円の方は月額6,500円の返済

ということで、ちなみに学生支援機構は、５万円

の方ですと15年返済で１万4,000円ということで、

ほとんど遜色がない形になっているかと思います。 

  次に、所得制限の緩和ということで、これは海

外留学を除くものなんですが、日本学生支援機構

の所得制限ということで、第２種を採用するとい

うことにしております。 

  次に、他制度との併用の可ということで、他の

奨学資金制度との併用も可とすると。現行は不可

となっております。 

  新たに導入する給付を受けた者についても、貸

与のほうもあわせての申請も可とします。 

  次に、連帯保証人の条件の緩和ということで、

今まで連帯保証人は、親以外の連帯保証人をもう

一人つけるということになっているんですが、そ

れにつきまして市内在住を要件としていたところ

ですが、これを撤廃したいと思います。 

  あわせて、保護者並びに保護者以外の連帯保証

人について、市税の滞納条件を付していたところ

ですが、これにつきましても撤廃したいと。 

  どうしてかということなんですが、負の連鎖を

断ち切るという観点から、進学希望者、本人が借

り受けるに当たって、本人の原因としない部分、

親とかもしくは保証人の状況で本人の希望を断ち

切るということは適切ではないということで、保

護者並びに保護者以外の連帯保証人の市税完納要

件を撤廃したいと考えております。 

  あわせて、先ほどもちょっとお話ししたんです

が、奨学生選考委員会の設置ということで、給付、

または貸与を受ける者を公平・公正な観点から、

選考する機関として新設するところです。これに

つきましては、教育委員会から諮問を受け、奨学

生の選考を行い、その結果を答申するものであり

ます。 

  これに伴い、現行の奨学資金貸与基金運営委員

会は廃止するものであります。 

  財政措置なんですが、この後補正予算でもお願

いするところですが、給付につきましては一般会

計から、貸与につきましては現行どおり基金のほ

うから行っていきたいと考えております。 

  見直しに伴う関係例規の整備ということで、ご

らんのようなものを条例以外のところで整備する

こととなっております。 

  以上、よろしくご審議の上ご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 先ほどご説明をいただいた別表のとこ

ろの金額のご説明がちょっとよくわからなかった

んですけれども、お願いします。 
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○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 別表１と別表２のこの収入基

準額というものにつきましては、計算式がありま

して、こういう枠とかいろいろあるんですね。こ

の表からだけですと、すぐには出てこないんです

が、一応の目安としまして、４人世帯の給与所得

者の場合ですと、第１子の場合は約780万円、第

２子ですと４人世帯で1,100万円までがおおよそ

対象となるということです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 借りたいと思う方が自分が対象になる

んだろうかと考えたときに、例えばこの表だけ出

ていて、この数字だけ見てこれでクリアできるの

かなと思ってしまうかなと思ったんですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 それにつきましては、募集す

る段階で少し工夫をしていきたいと思いますし、

あと、結構電話相談の問い合わせとか、そういう

ものがありますので、その中で詳しく説明はして

いきたいと思っております。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  植木委員。 

○植木委員 75条と76条は特にないですが、81条の

改正条例中で何個かお願いしたいんですが、49ペ

ージですか、議案資料のほうの中で、11条、返還

金の猶予ということで規定があるんですが、教育

委員会が奨学生であった者が次の各号のいずれか

に該当し、かつ経済的理由を勘案して特に必要が

あると認めたときは、相当の期間返還を猶予する

ことができると。それで(1)、(2)というふうに書

いてあるんですが、その相当の期間猶予すること

ができるというのは、(1)、(2)の期間に限定され

ているということでよろしいんでしょうか。それ

とも、こういうことのほかに、何か別な期間を想

定しているということなんでしょうか。２つ、こ

れについてお伺いしたいんですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 そのあたりはケース・バイ・

ケースということで、いろいろな状況があります

ので、個別のところで検討していくということに

なるかと思います。 

○植木委員 すると、基本的には(1)、(2)で大学ま

たは専修学校（専門過程）に在学している間、あ

るいは疾病その他正当な理由により奨学金の返還

が困難である場合には、その疾病あるいは相当な

理由の期間内というふうな考え方でいいんでしょ

うか。それとも、それ以外に何かそういったこと

等あわせて判断するような要件があるんでしょう

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 基本的には、今お話しいただ

いたような形で、例えば大学に入るときに、奨学

金を借りる方と、その後例えば大学院に行ったと

いったときには、その貸与金で大学返還金は猶予

するというような形にもなりますし、もしくは４

年間卒業して、その後何かの疾病ということがあ

った場合も猶予ということになるかと思うんです

が、例えば疾病とかけがとか病気が治ったからす

ぐにということも、返済できるかということもあ

るかと思うんです。また一方、別の事情である状

況を勘案しながら、返済猶予期間を定めるという

形になるかと思います。 

○植木委員 すると、具体的に何カ月とか何日間と

かとそういうふうな想定はしていないと。その事

案、事案ごとにその都度審査して、相当な期間を

設けてすると。そういう解釈でよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 はい。そのとおりです。 

○植木委員 わかりました。 
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  じゃ、次へいきます。 

  次に、12条、遅延損害金ということで、以前の

条例にはこの遅延損害金というふうな形の条項は

なかったんですが、今回は入ってきているんです

が、これは前条例の右側の上のほうにある13条、

延滞金、この条例がこの遅延損害金というふうな

形に変化してきた条例になったんでしょうか。 

  それと、遅延損害金を請求することができると

いうんですが、この遅延損害金の内容、程度は、

前の13条の年10.95％と同じような考え方なのか

どうかをお伺いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 まず、現行の制度の中で

10.95％となっているんですが、その根拠という

ものがいまいち正確でないと言いますか、国庫補

助金の返納に伴うところの延滞金の利息を根拠と

しているというところなんです。 

  ですが、この奨学金というものの基本は、民法

の定めるところの損害金で付加するというものが

妥当なのかなというところで、今回の中ではその

利率は述べなかったんですが、基本的に民法で定

めている延滞金、遅延損害金の５％ということを

想定しております。 

○植木委員 民法で定めている５％を想定している

ということで、前の13条の延滞金とはまた別の解

釈をしているというふうな考え方ですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 法理的には、10.95％も５％

も同じ遅延損害金、延滞金という形なんですが、

その根拠とするものを現行のものですと不明確な

部分であったものを、本来の民法で定めている

５％と改めるものであります。 

○植木委員 じゃ、この点はわかりました。 

  それと、その下、ついでになってしまって申し

わけないんですが、13条、２、教育委員会は奨学

生または奨学生であった者が死亡、障害もしくは

災害等により返還が不能になったとき、または特

別事情があるときは返還金を減額し、または免除

することができるというふうな規定になってきて

おりますが、前の死亡とか障害とか災害とか、返

還が不能になったときは減免しますよというのは、

これはもうわかるんですが、特別な事情というの

はどんな場合を想定しているかお伺いしておきた

いんですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 現時点では、そのあたりにつ

いては想定していないところですが、一般的なも

のの想定外の事情、考慮すべき事情が発生した場

合に救済するために設けた条項であります。 

○植木委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  平山委員。 

○平山副委員長 連帯保証人の条件緩和の件なんで

すけれども、今までの市内在住条件を撤廃、とい

うことは市外の方でも構いませんよということと、

それから保護者及び保護者以外の連帯保証人の市

税完納条件もこれも撤廃、負の連鎖を断ち切ると

いうことだと思いますけれども、この連帯保証人、

親以外１人、この１人というふうに定めたのは何

か理由があるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 従前、現行でもそのような形

でやっていまして、このあたり、今回の見直しを

する中で、果たして保証人を付することが適切か

どうかというところも議論となったところなんで

すが、一般的にそういう形で市の公金を支出する

ということに鑑みて、保証人というものを付する

ことが適切ではないか。ただし、その中で現行、

親とかもしくは親以外の保証人が税の滞納とかを
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しているときには、もうそれだけで本人が借りた

くとも借りられないというような状況があったと

いうことで、そのあたりは本人の責任に起因しな

い事由の中ではとりあえず負の連鎖を断ち切ると

いうことで、撤廃すべきかなというところに至っ

たわけです。 

○伊藤委員長 平山委員。 

○平山副委員長 それで、どうしてもその保証人が

いないという方は万が一どうなるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 そのあたりも内部で議論にな

ったところなんですが、特に今後少子高齢化とい

うことで、例えば親、大体親以外の保証人といえ

ば、親の兄弟の方になっていただくのが一般的か

と思うんです。それで親自体がもう一人っ子とい

う方も結構多くなってくると思いますし、遠隔地

という方も多くなってくるという中で、なかなか

保証人を見つけづらいということもあるかと思う

んです。そのあたりのところで実際いないといっ

た場合に、じゃそれは必ずその中で何らかの形で

基本的には見つけていただくという形にしたいと

思うんですが、もしどうしてもいないということ

になれば、また別途検討はしていきたい。 

  まして、今回の制度自体は、見直しをここもこ

れでパーフェクトなものだとは考えておりません

ので、また近々の中で見直しを図っていきたいと

思いますが、当座はこのような形でやらせていた

だくということで考えています。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○平山副委員長 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第75号 那須塩原市奨学資金の給付に関す

る条例の制定について、議案第76号 那須塩原市

奨学生選考委員会条例の制定について及び議案第

81号 那須塩原市奨学資金貸与基金条例の一部改

正についての３件については、原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第75号、議案第76号及び議案第

81号は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を予算常任委員会（第二分科会）に切りかえま

す。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○小林教育総務課長 それでは、補正予算執行計画

書の２ページをごらんいただきたいと思います。 

  一般会計歳入のところですが、17款寄附金、１

項４目教育費寄附金５万円ですが、これは篤志家

から寄附があったということで、この後    

のほうでも説明することですが、奨学基金の貸与

基金に充当することといたします。 

  10ページのほうをごらんいただきたいと思いま

す。 

  歳出予算です。１款教育費、１項２目事務局費、
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奨学資金貸与基金事業ということで繰出金、今説

明いたしました篤志家からの寄附５万円を基金の

ほうに繰り出す予算措置であります。 

  次に、奨学資金給付金事業ということで、先ほ

どご決定いただきました奨学資金の給付事業につ

きまして、今年度給付を１人20万円、５人分とい

うことで、100万円予算計上するものです。 

  次に、１項３目学校給食費、西那須野学校給食

共同調理場管理事業につきまして、非常用発電機

始動用蓄電池交換ということで、59万4,000円。

これは、定期点検の中で蓄電池の劣化が指摘され

たもので、交換をするものでございます。 

  以上でよろしくお願いしたいと思います。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今、一番最後に学校給食費の説明で給

食室の修繕料があったんですけれども、この蓄電

池関係、これはできて３年か４年ちょっと……。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 蓄電池につきましては、おお

よそ５年程度は減価償却といいますか、寿命がそ

のぐらいだということで、今回の点検の中で劣化

が指摘されたということで、早急に修繕をしてい

きたい、交換をしていきたいというところです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）審査に切りかえます。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○小林教育総務課長 それでは、26年度市政報告書

の20ページをごらんいただきたいと思います。 

  一般会計歳入の14款国庫支出金、１項７目教育

費国庫負担金ですが、教育総務費負担金というこ

とで、25年度繰越分としまして合計で６億5,363

万円ということで、内容としまして、公立学校施

設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金とい

うことで、これは市内各小中学校の耐震改修に伴

う予算、国庫負担金であります。 

  内容としましては、耐震改修を例年、前年度か

らということで前倒しをすることで、補助の積み

増しということで、これは文科省の方針としまし

て、耐震改修を27年度までに完了させるというこ

とで、例年前倒しをすることで補助の積み増しが

あるということが１つと、あと耐震改修そのもの

を夏休み中心に行うということで、単年度の中で

はこの改修を夏休みに行うことが工期的に困難だ
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ということで、前倒しをすることで、夏休みを中

心に工事を行うということの２つの理由からであ

ります。 

  次に、34ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

  34ページの16款財産収入の２項２目物品売払収

入ですが、この中の高林中学校スクールバス冬タ

イヤ６万円と高林中学校スクールバス73万2,000

円ですが、これにつきましては、現行市直営で行

っていた高林の穴沢ルートですが、これのスクー

ルバスが塩害と言いますか、冬場に使用する融雪

剤の関係で、相当シャシーの部分が傷んだという

ことで、修理が不可能となったということで、直

営でやるのは26年度末で使用を終了して、27年度

からは委託とするということで行った結果、この

冬タイヤとスクールバスを売却したものでありま

す。 

  次に、38ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

  38ページの10款諸収入の４項３目学校給食費収

入ですが、高架発電408万9,132円ということで、

前年度対比2,567万4,532円の増となっております

が、主な理由としましては、塩原地区の小中学校

が公会計化、今まで学校の中で歳入歳出と言いま

すか、していた賄い材料費についてやっていたも

のを市の一般会計の中に繰り入れたということで、

２億円増であります。 

  次に、45ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

  45ページ、違約金のところです。 

  これにつきましては、まず１点目が豊浦小の学

校管理教室棟耐震補強工事基本設計業務の委託な

んですが、応札、落札しました業者の代表者が死

亡したことにより設計業務が不能となったことで、

違約金ということで45万1,040円を徴したところ

です。 

  次に、教材備品納入遅延業務損害金ということ

で、理科教材、主に顕微鏡等なんですが、これの

納入が遅延したということで、それに伴う違約金

2,678円を徴したところです。 

  次に、256ページ、１款教育費、１項１目教育

委員会費です。 

  教育委員会の教育委員は、教育委員長、教育長

以外に４人で構成しているところですが、そのう

ちの教育委員が26年３月で退任したことに伴い、

26年度６月から新たな教育委員が就任したところ

です。それの日割り計算ということで、端数が出

ているところです。 

  次に、同じく256ページのところの下段の管理

費ですが、決算額が1,079万6,811円、前年度比２

万2,913円の増となっておりますが、これにつき

ましては、従前、緊急雇用労働費のほうで支払っ

ていた臨時職員賃金を教育のほうで支払うという

ことになったことによる増であります。 

  次に、257ページの下段のほうなんですが、基

金残高の推移のところです。 

  これにつきましては、過日の全員協議会の中で

お話ししたところですが、奨学金貸与基金の合計

額、特に貸与額が合併時、塩原の分が漏れていた

と。合併時の計上漏れだったということで、

5,300万円ほど今回、計算の中で追加するもので

あります。 

  次に、261ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  西那須野学校給食共同調理場管理運営事業が決

算額が３億7,519万8,775円、前年度対比1,151万

9,401円の増となっておりますが、これにつきま

しては、調理配送業務の委託契約が26年３月で終

了したことに伴い26年４月からの５年間分の入札

を行った結果であります。 
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  内容としましては、消費税が従前５％で計算さ

れていたものを８％ということで、その分が増と

なった原因であります。 

  262ページ、学校給食単独校管理運営事業です

が、これは塩原・箒根地区の学校給食は、共同調

理場ではなくて各単独校でやっているということ

で、この部分について25年度までは市会計という

形でやっていたところですが、学校単位で会計を

していたところですが、26年度から公会計一般会

計から出したということで、合計2,136万3,772円

の増となっております。 

  次に、265ページ、教職員ネットワークシステ

ム管理運営事業、決算額としましては8,067万

1,696円、比較としまして前年度対比で1,005万

1,325円の増となってございます。 

  その理由としましては、教職員ネットワークシ

ステムの構築に係る支援業務、設計業務の経費並

びにＩＣＴ支援員の業務の増に伴う支出のほうを

計上したものであります。 

  次に、下段のスクールバス運行事業のところで、

決算額が2,921万5,732円、前年度対比1,199万

5,227円の増となっておりますが、これは高林小

学校の統廃合スクールバスの路線の増が原因であ

ります。 

  次に、269ページ、小学校管理運営事業ですが

決算額１億5,348万34円、前年度対比1,002万

9,715円の減となっておりますが、これは小学校

の統廃合に伴い、学校数が減少したことによる減

であります。 

  それと、あと25年度では、台風の倒木被害が発

生しまして、それに対する作業としてもやっぱり

600万円ほどは支出していたということで、それ

がなくなったということの減であります。 

  次に、271ページ、小学校施設整備事業決算額

7,638万1,392円、前年度対比2,273万6,701円の増

となっておりますが、これにつきましては暑さ対

策ということで、各校扇風機を１クラスに２個設

置したことによる増であります。 

  次に、274ページ、小学校の耐震改修事業２億

2,171万1,372円ということですが、これは年次計

画に沿った耐震改修用事業に支出したものであり

ます。 

  内容につきましては、ごらんのとおりになりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  次に、275ページの小学校耐震改修事業25年度

の繰越分ですが、これは歳入のところでも話した

ところですが、耐震改修を前倒しすることによっ

て、文科省のほうで補助の対象を拡大され、補助

の積み増しがあるということと、あと耐震改修が

夏休みとなるということで、これの単年度の中で

この事業を夏休みに行うということが困難である

ということで前倒しをして、前年度のうちから計

画をしてやるということであります。 

  次に、280ページ、中学校施設整備事業という

ことで、決算額が4,164万3,789円ということで、

前年度対比8,262万7,036円の減となっております

が、主な理由としましては、25年度行った塩原小

中学校の整備事業8,100万円、あと箒根中学校の

脇にあります県道の拡幅に伴う側溝の整備という

ことで1,400万円、これがなくなったことになり

ます。 

  次に、281ページの中学校施設整備事業、25年

度繰越分、決算額が5,336万4,400円ですが、これ

につきましては、塩原小中学校の外構工事が降雪

量が冬場多く、外構工事の年度内完了ができなか

ったということで、繰り越ししたものであります。 

  次に、282ページ、中学校耐震改修事業、これ

については、年次計画に沿った耐震改修を実施し

たということですので、ごらんのとおりとなりま

す。 
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  次に、同じく282ページの下段のところですが、

同じく中学校耐震改修事業の25年度繰越分で、先

ほど来お話ししています前倒しすることで、補助

金の対象が拡大し、補助額の積み増しになるとい

うことと、夏休みを中心に工事を行うための前倒

しをすることが原因であります。 

  その他は経常経費となっております。 

  説明は以上となります。よろしくご審議の上、

ご決定いただきたいと思います。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 45ページなんですが、教材の備品納入

が遅延による損害金ということだったんですけれ

ども、よほどのことがないとこういうことという

のはないのかなと思ったんですけれども、どのよ

うなことだったんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 この教材備品につきましては、

年度後半に納入するということで、日本全国の小

中学校でそういった授業があってということで、

こちらとしましても早期に発注はしていたところ

なんですが、やはりその納入が間に合わないとい

うことで、本来12月の中旬、15日に納入期限を設

定していたところなんですが、それが間に合わな

くて１カ月ほどおくれたということで、それの遅

延損害金ということです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 １カ月おくれたということなんですけ

れども、授業に何か支障を来したということなん

でしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 これにつきましては、新年度

用ということでやってあるものですから、特別授

業等には支障はありません。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 １カ月おくれて授業に支障がなくても、

やっぱりこういう遅延損害金というものは請求す

るものなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○小林教育総務課長 それは契約書の中で、比率が

2.9％遅延損害金として年利2.9％、納品と納入が

おくれた場合は徴しますよということでなってお

ります。 

  基本的に、例えばこの今回のものに限らず、市

のほうで発注したものが納期におくれた場合は、

その日数に応じて遅延損害金を徴するということ

になっております。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 教育総務課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、教育総務課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ます。10分間休憩をいたします。11時からになり

ます。 

 

休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１１時０１分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課について審査

を行いますが、学校教育課については、福祉教育

常任委員会に対する付託案件がありませんので、

予算常任委員会（第二分科会）に切りかえ、審査

を行います。 

  学校教育課の皆さんに申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第64号 平成27年度那須塩原市

一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。着座のままで結構です。 

○伴学校教育課長 議案第64号 平成27年度那須塩

原市一般会計補正予算（第２号）における学校教

育課所管分についてご説明いたします。 

  補正予算書につきましては24ページ、補正予算

執行計画書につきましては10、11ページをごらん

ください。 

  10款教育費、１項教育総務費、４目学校運営支

援費、3001事業、学校指導事務費におきまして、

報酬として201万6,000円、旅費として11万6,000

円増額するものであります。 

  補正の理由でございますが、今年度からスター

トいたしましたスクールソーシャルワーカーです

が、現在、週３日勤務、１名を配置しております。

さらに、週２日勤務、１名増員するため、報酬と

旅費、これを増額補正するものです。 

  続きまして、同じ学校運営事務費の役務費とい

たしまして、43万2,000円増額するものです。 

  補正の理由でございますが、小中学校特別支援

学級の入級の適否を審議する那須塩原市教育支援

委員会において、発達障害等のある児童生徒の状

況を把握し客観的な判断をするための資料として、

国際医療福祉大学リハビリテーションセンターに

報告書の作成を依頼しておりますが、今年度から

有料となるため手数料を増額補正するものです。 

  以上、ご審議いただき、ご承認いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

○髙久委員 11ページのほうの国際医療の報告書の

関係で、これ何人ぐらいの方が受けたんでしょう

か。 

○伊藤委員長 課長。 
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○伴学校教育課長 今年度から有料化ということで、

見込みで今回は計上をさせていただいております。 

  来月から市の教育支援委員会が行われるわけな

んですけれども、そこに上がる児童生徒分全員に

求めるということではありません。 

  その中で、前回検査したのがかなり以前である

とか、それから、新たに特別支援学級のほうに入

級したほうがいいかな、あるいは通級指導教室の

ほうに通ったほうがいいかな、それを判断する際

の専門的な診断書のような報告書なんですけれど

も、それを求めます。 

  今回は、200件を想定いたしまして計算をいた

しました。１件当たり2,160円かかるという計算

で計算をしたところであります。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 これは毎年続くということになります

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 これまでは国際医療福祉大学の

ほうで、ただというか、教育委員会がお願いしま

したら無料で報告書をいただいていたわけなので

すが、今年度から有料でお願いしたいということ

で、本市だけではなく、ほかの市町も同じような

取り扱いをする予定でおります。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）に切りかえます。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○伴学校教育課長 認定第１号 平成26年度那須塩

原市一般会計歳入歳出決算認定について、学校教

育課所管分の歳出を中心にご説明いたします。 

  なお、増減に理由につきましては、主なものの

み読み上げますことをご了解いただければと思い

ます。 

  平成26年度市政報告書の151ページをごらんく

ださい。 

  ３款民生費、４項災害救助費、１目災害救助費、

20事業、平成23年３月11日発生東日本大震災対応

経費におきましては、扶助費、被災児童生徒就学

援助費、内訳ですが、小学生33人、中学生10人で、

344万3,102円支出しております。 

  前年度より35万7,700円の増です。 

  続きまして、市政報告書の169ページをごらん

ください。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、５目環境保全費、

70事業、放射能対策事業、708事業、学校教育課

関係で、32万6,602円支出しております。 
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  前年度より11万9,972円の増ですが、主に携帯

型電子線量計の定期校正の費用になります。 

  続きまして、264ページをごらんください。 

  10款教育費、１項教育総務費、４目学校運営支

援費、201事業、学校運営事務費におきましては、

785万7,616円支出しております。 

  前年度より10万4,485円の減になります。 

  同じく264ページ、265ページをごらんください。 

  10款１項４目、301事業、学校指導事務費にお

きましては、402万4,306円支出しております。 

  前年度より80万8,156円の増ですが、これは主

に特別支援教育相談、年長児巡回相談実施に伴う

カウンセラーへの謝礼の増によるものです。 

  続きまして、266ページです。 

  10款１項４目、601事業、外国語教育推進事業

におきましては、報酬の外国語指導助手報酬等で

１億2,810万9,295円支出しております。 

  前年度より8,394万640円の増になります。 

  これは、平成26年７月より市内全小中学校への

ＡＬＴ常駐配置開始による増額であります。 

  続きまして、266、267、268ページになります。 

  10款１項４目、701事業、教育相談費におきま

しては、3,176万630円支出しております。 

  前年度より14万9,589円の増です。 

  これは、心の教室相談員の配置をふやしたこと

による増です。 

  続きまして、268、269ページです。 

  10款１項４目、801事業、宿泊体験館管理運営

事業におきましては、3,056万3,131円支出してお

ります。 

  前年度より408万3,164円の減になりますが、こ

れは、車両リース料、修繕費の減によるものであ

ります。 

  同じく269ページです。 

  10款１項４目、85事業、宿泊体験館整備事業に

おきましては、361万8,000円支出しております。 

  これは、体育館耐震補強工事設計業務の委託料

になります。 

  続きまして、275ページになります。 

  10款教育費、２項小学校費、２目小学校教育振

興費、101事業、小学校教育推進費におきまして

は、報酬、消耗品費、教師用教科書・指導書等で、

165万9,143円支出しております。 

  前年度より109万8,240円の減ですが、これは、

教師用教科書・指導書の購入代が減ったこと及び

学校評議員の報酬が減ったことによる減です。 

  同じく275ページになります。 

  10款２項２目、201事業、小学校教育活動費に

おきましては、市採用教師の賃金等で、１億

3,927万6,130円支出しております。 

  前年度より1,298万697円の減ですが、これは、

各学校からの要望に対する適任者の応募がなく、

予定人数を雇用できなかったことによる減であり

ます。 

  続きまして、277ページ、10款２項２目、401事

業、小学校教育指導事業におきましては、委託料

等で1,912万105円支出しております。 

  前年度より454万5,425円の増ですが、これは、

ＩＣＴを活用した学びの推進事業実施に伴うコン

ピュータ機器リース料による増であります。 

  続きまして、277、278ページになります。 

  10款２項２目、501事業、小学校保健費におき

ましては、5,358万8,585円支出しております。 

  前年度より212万3,117円の減ですが、学校医の

報酬の減、児童数の減少による減になります。 

  続きまして、278ページです。 

  10款２項２目、601事業、小学校活動支援事業

におきましては、1,726万3,147円支出しておりま

す。 

  前年度より407万8,523円の増ですが、これは、
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主に借り上げバスの料金改定による増額です。 

  同じく278ページです。 

  10款２項２目、701事業、小学校就学支援事業

におきましては、3,003万2,982円支出しておりま

す。 

  前年度より300万5,879円の増ですが、これは、

申請者の増加による増額です。 

  同じく278ページです。 

  10款２項２目、801事業、小学校通学支援事業

におきましては、13万9,000円支出しております。 

  前年度より９万6,600円の減です。 

  これは、対象児童の減少による減額です。 

  同じく278ページです。 

  10款２項２目、901事業、小学校特別支援教育

就学支援事業におきましては、688万787円支出し

ております。 

  前年度より53万2,988円の減ですが、これは、

対象児童の減少による減額です。 

  続きまして、283ページになります。 

  10款教育費、３項中学校費、２目中学校教育振

興費、101事業、中学校教育推進費におきまして

は、報酬費、教師用教科書・指導書等で、74万

6,785円支出しております。 

  前年度より７万4,985円の減ですが、これは、

学校評議員が減ったための減額です。 

  同じく283ページです。 

  10款３項２目、201事業、中学校教育活動費に

おきましては、市採用教師の賃金等で4,675万

6,299円支出しております。 

  前年度より1,067万9,153円の減ですが、これは、

各学校からの要望に対する適任者の応募がなく、

予定人数を雇用できなかったことによる減であり

ます。 

  続きまして、284ページになります。 

  10款３項２目、401事業、中学校教育指導事業

におきましては、679万6,465円支出しております。 

  前年度より61万8,663円の増ですが、知能検査

を実施するに当たり、科目を委託料に変更し、集

計業務を含むことにしたための増であります。 

  同じく284ページです。 

  10款３項２目、501事業、中学校保健費におき

ましては、2,649万7,906円支出しております。 

  前年度より８万2,093円の減です。 

  続きまして、285ページになります。 

  10款３項２目、601事業、中学校活動支援事業

におきましては、2,005万161円支出しております。 

  前年度より73万5,759円の減ですが、これは、

部活動の大会進出の実績状況による減額でありま

す。 

  同じく285ページ、10款３項２目、701事業、中

学校研究活動事業におきましては、314万8,680円

支出しております。 

  前年度より29万9,930円の増ですが、これは、

小中一貫研究のための研修会の実施回数増による

増額であります。 

  同じく285ページ、10款３項２目、801事業、中

学生海外派遣研修事業におきましては、913万

5,595円支出しております。 

  前年度より102万6,595円ふえておりますが、こ

れは、航空券値上げに伴う委託料の増であります。 

  同じく285ページです。 

  10款３項２目、901事業、中学校就学支援事業

におきましては、2,999万9,365円支出しておりま

す。 

  前年度より383万2,397円の増ですが、これは、

対象生徒の増加による増額であります。 

  同じく285ページです。 

  10款３項２目、1001事業、中学校通学支援事業

におきましては、95万4,000円支出しております。 

  前年度より10万1,700円の減ですが、これは、
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対象生徒の減少による減額です。 

  同じく285ページになります。 

  10款３項２目、1101事業、中学校特別支援教育

就学支援事業におきましては、250万6,848円支出

しております。 

  前年度より49万118円の減ですが、これは、対

象生徒が減ったことによるものです。 

  以上、ご審議いただきご承認いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ２つほどお聞きしたいことがあります。 

  まず、264ページの学校運営事業費の中で、い

じめ対策生徒指導推進事業プログラムのいじめコ

ンソーシアムの事業なんですけれども、これをや

ってこられて、議場なんかでの説明はすごく絶賛

されているようでしたので、たまたまこの前拝見

する機会があったんですけれども、大人である私

が聞いていてちょっと難しいかなという内容に感

じましたので、アンケートは子どもたちに授業の

前と後でとっているようですが、子どもさん皆さ

ん、とても賢くて上手に答えていらっしゃるんで

すが、正直なところ、生徒たちにとって難しい内

容ではないんでしょうか。実績としてどのように

考えていらっしゃいますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 このプログラムですけれども、

おととしから始まったものでして、いじめ対策コ

ンソーシアムという産官学連携の取り組みという

ことで、子どもたちにいじめを初めとするいろい

ろと人間関係づくりのコミュニケーション力を育

成するためのプログラム開発にコンソーシアムの

先生方が取り組んでいらっしゃって、那須塩原市

はその実証研究ということで、現場の子どもたち

の授業、実証研究をしているという事業になりま

す。 

  先週11日に大山小学校のほうにおいでいただい

たということを校長先生のほうからもお聞きして

おります。この間ごらんいただきましたプログラ

ムは、３人先生がいらっしゃるんですけれども、

その中で、一番最初は心理学的なアプローチで、

子どもたちにこういうふうに言ったら相手はいい

気持ちになるとか、こういうふうに言われたらち

ょっと嫌な思いをするとか、そういう心理学の手

法を用いたプログラムが第一段階になります。 

  第二段階は、課題解決型コミュニケーションを

勉強するプログラムでして、これはフクヤマ先生

とおっしゃる先生がなさるんですけれども、これ

が第二段階のプログラムになります。 

  この間委員の皆さんに見ていただいたのは、第

三段階といって一番難しい３番目の段階のプログ

ラムであったがために、ちょっと難しいという印

象を多分お持ちになったと思います。 

  確かに、慶応大学の法学部の教授でいらっしゃ

いますので、ふだんは大学生を相手に講義をして

いる方ですので、やはり小学生には言葉遣いにし

ても授業の進め方にしても、確かに難しいところ

はあったかなというふうに私どもも感じておりま

す。 

  年に３回、教育長と私とがコンソーシアムの会

議、推進委員会に行きまして、意見などを述べさ

せていただいているんですが、３年目に入りまし

て、いろいろプログラムの改善というんでしょう

か見直しというんでしょうか、そういうものを毎

回行わせていただいておりまして、ことしは多分、

３年目最後の年になるかとは思うのですけれども、

この後、幾つかの学校で実践していただきながら、

次は10月の初旬に黒磯小学校で同じ田村先生の授

業があるんですけれども、今回の大山小学校での
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反省を生かしながら、次に改善をして臨むように

なるかと思います。 

  確かに難しかったかなと。子どもたちはよくつ

いてきていたなという印象であります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 先生が用意されていた材料というのが、

あれは小学生向けにつくられたものでしょうか。 

  パワポを使ってやっていらっしゃったあの内容

は、今回のプログラムをお願いして小学生用につ

くられたもので、あの内容だったのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 それを意識したプログラムとい

うことになると思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 小学生向けにつくられたものにしては

言葉がかたかったり、難しい漢字の言葉を使って

いたので、優しい言葉に置きかえないと子どもに

はわからないような言葉も実際には、例えば交渉

力とかあったんですけれども、もう少し子ども向

けに柔らかいつくりになったほうがなじみやすい

のかなと私は思ったんですけれども、そういうよ

うな意見は出ていないんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 あります。それも含めまして、

生徒指導担当がメーンでいろいろやりとりをして

いるわけなんですけれども、マークシートにつき

ましてもパワーポイントにつきましても、毎回改

善はしていただいているんですけれども、根本的

に本市の公立の小学校の６年生のレベルにふさわ

しかったかどうかというようなことは、多分、前

回、大学生も一緒についてきておりましたので、

反応も見ていましたでしょうし、彼は教職をとっ

て教員志望だということもありますので、いろい

ろな意味で改善が図られるのではないかと思いま

す。私どもも要望してまいります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あともう一点なんですけれども、小学

校と中学校の先生の採用のところでご説明があっ

たんですけれども、適任者の応募がなく採用でき

なかったため予算が予定よりかからなかったとい

うことなんですけれども、那須塩原市として定住

促進を進めていて教育に力を入れているという背

景がありながら、適任者、学校が求めている先生

の応募がないということはとても大変なことなん

じゃないかなというふうに感じたんですけれども、

現状として、何が問題となっているんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 学校現場には、正規の職員、本

採用と私ども言っていますけれども、それ以外に

臨時採用の先生が多く入っております。県費負担

の臨採の先生もおります。例えば、産休、育休で

正規の先生がお休みをする、その補充は臨採の先

生で充てているわけなんですけれども、そういう

形での臨採の先生もいらっしゃいます。それは県

のほうの採用になりますので、私どものほうでい

ろいろ関知しているということではありません。

県費採用の臨採の先生も本市にはたくさんいます。 

  さらに、私どもの管轄しております市採用教師、

教員免許証を持っている方もいれば、持っていな

くて生活支援というような方で学級に補助的に入

っていただく方、理科支援の方、図書支援の方、

たくさんいろんなケースがあるわけなんですけれ

ども、いろいろな機会を通しまして募集をかけて

おります。年中募集をしております。が、なかな

かやはり、人材というか数が確保できないという

のが本市だけではなく、ほかの自治体も非常に困

っている。 

  極端な話、県費採用の、つまり普通の先生のか

わりで常勤で入ってもらう先生でさえ、なかなか

ままならないというような状況にあります。慢性



－187－ 

的に人数が足りないということがありまして、ハ

ローワークなども使いながら募集をかけていると

ころです。 

  ですから、他県からもたくさんの先生が履歴書

を持ってきたり、あるいは実際に入ってくださっ

たりしております。私どもも何とか頑張って確保

しようということで努めておりますが、ではこう

いうわけで１人入れてもらいたいんだけれども、

すぐに入ってくれますというような状況にないの

が現状であります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 丁寧にご説明いただいたんですが、私

なんかが昔、ごく一般的に聞いていた話は、教員

免許をとったけれどもなかなか先生になれないの

という方は、本当に10年、20年前は結構たくさん

いたのに、今は教育現場で慢性的に人材が不足し

ているという、全国的に不足しているということ

でよろしいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 採用枠というんでしょうか、正

式採用の採用枠というのは、やはり少子化とかい

ろいろな絡みがありまして、県のほうでも何人と

りますというのを計画的に採用試験を通して採用

しているわけですよね。ですから、免許をとった

けれども、なかなか正式採用になれない方もたく

さんいることは事実であります。 

  そのかわりといっては何なんですけれども、身

分的には非常勤というか正式採用ではないから、

なかなか生活するには満足できる報酬を得られず

にお困りの臨採の先生方もいるとは思うんですけ

れども、それぞれの市の努力で、本市は特にそう

だと思いますけれども、市採用教師、いろんな形

での採用をふやしております。 

  これは本市だけではなく、近隣の市町でも同じ

状況でして、どちらかといいますと、免許を持っ

ている人は特に奪い合いじゃないですけれども、

より条件のいいところに流れるのは当然ですし、

それから熱意のある人、あるいは指導力のある人

に幾ら支援の先生であってもそういう方に来てい

ただきたいわけで、ふさわしい人を雇用するとな

ると、誰でもいいからというわけには学校現場で

すので、いきません。そこは厳正に面接をしたり、

本人に直接会ってふさわしいかどうかということ

は見きわめをさせていただいております。という

ことでの慢性的な不足ということになるかと思い

ます。 

○藤村委員 難しい問題だということがよくわかり

ました。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  若松委員。 

○若松委員 藤村委員の関連なんですけれども、そ

うすると、募集してそれだけの教員が集まらなか

ったということに対して、学校活動に影響という

のはしていないんですか、生徒とか何かの。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 市採用教師というのは、あくま

でも本採の先生方の補助的な支援をするというか

お手伝いをするということですので、直接学級担

任をするとか、それから１人で授業をするとかと

いうことを求めているわけではありません。 

  ただ、やはりクラスには特に配慮しなければな

らないお子様がいるわけで、担任１人だけでは十

分に目をかけるということができない、そのため

に市採用ということでの支援の先生を入れている

わけですね。 

  前年度のうちに各学校からどれだけの人数が欲

しいかということは、校長先生に対して要望書を

出していただいております。そのとおりになる学

校もありますし、場合によっては、ちょっと大目
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に要望を出していただいている学校もありますの

で、学校の実態、それから現実に、申しわけない

けれどもこれだけで対応してほしいと、そのかわ

り学校の中でいろいろやりくりをして対応してほ

しいということをお願いしているところもありま

す。 

  ただ、やはり人が一番大切だというところも私

どもは考えておりまして、幾ら週２回の勤務ある

いは週３回の勤務であったとしても、入ることに

よってプラスにならないと意味がないと思うんで

すね。ですので、やはり責任を持って情熱を持っ

て子どもたちに当たってもらえる方を厳選して学

校現場に入れるということでやっていきたいと考

えております。 

  年度途中でも、学校からの相談に応じて随時入

れております。人員が確保でき次第、４月以降も

かなりの数、それぞれのケースに応じて入れさせ

ていただいておりますので、学校からすれば、よ

かったというふうに言ってくださる学校もたくさ

んあります。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 もう一点、よろしいですか。 

  関連なんですけれども、先ほど藤村委員も言っ

ていましたけれども、答弁の中で、面接のときに

それに満たないと、免許を持っていてもという話

も聞いたんですけれども、私どもも相談受けたと

きに、大学生が卒業して免許をとって、ある学校

に研修に行った。そうしたら、先生にならないと

いう生徒もいたみたいなんですよね。 

  だからそういう生徒は生徒なりに、教員の免許

を持っているのを那須塩原市独自の研修というの

はできないものなのでしょうか。もったいない方

がいっぱい眠っていると思うんですけれども。 

  対応できるように教育して学校に入れると。今

後の課題だと思うんですけれども、どうでしょう

か。そういう考えは、難しいですか。これ大事な

ことなので、関連で。 

○伊藤委員長 若松委員に申し上げます。それはそ

の他ということで出していただきたいと思います。 

○若松委員 わかりました。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 同じところです。 

  もちろんこの1,067万円減ったと、２人なのか

３人なのか４人なのか、応募なしの人が1,067万

円の計画を立てて、実際には応募がなかったので、

余ってしまったということだとおもうのですが、

何人を予定していたのでしょうか。 

○伊藤委員長 係長。 

○松本学校指導係長 当初予算では、小学校が130

名から140名、それから中学校については50名か

60名を予定しておりました。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 それで、不足したのは結果的に何人、

応募がなくて。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 計画を立てる段階、予算を計上

する段階で、これが不足してしまったのでは大変

なことになりますので、若干ゆとりを持って予算

計上したということはございます。 

  ですから、何人という、今、お話ですけれども、

常勤、７時間45分フルタイムで市採用教師として

入ってもらっている先生もいますし、５時間45分

とか、あるいは図書支援のように週２日とか、さ

まざまな勤務の形態があるわけですね。 

  ですので、その中でトータルすると、それだけ

の金額を使わずに残ったということになりますが、

では何人分かということになりますと、申しわけ

ありません、具体的にはよく精査しないとわから

ないところではあるのですが、ただ、学校現場か

らの要望はある程度満たして配置いたしました。



－189－ 

まだゆとりがあった、もっとあったとしてもゆと

りがあったということですね。ただ、入れるにふ

さわしい人員が確保できなかったというのも理由

にはなります。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 278ページ、小学校教育振興費の中の

小学校特別支援教育就学支援事業、901事業、こ

れは小学校なんですが、285ページに中学校もあ

るんですけれども、補助金、特別支援学級等通学

費、これはまず内容をお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 これは「等」とありますように、

特別支援学級に在籍している子どもたちも含まれ

ます。それから、本市に住んでいて、例えば那須

特別支援学校とかあるいは宇都宮の特別支援学校

に通っているお子さんに対して、通学費の一部を

保護者に対して補助するというようなことでのト

ータルになります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 市内においては那須特別支援学校、ス

クールバス等々で送迎していると思うんですが、

スクールバスを利用できない児童生徒のための補

助という解釈でよろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 そのとおりであります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、１人当たりの補助額とい

うのは、規定があるんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○松本学校指導係長 高速道路料金につきましては、

１カ月当たり40回を限度として高速料金の２分の

１を補助しています。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 高速を利用しない、市内で那須特別支

援学校に通学している対象者に対しての補助はど

のような内容ですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○松本学校指導係長 市営バスを利用した場合は定

期券を交付、それから公共交通機関の場合は定期

券相当額を補助、それから、自家用車使用の場合

は１日１往復分の燃料代相当を補助しています。 

○磯飛委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ２点ほどお願いします。 

  まず、151ページの東日本大震災の件なんです

が、就学援助費ということで載っております。ち

ょっとこの詳細を教えていただければと思います。 

  それと、169ページの携帯型の電子線量計の校

正ということですが、これ何台分で、精度管理を

するんだと思うんですけれども、どのくらいの割

合でするのか、その期間というんですか。その辺

をちょっとお願いします。 

○伊藤委員長 係長。 

○松本学校指導係長 まず、151ページ、東日本大

震災発生、大震災の対応経費につきましてでござ

いますけれども、26年度につきましては、対象人

数が小学生が33名、それから中学生が10名という

ことになります。 

  この就学援助の内容なんですけれども、一般の

市の就学援助、準要保護という就学支援があるん

ですが、それに準じて補助をしております。 

  内容については、学校給食費、それから学用品

費、それから通学用品費、それから校外活動費、

それから学校で宿泊学習とか行う宿泊活動費、そ

れから修学旅行費と、先ほども申し上げましたよ

うに、市の就学支援に該当する児童生徒と準ずる

形で補助しております。 

  続きまして、169ページの携帯型電子線量計の
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定期校正ということでございますけれども、昨年

まで市内各小中学校、電子線量計を使っていただ

いて線量計の測定を毎月していただいておりまし

た。これが何年かたって、修繕が必要とかになっ

てしまいまして、昨年度、校正というか点検です

ね、点検をしていただきました。これは学校数と

いうことで33台ということになります。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定について原案のとおり認定すべき

ものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  相馬委員。 

○磯飛委員 その前に、きのう忘れていたんだけれ

ども、その他は植木さんを入れないとまずいんじ

ゃないんですか。 

○伊藤委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 零時 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○伊藤委員長 委員の皆さんからその他で何かござ

いませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 いじめ、体罰の問題で事後報告の学校

があるという答弁をいただきました。事後報告が

非常に私としては危機感を持っていると、報告と

いうところで、事後報告をしている学校やクラス

があればリストをもらえませんか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 あくまでも内部資料ということ

で、私ども各現場に入りまして、十分に聞き取り

をしたり、確認をしながらやっております。 

  いいことであると思うんです、いじめがないと

自信を持って言っているわけですので、実際にそ

ういうふうにいじめがない、うちの学校はいじめ

がなかったんだとということで自信を持って言っ

てもらってもいいことですので、それは何ら問題

はないかもしれませんが、あくまでも私どもはト

ータルの数は出しておりますが、１校１校の個別

の案件につきましては、申しわけありませんが教

育委員会内部資料という扱いをさせていただきた

いと思います。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 やっぱり起きてしまってからでは遅い

という問題がついて回りますので、私も質問の中

で言いましたが、毎年そういうのが数件、私たち
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のところに来ます。教師との関係で他県に行かざ

るを得ないという問題も現実に私たちのところに

相談が来ています。ありますんで、検討していた

だきたいという要望は出しておきたいと思います。 

○伊藤委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 学校教育課の皆さんからは何かござ

いますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで昼食のため午後１時から再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 零時５７分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○伊藤委員長 生涯学習課についての審査を行いま

すが、生涯学習課については福祉教育常任委員会

に対する付託案件がありませんので、予算常任委

員会（第二分科会）に切りかえ審査を行います。 

  生涯学習課の皆様に申し上げます。議案の説明

に当たりましては簡潔明瞭にお願い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第64号 平成27年度那須塩原市

一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○久保生涯学習課長 それでは、生涯学習課関係の

補正予算についてご説明いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）補正予算執行計画書に基づいて

ご説明いたします。 

  資料のほうの９ページになります。 

  ６款農林水産業費、こちらにつきましては厚崎

公民館、高林公民館の施設の管理に係る予算で、

農林水産業費のほうに計上があるものであります。 

  ６款１項10目施設管理費、多目的研修センター

管理運営事業、こちら厚崎公民館の所管の部分で

す。需用費の修繕料、自動発酵機修繕ということ

で27万6,000円を計上したものです。こちらにつ

きましては、昭和58年の製造の機械で、みそづく

り講座、あるいは公民館祭り等で使用するもので、

温度のセンサーがついておりまして、一定の温度

になるとセンサーが回りまして温度の調節ができ

るもので、経年劣化で修繕をするものであります。 

  続きまして、活力倍増センター管理運営事業、

備品購入費で機械器具費、こちらは石油暖房機の

更新であります。こちらは既存の機器が平成７年

に設置したものでありまして、石油ボイラー式の

ものでありましたが、配管等に水漏れ、腐食が発

生しまして、かなり古い機械ということで、部品

の交換等は不可能ということで、新たなものに更

新するものであります。こちらはＦＦ式で短時間

で暖まり、燃料費も節減になるもので27万7,000

円を計上するものであります。 

  続きまして、資料の11ページお願いします。 

  10款教育費になります。 

  10款５項２目公民館費、初めに、とようら公民
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館管理運営事業、備品購入費、機械器具費という

ことで、エアコンの更新ということであります。

こちらにつきましては、平成11年に同所のエアコ

ンを設置しまして、ここ数年、暖房、それから冷

房等、効きが悪いということで、業者に見積もり

等をお願いしまして、やはり古いということで部

品の交換ができないということで、更新するもの

でありまして、今度は床置き式のパッケージ型の

機器を導入するもので220万円の計上であります。

学習室と事務室に設置するものであります。 

  続きまして、ハロープラザ管理運営事業、需用

費の修繕料、外階段の修繕であります。こちらは

多目的ホールの外側から入る階段が３カ所ほどあ

りまして、モルタルの上にタイルが張ってある部

分がはげて割れている状態になっております。そ

のためにそこを修繕しまして、修繕後はモルタル

の厚さをちょっと厚くしまして、今度はタイルは

割れるということもありますので、タイルはつけ

ないで滑りどめの形状にするものであります。22

万1,000円の計上です。 

  続きまして、10款５項３目文化振興費、文化財

保護事業、需用費の光熱水費であります。こちら

につきましては、この光熱費はあんずの里、それ

から鍋掛イトヨの保護用の揚水ポンプの電気水道

であります。特に、鍋掛揚水ポンプにつきまして

は、渇水期の電気料、ポンプの稼働がなかなか水

の状態がわからないものですから、当初予算では

不足が出ましたので、その部分を補正で計上した

ものです。17万2,000円です。 

  それから、10款５項５目図書館費です。 

  こちらにつきましては、報酬ということで非常

勤職員の報酬、図書館協議会委員の報酬の３回分

の増額で20万円です。 

  続きまして、旅費で費用弁償ということで、２

万5,000円、こちらにつきましては、駅前図書館

の建設がある関係で、当初３回ほど会議を予定し

ておりましたが、回数が、協議会の委員さんの意

見をもらうために会議を多く開くようになったも

のによりまして、３回分の増額の計上であります。 

  それから、需用費の修繕料です。こちらは西那

須野図書館の図書館職員のほうの通用口のドアの

修繕であります。取っ手の交換、それから溶接等、

ドアの当たりの調整等で９万3,000円の計上であ

ります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いいたします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 まず、９ページなんですが、私全くわ

からなかったんですけれども、公民館が農林水産

業費のところに入っていて、これが厚崎公民館と

いうのを、私聞くまでわからなかったんで、これ

はどうしてここに入っているのか、基本的なこと

なんですけれども、教えていただいていいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 まず、多目的研修センターは

厚崎公民館のほうであります。活力倍増センター

は高林公民館、このほかにも鍋掛コミュニティセ

ンター、それから大山公民館の農村環境改善セン

ター、こちらの施設の管理費につきましては、当

初、農林水産省のほうの補助をもらった関係で、

施設の所管が農林水産業費のほうに入っている関

係で、施設の管理の部分、こちらは６款のほうで

計上してありまして、事業のほう、講座とか、そ

ういう部分については10款教育費のほうで計上し

てあるものでございます。 

○藤村委員 わかりました。 

  この厚崎公民館のほうの自動発酵機なんですが、

修理に27万6,000円ということなんですが、ちょ
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っと私どういうものかわからないんですけれども、

これは買えば幾らするものなんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 購入のほうは見積もりはとっ

てありませんので、正式な金額はちょっと現状で

は不明です。 

  昭和58年製造で、製造番号が２番とかというの

で、神戸のほうで当初製造された機械だというふ

うに聞いておりまして、なかなか業者さんも少な

い機械のように聞いております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ちょっとどのぐらいの大きさで、どの

くらいの値段するものかちょっとわからなかった

ので、例えば今は修理するより買ったほうが安い

ものとか、結構、ちまたでありますので、例えば

補正を組んで修理したけれども、結局来年使わな

くなって、また新たしいのを買わなくてはならな

いような状態のものなのか、どういった考察を経

て修理をすることになったのか、ちょっとお聞き

したかったんですけれども。わからないというこ

とですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 購入のほうはちょっと検討し

ていなかったものですから、その経緯は申しわけ

ありませんけれども。 

○伊藤委員長 部長。 

○伴内教育部長 実は公民館、私もちょっと行って

きました。大きさからしますと、幅が１ｍ弱の長

さが１ｍちょっとある大きな箱のものになってい

ます。大体がステンレス製で中に大豆を発酵させ

るためのこうじをつくる機械なんですね。なかな

か今、課長からも話があったように、一般的に出

回っているような商品ではないという中で、厚崎

公民館の館長にちょっと聞いたところ、メーカー

さんに問い合わせをしたと、問い合わせをした中

で、特にサーモの部分、いわゆるファンで回して

温度調節する部分がいかれてしまったということ

で、そのときの話ではなかなか購入するよりは、

そこの部分を取りかえるだけで一応直せるという

メーカーからの話があったので、今回は購入のほ

うは検討せず部品の交換ということで計上したと

いうふうに聞いています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あともう一点なんですが、11ページの

図書館管理運営事業なんですけれども、駅前図書

館のための会議をというご説明だったんですけれ

ども、それは駅前のあのプロジェクトの中の一環

の予算とは別に、こちらのほうで補正を組まなく

てはいけないものだったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 こちら図書館協議会というの

がありまして、市で委嘱している委員さん、ボラ

ンティアの方とか、観光団体の方にお集まりいた

だいて、例年ですと図書館の運営についてお話し

いただくところなんですが、駅前図書館を建設す

ることになりました関係で、既存の図書館との関

係とか、その辺の意見をいただいて、現在うちの

ほうでつくっています基本構想のほうに反映させ

る形で意見を聞く回数をふやしたということで、

こちらの図書館協議会の意見を聞くということで、

協議会のほうの予算で増額するものです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、質疑がないようなので、

質疑を終了いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了
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いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、 

 採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）の審査に切りかえます。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○久保生涯学習課長 それでは、認定第１号 平成

26年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定につ

いてご説明いたします。 

  市政報告書に基づいてご説明いたします。 

  初めに、歳入からご説明いたします。 

  市政報告書14ページからになります。 

  13款１項６目教育使用料、こちらにつきまして

は、社会教育施設の使用料ということで、それぞ

れの公民館、それから文化会館、三島ホール、那

須野が原博物館の施設の使用料の部分であります。 

  続きまして、16ページになります。 

  16ページ、13款１項６目行政財産使用料、こち

らにつきましては、旧稲村公民館の跡地、それか

ら市有財産というのはハロープラザの入り口の部

分の県道から入る右側の砂利敷きの部分でありま

して、公共工事用の資材置き場に民間業者に貸し

た部分の行政財産の使用料であります。 

  続きまして、23ページになります。 

  14款国庫支出金、２項５目教育費国庫補助金で

あります。社会教育費補助金として文化芸術振興

費補助金ということで、地域発・文化芸術創造発

信イニシアチブ事業ということで95万9,000円の

補助がありました。 

  それから、埋蔵文化財の発掘調査等の補助金と

いうことで117万円、こちらは補助対象経費の２

分の１の計上になっております。 

  続きまして、14款３項国庫委託金、４目教育費

国庫委託金であります。社会教育費委託金という

ことで、社会教育活性化支援プログラム事業委託

金ということで72万4,606円であります。こちら

は市民大学にいった部分の委託金であります。 

  続きまして、31ページになります。 

  15款の県支出金であります。 

  ３項６目教育費県委託金で、人権教育研究推進

事業県委託金ということで85万5,000円、それか

ら青木邸、明治の森・黒磯の維持管理委託金とい

うことで、賃金、それから委託料等で458万4,000

円の委託金を上げております。。 

  人権教育につきましては、謝金と消耗品等で稲

村地区、それから黒磯北中、東那須野地区で実施

した事業に充てております。 

  32ページ、33ページになります。 

  16款財産収入、１項１目財産貸付収入というこ

とで、不動産等貸付収入、こちらにつきましては

自動販売機設置貸付料、こちらは厚崎公民館の部

分で15万4,200円、それから黒磯文化会館の部分

が39万2,200円の収入がありました。 

  続きまして、２項２目物品売払収入、こちらに

つきましては塩原公民館の公用車の買いかえにお

きまして、古い下に出す車につきまして業者さん
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に、一般的には下取りなんですけれども、売り払

いということで10万8,000円の金額で今まで乗っ

ていた車が売却できたものの収入であります。 

  それから、35ページになります。 

  17款寄附金、１項４目教育費寄附金、こちらに

つきましては大田原信用金庫のほうから図書の購

入に充てていただきたいということで、平成19年

から寄附金をいただいているもので、20年度以降

は毎年50万ずつの寄附をいただいているものであ

ります。 

  それから、41ページになります。 

  20款諸収入、４項４目雑入、こちらは農林水産

業費の雑入でありまして、多目的研修センター、

こちらは厚崎公民館の部分で、自動販売機の電気

料、それから光熱水費の使用実費、それから高林

公民館の活力倍増センターの公衆電話費用、それ

から農村環境改善センター、こちらは大山公民館

の自動販売機の電気料の収入がそれぞれございま

した。 

  それから、42ページになります。 

  教育費雑入ということで、雇用保険個人負担金

ということで、こちらは臨時職員、社会教育指導

員等の雇用保険の負担金であります。 

  続きまして、43ページ、公民館公衆電話料、こ

ちらにつきましては、各公民館の一般利用者から

の公衆電話料です。 

  それから、続きまして公民館コピー使用料、こ

ちらにつきましても利用者からのコピーの使用料

であります。 

  それから、それ以降につきましては、公民館の

資料売却代、それからいきいきふれあいセンター

の自販機の電気料、公衆電話料、それからコピー

料であります。 

  続きまして、図書館の自動販売機の出店料、そ

れから文化会館の公衆電話料、自動販売機の電気

料、それから博物館の電気料になります。それか

ら、博物館の出版物の売却代41万2,500円ほどに

なります。それから、文化財関係の資料の売却代。 

  それから、自治総合センターの一般コミュニテ

ィ助成金ということで500万円の収入があります。

こちらについては２つのコミュニティに250万円

ずつの補助を受けたもので、自治宝くじによる収

益からの補助金であります。 

  それから、教育事業の入場料で、こちらにつき

ましては文化芸術創造発信イニシアチブ事業から

の入場料であります。 

  それから、那須野が原ハーモニーホールの管理

運営費負担金の返還金ということで728万6,090円

ということで、こちらは決算に基づく返還金であ

ります。 

  それ以降は公民館自動販売機の電気料が５つの

公民館で収入として入っております。 

  続きまして、歳出のほうに移ります。 

  市政報告書の194ページ農林水産業費からにな

ります。 

  ６款１項10目施設管理費、多目的研修センター

管理運営事業になります。 

  こちらは厚崎公民館の施設の管理の部分であり

ます。施設管理のほうでまず需用費の消耗品費で

施設管理用消耗品ということで33万4,908円とい

うことで、前年度からは倍の金額となっておりま

すが、こちらにつきましては試食研修室用のいす

を購入したもので増額となっております。 

  それから、委託料につきましては、高木の枝お

ろし等の業務の委託が新たに発生したことで19万

2,240円ほど支出がありまして、昨年より28万近

くの増額となっております。 

  それから、工事請負費につきましては、25年度

には屋根の防水改修等がありまして300万ほど出

ましたが、その部分、大きな工事は大研修室の空
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調の交換が218万ほどでありましたので、昨年よ

りは60万ほど減額となっております。 

  続きまして、やはり６款に計上があります鍋掛

地域コミュニティセンターの管理運営事業であり

ます。 

  初めに、需用費の消耗品費で、こちらにつきま

しても25年度からは４倍ほどふえておりますが、

こちらは消火器の更新を行った関係でふえており

ます。 

  続きまして、196ページ、活力倍増センター管

理運営事業であります。 

  こちらにつきましては、高林公民館の施設管理

の部分の費用であります。 

  修繕料の中で、非常用照明器具の交換というこ

とで95万400円、こちらは多目的ホールの部分が

天井が高い関係で足場を組んだりする関係で金額

が大きく出ておりまして、非常用照明器具の交換

につきましては、このほかの公民館でも、黒磯公

民館、それから大山公民館、ハロープラザ、西那

須野公民館、狩野公民館と６館で同様の照明器具

の交換を行っております。 

  それから、委託料ですが、警備業務、こちらに

つきまして昨年度より金額がふえておりますが、

こちらは平日の時間の増加と、今までの警備のや

り方が若干変わりまして、以前は夜間だけという

警備であったんですが、鍵をかけて次開けるまで

の時間ずっと警備がかかるようにした関係で金額

がふえております。 

  続きまして196ページ、農村環境改善センター

管理運営事業であります。こちらは大山公民館の

施設の管理のほうの費用であります。 

  こちらにつきましても修繕料で非常用照明の修

繕ということで33万720円ということで支出して

おります。 

  それから、委託料につきましては高所の清掃業

務ということで、新たに発生したものがありまし

て、こちらが７万円弱ほど増加になっております。 

  続きまして、288ページ、10款のほうに移りま

す。 

  10款５項１目生涯学習振興費、20事業のの生涯

学習推進事業であります。 

  旅費の部分で費用弁償等普通旅費につきまして

は、社会教育活性化支援プログラム事業の事例発

表ということで、大分のほうへ、おおいた学びの

輪ということで出張いたしました分が前年より大

きくふえております。こちらは市民大学の授業の

事例発表であります。 

  それから需用費の消耗品費でＡＥＤ用の電極パ

ッドということで、こちらは公民館等のＡＥＤの

機器については生涯学習課のほうで予算を計上し

て交換をしているというものであります。 

  それから、印刷製本費につきましては、マナビ

ィ・ボックス、それから生涯学習案内等の印刷製

本費で、こちらが30万円ほど増額となっておりま

す。発行部数の増加等によるものであります。 

  続きまして、289ページになります。 

  委託料のほうで公民館の定期点検業務というこ

とで16カ所の公民館で実施をいたしました。203

万400円の委託料の支出がありました。 

  それから、なすしおばらまなび博覧会というと

いうことで、車両の誘導警備業務を新たに委託し

ました関係で９万7,200円、それから使用料及び

賃借料でこちらも那須塩原まなび博覧会のテント、

机、いす、パネル等の機材のリースということで

203万400円の支出がありました。 

  それから、借り上げ料、こちらも那須塩原まな

び博覧会関係のシャトルバス、それから会場の利

用料ということで合わせまして29万6,811円の支

出がありました。 

  負担金の中で防火管理者資格取得講習会、こち
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らにつきましては、公民館長等の資格取得、ある

いは資格の更新について、生涯学習課のほうで一

括して計上している負担金であります。 

  それから、市民大学とマナビィ・ボックスの実

績、それから発行部数等は表のとおりでございま

す。 

  次に行きまして、289ページになります。 

  家庭教育支援事業になります。旅費の費用弁償

につきましては、研修参加費の旅費ということで、

家庭教育オピニオンリーダー研修に行っていただ

いた方に旅費を支出した関係で25年度よりは増額

となっております。 

  それから、家庭教育支援事業の実績については

表のとおりでございます。 

  続きまして、290ページ、田舎ランド鴫内の管

理運営事業であります。 

  290ページのところの修繕料でありますが、田

舎ランド鴫内、学校廃校後、このような形で活用

しているところなんですが、施設の経年劣化等に

よりまして、いろいろな部分で修繕、あるいは交

換の必要が出てきた関係で、昨年よりは３倍近く

の修繕料となっております。 

  田舎ランド鴫内の利用状況も291ページの表の

とおりでございます。 

  続きまして、291ページのコミュニティ活動費

であります。こちらにつきましては、歳入のほう

でご説明いたしました自治総合センター一般コミ

ュニティ助成事業ということで、塩原温泉コミュ

ニティ、それから関谷下田野地区コミュニティづ

くり推進協議会に250万円ずつの備品等の購入の

費用として支出をしております。補助金で入った

部分の支出に充てております。 

  それから、コミュニティ運営補助金ということ

で、こちらの各地区のコミュニティ推進協議会、

あるいは運営協議会のほうに補助金のほうを出し

ております。こちらは基礎額と世代割等で算出し

た金額となっております。 

  続きまして、291ページ、10款５項２目公民館

費であります。 

  初めに、黒磯公民館管理運営事業であります。

まず、報酬の中で非常勤職員報酬、こちらの公民

館運営審議会委員の報酬につきましては、一括し

て黒磯公民館のほうに計上となっております。 

  利用状況については表のとおりでございます。 

  続きまして292ページ、いきいきふれあいセン

ター管理運営事業であります。こちらにつきまし

ては、いきいきふれあいセンター全体の施設管理

の部分の費用であります。昨年度から比べまして

修繕料が減額となっておりますが、こちら25年度

に大きな修繕等を行った関係で、そちらがなかっ

たので81万6,000円という金額であります。 

  それから、手数料ですが、こちらにつきまして

も25年度から30万近く減額となっておりますが、

こちらは建物の診断業務がなくなったことによる

減であります。 

  委託料につきましても、25年度に実施が臨時的

にありました電話交換システムとか、多目的ホー

ルの天井照明、こちらの修繕がなかったことによ

って大きく金額のほうが400万近く減っておりま

す。 

  続きまして、293ページ、厚崎公民館管理運営

事業であります。厚崎公民館については、印刷製

本費の中で地域の皆さんに配るあいさつ運動のカ

レンダーの印刷が3,500部ほど実施して、５万

8,000円ほどの支出がございました。 

  それから、委託料の中で運動会放送設備設置操

作業務ということで、新たに委託をした案件で３

万円ほど増額、新た委託ということで増加になっ

ております。 

  続きまして、294ページ、稲村公民館でありま
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す。稲村公民館につきましては、賃金、こちらに

つきまして25年度までは臨時職員が配置になって

おりましたが、26年度は市の職員の再任用職員の

配置がありまして、臨時職員の賃金の支出はござ

いませんでした。 

  それから、295ページの修繕料、稲村公民館、

新築したばかりということなんですが、駐車場の

修繕ということで、車どめが割れたということと、

押しこみ式のポール、車どめのポールですね。そ

れが曲がったことによる修繕で11万8,800円ほど

支出しております。 

  それから、295ページ、備品購入費で附帯事務

費ということで、軽ワゴン車を買いかえをした関

係で88万円の支出がございました。 

  続きまして、296ページ、とようら公民館管理

運営事業になります。こちらにつきましては、

297ページの工事請負費、こちらなんですが、空

調設備の更新ということで、先ほど、今回の補正

のほうで計上いたしました部分の別な部屋の部分

を３月に予備費対応で修繕したものであります。

こちらは研修室２部屋分の金額で186万8,400円な

っております。予算科目がちょっと今回の補正と

は違うんですが、今回についてはまるっきり交換

ということで、既存のものを直すということでは

ないので、工事請負費より新たなものを購入する

ということで備品ということで計上して、財政課

からの指示で計上したものであります。 

  続きまして、297ページ、鍋掛公民館管理運営

事業、こちらは鍋掛公民館の事業の部分の支出で

ございます。 

  こちらにつきましても備品購入費で新たに折り

たたみいすの台車ということで１台、３万6,500

円で購入しております。 

  続きまして、298ページ、東那須野公民館管理

運営事業、こちらにつきましては印刷製本費の中

で、高齢者学級の文集、こちらを外部印刷に出し

たための印刷製本費の増加になっております。 

  それから、修繕料につきましては、調理室ガス

調整機の修繕、プロジェクターの修理等のものが

発生した関係で増額となっております。 

  それから、委託料で設計測量管理委託料という

ことで104万4,000円、こちらは現在整備しており

ます駐車場の測量設計業務であります。 

  それから、借り上げ料300ページ、こちらは仮

設トイレにつきましては、熊川の源流を訪ねてを

実施したときの仮設トイレの部分で３万8,880円

の借り上げ料が発生しております。 

  それから、公有財産購入費で土地購入費、公民

館用地ということで369万8,710円となっています。

こちらについては２筆、東那須野公民館の南側の

部分の一部と、山車の倉庫がある部分の一部を２

筆購入したものの費用であります。 

  続きまして、高林公民館300ページになります。

経常的な支出であります。 

  続きまして、301ページ、西那須野公民館管理

運営事業であります。需用費の消耗品費でありま

すが、昨年より15万ほど増額となっておりますが、

こちらは公民館祭りの40周年記念というようなこ

とで、記念事業ということと、あと玄関のダウン

ライトの球の費用の分が増額となっております。 

  続きまして、304ページ、南公民館の管理運営

事業であります。こちらにつきましては、修繕料

の中で昨年度、25年度に高額な修繕があったんで

すが、26年度は誘導灯の器具の修繕等が大きな金

額ぐらいで、あとは細かな修繕だけでありました。 

  それから、306ページになります。 

  西公民館の管理運営事業であります。工事請負

費ですが、グラウンド整地工事ということで43万

2,000円の支出がありました。25年度については

郷土芸能練習棟の外壁塗装工事等の関係で金額が
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300万ほどありましたが、そちらがグラウンドの

整地工事のみで43万2,000円の支出でありました。 

  307ページ三島公民館管理運営事業であります。 

  こちらにつきましても修繕料は254万ほどであ

りまして、前年度より50万弱減っております。こ

ちらも大規模な修繕等がなかったということと、

あとは経年劣化によるそれぞれの修繕交換等であ

ります。 

  続きまして、310ページ、ハロープラザ管理運

営事業の修繕料であります。 

  こちらについては、前に説明しました非常灯の

改修、それから照明器具、バッテリー等、それか

ら空調の不良箇所、それから指摘を受けていた高

圧線の引き込みの改修、こちらも建設後20年とい

うことで大きな金額の支出があり、前年度より

130万ほど多く支出しております。 

  それから、311ページ、箒根公民館の管理運営

事業であります。 

  委託料の中で物置解体撤去ということで、こち

らは昨年の春先の強風で事務室裏側にありました、

ちょっと離れた棟になっておりました物置が強風

で壊れた関係で、今後、使用の予定がないので撤

去したものであります。 

  続きまして、312ページ、自治公民館振興事業

であります。 

  こちらは自治公民館の修繕、それから新築、バ

リアフリー化に各自治会の公民館のほうへ修繕の

費用を補助金として出したものであります。 

  こちらにつきましては、26年度は寺子の自治公

民館の新築のみということで、25年度は新築が３

件あった関係で金額も大きく減少となっておりま

す。 

  それから、続きまして313ページになります。

文化振興費になります。 

  313ページの補助金の中で、社会教育活動振興

ということで、塩原温泉祭りおはやし保存会に新

たに補助金のほうが出ております。 

  続きまして、313ページ、文化財保護事業です。 

  委託料で那須疎水第二取水口隧道の測量業務と

いうことで、こちらは未調査であった部分の設計

測量管理委託料で800万円ほどを支出しておりま

す。 

  それから、314ページ、同じ委託料で遺跡の分

布調査業務ということで、こちらは国庫補助を受

けての事業であります。581万9,040円で、こちら

は26年度からの３カ年の事業となっております。 

  それから、工事請負費で赤田山の崩落防止工事

と擬木柵の設置工事ということで1,200万ほどの

支出がありました。 

  それから、旧津久井家住宅のカヤぶきの屋根の

カヤのふきかえ工事ということで1,170万ほどの

支出がございました。 

  続きまして、315ページになります。図書館管

理運営事業でございます。 

  修繕料につきましては、黒磯図書館、西那須野

図書館でそれぞれ経年劣化による修繕箇所の発生

で修理したものでございます。 

  それから、316ページの工事請負費の中で、西

那須野図書館の雨漏り修繕ということで308万

8,800円の支出を行いました。 

  それから、負担金ということで、指定管理料の

追加経費ということで、消費税増税分の負担金と

いうことで378万円の支出がございました。 

  それから、316ページの黒磯文化会館管理運営

事業であります。 

  黒磯文化会館についても、昭和56年の開館とい

うことで、経年劣化による修繕等を計画的に実施

しているものであります。 

  続きまして、317ページ、黒磯文化会館の整備

事業ということで、工事請負費で大ホールの舞台
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吊物機構の改修工事ということで9,180万の支出

がありました。 

  それから、317ページ、三島ホール管理運営事

業であります。 

  こちらにつきましては、工事請負費で舞台袖に

モニターを新たに設置した関係で69万5,840円の

設置工事を行ったところです。 

  続きまして、317ページ、ハーモニーホール管

理運営事業になります。 

  負担金の施設修繕工事費でありますが3,949万

3,440円、こちらにつきましては大田原市との負

担割合60％と、那須塩原市40％ということで、那

須塩原市のほうで3,900万ほどの修繕工事のお金

の負担をしております。 

  続きまして、318ページ、博物館管理運営事業、

こちらにつきましては、賃金、臨時学芸職員とい

うことで、現代美術担当の職員が１名増加したた

めの増額となっております。 

  続きまして、319ページ、委託料につきまして

は、博物館、黒磯郷土館、日新の館、それから関

谷郷土資料館のことで開館業務、あるいは機械警

備等の委託で長期継続の委託料になっております。 

  それから、320ページになります。 

  備品購入費で庁用器具費の中で拡声器というこ

とで、こちらは学校案内ボランティアの拡声器を

購入しております。 

  続きまして、320ページ、委託料で博物館の資

料収集調査のほうの委託料であります。彫刻作品

ブロンズ化業務ということで118万8,000円、こち

らにつきましては、南庄作さんの作品のブロンズ

化の支出であります。 

  それから、321ページになります。博物館教育

普及事業、印刷製本費であります。こちらは企画

展の開催するかどうか、あるいは常設展のリニュ

ーアルに伴う各リーフレット等の更新で増額とな

っております。 

  続きまして、321ページ、委託料ですが、企画

展の回数の増、あるいは資料運搬、監視、夜間警

備等の経費の増で増額となっているところです。 

  それから、続きまして322ページ、青少年セン

ター運営事業であります。 

  負担金の中で全国青少年補導センター連絡協議

会ということで、こちらが栃木県大会があった関

係で６万2,500円ほど増額となっております。 

  続きまして、323ページですね。 

  青少年健全育成事業であります。役務費の通信

運搬費の中で、成人式案内はがき郵送料というこ

とで、26年度から新たに計上した関係で丸々増加

という形になっております。 

  それから、323ページ交付金ですが、姉妹都市

交流事業ちびっこふるさと探検隊、こちらにつき

ましては、26年度は那須塩原市開催ということで、

25年度よりは18万2,000円ほど増額となっており

ます。 

  以上でございます。よろしくご審議の上、ご認

定いただきますようよろしくお願いいたします。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 いっぱいあるんですけれども、大丈夫

ですか。 

○伊藤委員長 休憩入れますか。 

  はい、わかりました。 

  すみません。途中ですが休憩を入れたいと思い

ます。今ちょうど２時ですので、２時10分まで休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 
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○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を許します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 まず196ページの活力倍増センター管

理運営事業、高林公民館の警備業務というものな

んですけれども、通常、公民館で警備業務という

のは行なっているんですか、どこでも。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 カードとか通して開け閉めす

るのは、業者はいろいろありますけれども、大体

セコムが入っておりまして、今までは時間を設定

して警備をお願いしていたみたいなんですが、鍵

をかけたときから次開けるときまでということで

時間が長くなったということと、平日の部分の時

間が長くなったということで、前年度よりは金額

が多くなったというふうに思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 どこでもやっているのかどうかをお聞

かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 どこの公民館もやっておりま

す。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 今すぐ出てこなかったんですけれども、

博物館の警備の金額よりもこっちのほうが高いよ

うな気がしたんですけれども、この値段というの

は、単に時間ということなんですか。そこまでの

重要性というのがちょっと公民館だと、博物館の

ほうが低い重要性で警備をしているというのがち

ょっと理解できなかったんですけれども。 

  博物館が、321が夜間警備業務が21万円で、今

度は196の公民館が28万5,000円ですよね。公民館

が高いんですね、警備費用。 

○伊藤委員長 319ページの博物館の委託料のとこ

ろですか。 

○藤村委員 321ページの下から９行目に夜間警備

業務。ここだけなんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○小池文化振興係長 これにつきましては、美術関

係の作品を展示をしたという形で、対外的な部分

も含めまして、特別に夜間の巡回をしたという形

です。 

○藤村委員 人が。 

○小池文化振興係長 はい、人の巡回の金額になり

ます。 

  ちなみに、319ページの委託料の上段からちょ

っと下がったところで機械警備業務委託で51万

8,400円。あと黒磯郷土館、日新の館、関谷郷土

資料館という形で機械警備のほうが10万ちょいと

いう形で入っております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 機械警備業務というのが、今おっしゃ

っていたセコムに当たるものになるんですか。 

  じゃ、公民館はどこでもやっているということ

で、わかりました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 どこも公民館もやって委託していると

いうことなんですけれども、決算の中で項目計上

はされていないようなんですが、どこにあるんで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 各公民館によって表記の仕方

がばらばらで大変申しわけないんですけれども。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 まず、303ページをお開きください。 

  303ページ、狩野公民館委託料は施設警備業務

25万9,200円が計上されておりますが、南公民館

は計上されていないので、どこに含まれているか。

西公民館があるのかな。 
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〔「表現がばらばらになっている」と言う

人あり〕 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 来年度から、もし全公民館やっている

ようであれば、同じような項目分けにしたほうが

よろしいかと思いますので、ご提案させていただ

きます。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 表現がばらばらなものにつき

ましては、来年の市政報告書のほうで統一した形

で記載するように改めたいと思います。よろしく

お願いします。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 314から315ページにかけて、無形民俗

文化財についての活動補助金があるんですけれど

も、この後ろのほうに農具更新補助金というのが

５万円と３万円２つ、三本木と上塩原に出ていま

すが、これは何か定期的にあげているのか、申告

に基づいてあげているものなのか教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 こちらにつきましては、それ

ぞれの保存会等から、工芸備品を修繕したいとい

うような申し出を受けて、定期的には計上して補

助しているものであります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 たまたま議会報告会で意見交換会をや

ったときに、ちょっとどこの方だったのか、私ち

ょっと記憶していないんですけれども、補助金が

減ったというか少なくて大変だとおっしゃった方

がいらしたので、道具なんかも古くなって修繕が

必要ですとかっておっしゃっていたような記憶が

ありましたので、ちょっとどういった形でこうい

うのが出されているのかお聞きしたかったんです

けれども、それはわかりました。 

  あと、東那須野公民館の、これは299ページで

測量設計をやっていて、300ページには土地購入

費ということで書いてあるんですけれども、これ

には、例えば、あそこちょっと入り口がわかりづ

らいので、わかりやすくするような、そういうよ

うなものは含まれているのかどうかというのをお

聞きしたかったんですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 こちらの公有財産購入費のこ

の土地につきましては、既にもうできている公民

館の敷地の一番南側の部分、塀寄りの部分と、山

車の倉庫がある部分の２筆の購入でありまして、

駐車場の測量設計のほうは、現在今工事をしてい

るところの設計測量の部分の支出であります。こ

っちのほうは、もう既にできている舗装になって

いる部分の一部がまだ民地として残っていたので、

それを購入したものであります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 そうすると、新たにあそこはまた駐車

場にきれいに整備して、それに関してはまた別に

何か予算が出るということなんですか、今後。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 今年度予算で現在工事中であ

ります。 

○藤村委員 わかりました。 

  そこに含まれているかどうかを聞けばよかった

んですね。じゃ、ここには関係ないということで、

わかりました。 

  あとは、その他で聞きます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑は。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 まず43ページ、歳入のほうなんですが、

自治総合センター一般コミュニティ助成金500万

円の雑入があったわけですが、これが関谷とあと

１カ所、250万ずつ２カ所に補助として出してい

るんですが、これは各公民館、順番でこういうふ
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うに回って補助金を出している内容、事業なんで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 輪番はあるんですが、26年度

当たりから補助の件数、以前はもっと４団体とか

もらえていたところなんですが、今２団体に減っ

てしまったという関係で、順番も若干ずれており

ます。 

  コミュニティ連絡協議会のほうで、各コミュニ

ティから申請をいただいて、そこで調整をしてい

るもので、最近新しいコミュニティが幾つかでき

ていますので、その辺も優先的にという部分も加

味しながら順番を決定しているところです。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると申請をしない公民館は、そ

の順番からその年度は外れるという解釈でよろし

いんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 うちのほうで、全体の事務局

を持っているんですが、各コミュニティのほうに

申請のお話をして、必ずしも全部250万ずつ申請

することではないので、場合によっては125万と

いう場合もありますので、何年か前に補助をもら

って、ある程度備品の整備ができているというコ

ミュニティもありますので、投げかけは全部のコ

ミュニティにしております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ということは、何か事業をやるとか、

備品整備をするとか、そういった内容が伴わない

で、ただくださいよということではなく、事業内

容、あるいは整備内容もつけ加えて申請するとい

うことですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 基本的には備品に充てており

まして、運営費については市からの補助金になる。

あるいは、各コミュニティの会費等で賄っていた

だいております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 次に、291ページに、一番先に黒磯公

民館管理運営事業というのがありますが、あと黒

磯地区の公民館全てに計上されているんですが、

公民館運営協力員謝礼、これ西那須野地区、塩原

地区の公民館にはこういったものがなんですが、

まず、この黒磯地区公民館にある協力員、これは

どういった業務をなされているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 公民館運営協力員謝礼と、こ

ちらは金額的には年額で１万5,000円ほど出てお

ります。 

  公民館の事業運営ですね。あと黒磯地区ですと、

運動会ですとか球技大会とか、そういうところに

協力いただいている方々、自治会長さんとか公民

館長さんへの支出であります。 

  議員おっしゃられるように、西那須野地区と塩

原地区には、こういうのはありません。合併前か

ら続いているもので、なかなか調整がつかないと

いうことは、正直なところであります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 西那須野地区、塩原地区公民館にはこ

ういった協力員がいなくても各種事業が展開され

ているわけなんですけれども、今の課長の説明で、

なかなか調整がつかないという難しい部分もある

のかと思いますが、もう合併して10年になってい

るので、費用がかかることは、１万5,000円とは

いえども、出ている地区、出ていない地区がある

ということは、ちょっと公平性にかかわる問題な

ので、もう10年が過ぎたので、そろそろ調整とい

うご努力も必要かと思います。 

  もう一点。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 
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○磯飛委員 319ページの博物館費の中で、下段の

ほうに関谷郷土資料館という項目がありますが、

会館業務、警備業務等々ありますが、大変私も勉

強不足なんですが、郷土資料館って、業務の内容

はどんなものをやっておられるんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○小池文化振興係長 博物館におきましては、ここ

に書いてありますように、黒磯郷土館、日新の館、

関谷郷土資料館が附属施設という形で、これは合

併前の塩原町の郷土資料館を受け継いだという形

になります。 

  基本的には、展示と収蔵というような形で、関

谷郷土資料館の場合は、昔の民家ではなくて新し

くつくられた昔風の民家と、そういう中に街道次

ということになりまして、そういう建物を建てた

んですけれども、その中で展示活動といいますか、

展示を行う。 

  あと、あわせてあそこは収蔵庫がないものです

から、収蔵も兼ねるというような形で活動も行な

っております。そのための管理業務関係の予算と

なっております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今の展示の事業とか、そういう各種事

業をやって、郷土資料館の事業があったときの来

館者数というのは把握しておりますか。 

○伊藤委員長 係長。 

○小池文化振興係長 昨年度、関谷郷土資料館の来

館者が9,277人になっております。これはちなみ

に、カウントをかけています。上のほうでセンサ

ーで見ていますので、それで行って入ってで２に

なってしまいますから、それを１にするというよ

うな形で２分の１で計算をした数字になっており

ます。ですので、ちょっと何回か入ってしまうと

いう可能性もあることはあるんですが、関谷の場

合、どうしてもあそこのテプコがなくなった関係

も含めまして、大きく減少傾向にあります。ちな

みに、22年度におきましては、３万4,734人はい

ったんですが、今はちょっと状況的には大分低下

している状況になっております。 

○磯飛委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

  それでは、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定について原案のとおり認定すべき

ものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 （いきいきふれあいセンターの砂利駐

車場の改善について） 

○伊藤委員長 それでは、執行部のほうから何かご

ざいませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○伊藤委員長 それでは、生涯学習課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩をいた

します。 

 

休憩 午後 ２時３２分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○伊藤委員長 それでは、スポーツ振興課について

審査を行いますが、スポーツ振興課については、

福祉教育常任委員会に対する付託案件がありませ

んので、予算常任委員会（第二分科会）に切りか

え審査を行います。 

  スポーツ振興課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔、明瞭にお

願い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第64号 平成27年度那須塩原市

一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野スポーツ振興課長 平成27年度９月補正に

つきまして、スポーツ振興課のご説明をさせてい

ただきます。 

  資料、補正予算の執行計画書11ページをごらん

ください。11ページの真ん中から下になります。 

  10款教育費、６項２目体育施設費の青木サッカ

ー場整備事業、こちらの委託料ですが、設計測量

管理委託料につきましては、２件ございます。ま

ず１件が現在工事中の青木のサッカー場、そちら

の新しい管理棟の入り口の駐車場、こちらと、進

入の道路に大きな高低差が生じてしまいました。

そのために車の進入が困難となることから、駐車

場の入り口にスロープを設ける必要がありますの

で、舗装工事の設計を行うものでございます。 

  そして、もう１件でございます。サッカーグラ

ウンドＤグラウンド、現在３つのグラウンドがご

ざいますが、今後４番目のサッカーグラウンドを

設計してまいります。こちらの準備を行っており

ますが、労務費等の単価の上昇から、当初予算で

は不足が生じていることから、事業のほうの補正

を行うもので、先ほどの設計と合わせて120万の

補正をお願いするものでございます。 

  続きまして、にしなすの運動公園管理運営事業

です。こちらは、にしなすの運動公園の事務室の

エアコンが壊れております。１つが天井のエアコ

ンの修繕を行うもので32万4,000円、そして、も

う一つが事務室の壁かけ用のエアコンです。こち

らは備品としての対応なんですが、こちらにつき

まして２台のエアコンを購入するための補正でご

ざいます。26万5,000円、合わせて58万9,000円を

お願いするものです。 

  続きまして、三島体育センターの管理運営事業、

こちらですが、武道館の隣に弓道場というものが

ございます。この弓道の矢を放った際に、得点と

いうものがございまして、その得点を確認するた

めの得点板を操作する部屋があるんですね。矢の

先に。その得点板を操作する部屋のほうに矢が

時々曲がって飛んでいっちゃうことがありまして、
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大変危険であるという要求がございまして、安全

のための対策を講じるものでございます。 

  また、もう一つが現在の体育館の事務室の入り

口の自動ドアが壊れておりまして、そちらのほう

を修繕するものでございます。こちらについては

50万6,000円の補正を行うものです。 

  最後に、塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営事業

でございますが、海洋センターの建物の後ろに浄

化槽のふたと枠がございまして、これが古くなっ

て腐食して落下するおそれがございます。こちら

が非常に危険になってございますので、こちらの

修繕ということで19万3,000円の補正をお願いす

るものです。 

  以上、４つの事業につきましてご審議をいただ

き、ご決定いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 今ご説明がありました駐車場の入り口

のスロープの工事設計業務とＤグラウンドの設計

業務の、この費用の内訳を伺ってもよろしいでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○宇都野スポーツ振興課長 こちらにつきましては、

２つの事業を合わせて予算の査定が行われました

が、私どものほうで、設計上は50万7,000円のス

ロープの設計、そして81万のグラウンドの設計整

備ということで、査定予算上は組ませていただい

ております。最終的に査定結果として両方合わせ

て120万ということでの対応ということでの財政

査定になったわけでございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 平成27年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）に切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野スポーツ振興課長 それでは、一般会計決

算についてご説明を申し上げます。 

  市政報告書の10ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  10ページ、12款分担金及び負担金、１項３目教

育費負担金、こちらの４つ目の枠でございます保

健体育費負担金につきましては、黒磯南高校のグ

ラウンド使用の夜間照明の利用負担金となってお

りまして、昨年度は93日のご利用、1,401名の利

用がございました。 
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  続きまして、14ページをお開きください。 

  14ページの中ごろになります。こちらの14ペー

ジの中段から16ページにかけましてでございます。

こちら１項６目教育使用料、保健体育施設使用料

でございます。こちらにつきましては、前年に対

して473万3,274円増の3,240万7,433円となってお

ります。こちらの使用料については、黒磯地区の

くろいそ運動場、那珂川河畔公園、また青木のサ

ッカー場で13の施設の使用料、また西那須野地区

におかれましては、にしなすの運動公園、三島体

育センターの８施設、塩原地区においては、塩原

運動公園、Ｂ＆Ｇ海洋センター、関谷南公園、７

施設の施設利用使用料と、市内の学校のグラウン

ドの夜間使用料でございます。こちらについては、

各施設の管理運営事業のほうに充当しております。 

  続きまして、22ページをお開きください。 

  22ページ、枠で言うと２段目の枠でございます。 

  14款国庫支出金、２項１目土木費国庫補助金、

都市計画費補助金、平成25年度の繰り越しでござ

います。 

  こちらの社会資本整備総合交付金の、下の段で

すね、公園のほうの2,600万につきましては、に

しなすの運動公園の整備事業で行いましたジョギ

ングコース及び多目的運動広場の更新工事を行っ

た際の交付金でございます。にしなすの運動公園

の整備のほうに充当してございます。 

  次に、33ページをお開きください。 

  33ページ、上から４段目になります16款の財産

収入、１項１目財産貸付収入でございます。こち

ら、くろいそ運動場、その次に青木サッカー場、

にしなすの運動公園、三島体育センター、関谷南

公園でございますが、こちらの自動販売機の設置

の貸付料でございます。全部の施設に27台が設置

してございます。合計628万6,328円の収入がござ

いました。こちらにつきましても、各施設の管理

運営費のほうに充当してございます。 

  次に、43ページをお開きください。 

  43ページは20款諸収入、４項４目雑入でござい

ます。こちらで交付金をご説明申し上げますと、

下から５行目にスポーツ振興くじ助成金600万と

ございます。こちらにつきましては、この後歳出

でご説明申し上げますが、くろいそ運動場に設置

しましたバスケットボールのゴール、こちらの購

入に対する宝くじ助成金でございます。 

  次のページ、44ページでございます。 

  44ページのちょうど２段目の枠、教育費雑入、

平成25年度繰越分です。こちらにつきましては、

スポーツ振興くじ助成金3,360万円でございます

が、こちらにつきましては、くろいそ運動場の工

事で行いました第一テニスコート、これ８面です

ね。こちらに対するコートの宝くじ助成金となっ

ております。 

  次に、歳出についてご説明させていただきたい

と思います。 

  歳出につきましては、323ページをお開きくだ

さい。323ページ後段のほうになります。 

  10款教育費の６項１目体育振興費スポーツ振興

事業、20事業ですね。こちらにつきましては、前

年度に対して233万7,863円減額の2,490万5,600円

となっております。 

  報酬につきましては、スポーツ推進委員46名の

方の報酬でございます。昨年は54回の事業を行い

ましての延べ677名の方が参加してございます。 

  次のスポーツ推進審議会報酬というものでござ

いますが、こちらはスポーツ基本法31条に基づく

審議会でございまして、９名の委員で構成されて

おります。内容的には地方スポーツの推進計画、

また事業事項の審議をさせていただいております。 

  次の報奨金でございます。激励費につきまして

は、スポーツの国際大会、あとは全国、関東大会
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に出場する際に支給いたすものでございます。昨

年は延べ574名の方に765万円を支給させていただ

きました。また特別激励費ということで、全国高

校駅伝大会に出場した那須拓陽高校に100万円を

渡させていただきました。 

  次に、324ページ、こちらのちょうど真ん中ぐ

らいになります負担金補助及び交付金の補助金に

つきましてご説明申し上げます。 

  補助金、2014関東学生トライアスロン事業、こ

ちらは毎年戸田の調整池周辺で行われておりまし

て、ことしは333名の出場がございました。こち

らの大会に150万、また、第９回の那須塩原ハー

フマラソン、これは本市のスポーツの最大イベン

トでございます。こちらには、3,045名のエント

リーがございました。県外からもたくさん多くの

方が参加をしておりますが、こちらの大会に650

万の補助を行なっております。 

  なお、スポーツ事業実績、その後の実績につい

ては、記載のとおりでございます。ご確認くださ

い。 

  次のページ、325ページになります。 

  上から10行目になりますが、２つ目の枠です。

スポーツ団体育成事業、30事業ですね。こちらで

ございます。補助金につきましては、32団体

3,742名の方が加入する那須塩原市の体育協会に

1,314万6,000円、そして105の団体2,893名が加盟

する那須塩原スポーツ少年団に対して、915万

7,000円が交付されております。 

  次に、６項の２目体育施設費でございます。体

育施設費の体育施設管理運営事業については、多

くのスポーツ施設については、指定管理が管理を

行なっておりますが、一部の施設については、ス

ポーツ振興課が直接管理するものがございます。

そちらの関係の予算として477万6,110円となって

ございます。内容につきましては、前年と同様の

内容になってございます。 

  続きまして、326ページをお開きください。 

  こちらにつきましては、那須塩原市の体育施設

の利用状況が載ってございます。 

  全体的に見ると、いろいろあるんですが、特に

青木のサッカー場の整備、また、にしなすの運動

公園のプールの改修が終わりましたので、その関

係で多くの方の利用がふえております。昨年度に

比べて、２万7,017名の増となっております。 

  次に、その下の段になります。 

  くろいそ運動場管理事業です。こちらについて

は、2,271万4,595円増の6,882万4,550円という結

果になってございます。主な事業については、次

の327ページからございますが、大きいものとし

ては、運動公園の指定管理の委託料でございます。

そのほかに工事の請負として、武道館の屋根が前

年度の大雪のため雨漏りが発生してしまいました

ので、こちらのほうの修繕を行いました。また、

トレーニングルームの環境をよくするためのエア

コンの設置工事を行いました。 

  備品購入費の中で、６行目になります、バスケ

ットボールスプリングゴールと950万4,000円でご

ざいます。こちらにつきましては、歳入で申し上

げしたように、ｔｏｔｏの助成金の対象となって

ございまして、600万の助成を受けてございます。 

  次に、くろいそ運動場整備事業でございます。

こちらについては2,118万2,002円の増となってお

ります。6,343万4,502円の決算でございますが、

こちらにつきましては、工事請負費としては、テ

ニスコートのスタンドの改修。テニスコートは42

年が経過しており、相当劣化が激しいことから、

改修を行ったものです。また、前年の８面の人工

芝の改修工事に引き続きまして、第二テニスコー

ト４面の人工芝の新設工事を行いました。こちら

の完成後は、８月の国体の関東予選や９月のねん
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りんピックということで、お天気は悪かったんで

すが、雨の中でも大会が行うことができるなど、

大変コートについては評判がよかったというふう

に聞いてございます。 

  次に、くろいそ運動場整備事業、平成25年度の

繰り越し分でございます。こちらについては、第

一テニスコートの人工芝の新設の繰り越しでござ

いまして、4,140万6,400円となってございます。 

  続きまして、那珂川河畔公園プールの管理運営

事業につきましては、主に指定管理の委託料でご

ざいます。内容的には昨年度と同様でございます。 

  続きまして、次の328ページ、そちらをごらん

ください。 

  那珂川河畔運動公園の管理運営事業。こちらに

つきましても前年度と同様の内容になってござい

ます。 

  続きまして、青木サッカー場の管理運営事業。

こちらについても同様に、昨年度と同様の内容、

また経常的な経費になってございます。 

  次に、青木サッカー場の整備事業、55事業でご

ざいます。こちらにつきまして、昨年度に対して

２億402万1,330円減額の４億2,096万4,000円でご

ざいますが、前年度は人工芝のサッカー場の大き

い工事がございましたので、大きく減額しました。

工事の内容については、前年度整備したサッカー

場の周辺整備の工事、また、第二駐車場、300台

の駐車場を整備いたしました。こちらの整備、フ

ェンス等の工事を行いました。 

  次に、西那須野運動公園管理運営事業について

は、前年度同様の内容になってございます。 

  失礼いたしました。西那須野運動管理運営事業

については、前年度に対して571万420円減の

8,928万8,794円の決算でございます。 

  次の329ページをお開きください。 

  主な内容としては、委託料としての指定管理料

のほかに、工事請負費としまして、社会資本総合

交付金事業として行いましたジョギングコース及

び多目的運動場の更新工事でございます。 

  ジョギングコースは682ｍのコースでございま

して、こちらは足元に負担がかからないウッドチ

ップを敷き詰めた工法でございまして、膝に優し

いつくりとなっております。 

 また、多目的運動場については、排水能力が優れ

たグラウンドになりましたので、雨が上がった後

の使用も短時間でできるという状況でございます。 

  次に、西那須野運動公園整備事業の平成25年度

繰り越しでございます。こちらジョギングコース

及び多目的運動場の広場更新工事については、

5,500万となってございます。歳入で申し上げた

ように、交付金として補助で2,600万の交付を受

けてございます。 

  次に、三島体育センター管理運営事業につきま

しては、昨年度と同様の内容になってございます。 

  同じく、次の塩原運動公園、関谷南公園管理運

営事業についても、昨年度と同様の内容でござい

ます。 

  次に、330ページをお開きください。 

  塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営事業につきま

しても同様に、前年度と同様の内容になってござ

います。 

  次に、学校開放事業についてでございます。学

校開放事業については、下のほうに利用状況のほ

うが記載されてございますが、夜間照明として７

つの学校のグラウンド、体育館では小学校で22校、

中学校で10校、高校１校の35校、そして   １

棟を開放してございます。全体的に学校の統廃合

の影響もあり、少し減ってはいますが、全体的に

利用者のほうはちょっと伸び悩んでおります。

3,729名減の６万3,918名のご利用をいただいてお

ります。 
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  最後に、馬場整備事業、110事業でございます。

新たな事業としての馬場事業について3,983万

4,029円の決算になってございますが、内容とし

ましては、委託料として馬場改修のための工事設

計、また332ページ、めくっていただきますと、

この事業を開始するに当たりまして、試行的事業

として乗馬体験教室を５回ほど行いました。こち

らの委託料でございます。この教室には青木小学

校を初め、ふれあい、あすなろの生徒の皆さん、

また議会の皆さんにもご利用いただいたわけでご

ざいますが、７月１日にオープンになりました。 

  工事請負費については、室内の馬場、厩舎、……

などの工事を行ったところです。 

  備品購入費については、乗馬のための馬具、ヘ

ルメット等の備品。また事務執行のための机など

を購入し、また作業用のトラックを購入してござ

います。 

  以上、スポーツ振興課の決算を説明させていた

だきました。よろしくご審議の上、ご決定いただ

けるようよろしくお願い申し上げます。 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第１号 平成26年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第１号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、それぞれ

委員の皆さんから何かございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 （黒磯運動場内の自動販売機被害につ

いて） 

○伊藤委員長 ほかに。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （栃木国体の競技会場の選定状況につ

いて） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  それでは、スポーツ振興課の皆さんからは何か

ございますか。 

  課長。 

○宇都野スポーツ振興課長 その他でございますが、

委員の皆様にご報告させていただきます。 

  ７月１日にオープンしました那須塩原市ホース

ガーデンの利用状況でございますけれども、こち

らのほうがまとまりましたので、報告をさせてい

ただきます。 

  利用内容についてたくさんあるものですから、

ちょっとまとめてご報告ということになりますが、

利用人数については、７月が458名と大変多くの

方にご利用いただいております。その中でも団体

の利用としては、東小学校の特別支援の学級の生

徒さんのご利用、またふれあいの適応指導教室さ

んのほうのご利用、また青木小学校さんのほうの

ご利用、また稲村の公民館、そして幼稚園では黒

磯の幼稚園さんというところで、団体でご利用を

させていただきました。 
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  次に、８月についても集計が固まりましたので

お話ししますと、８月が461名という、７月と同

様にたくさんの方にご利用いただきました。主な

利用団体としては、大山の公民館、そして婦人会

の皆さんにもご利用いただきました。また保育園

の皆さんにもご利用いただき、さらに学校の先生

方にも乗馬のほうを体験していただくように、利

用日のほうを設けさせていただいております。 

  以上、非常に多くの方に人気も出てきている事

業に育っているなという感じを受けますが、今後

のスケジュールについても、相当予約のほうが入

っております。なかなか土日などはとりにくいと

いう状況も続いておりますが、さらに内容的なも

のをより利用しやすい形に工夫しながら、事業の

ほうを進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 それではスポーツ振興課の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  教育部の今定例会における審査は終了となりま

すが、教育部全体として何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で教育部の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  執行部の方は退席していただき、委員の方は引

き続き陳情の審査を行いますが、ここで10分間の

休憩を入れます。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時２５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第３号の上程、説明、討論、

審査 

○伊藤委員長 それではここで次に、陳情第３号 

特別支援学校の「設置基準」策定を国に求める陳

情を議題といたします。 

  こちらの陳情は継続審査ですから、内容説明は

省略をいたします。また他市の動向について、事

務局から説明をさせます。 

  事務局。 

○長岡議会事務局主査 さき、先日と同じような話

になってしまうんですが、委員会での結論という

ことで、やらせていただくこととなってございま

す。 

  他市の動向ですが、昨日お渡ししました審査結

果のとおりとなってございます。継続が２つ、採

択が４つという結果となってございます。不採択

の主な理由としましては、県の特別支援学校は県

の施設なので、全国の状況等も把握できないため

というようなさくら市ですとか、那須烏山市など

に設置基準を策定してしまうことによって、児童

に合った運営に支障がでると考えるためといった

ご意見でした。 

  以上です。 

○伊藤委員長 説明が終わりしまた。 

  それでは、委員の皆様のご意見をお願いしたい

と思います。 

  まず、初めに若松委員、お願いします。 

○若松委員 きのうはちょっと迷っていたんですけ

れども、いろいろこれを読み返したりすると、や

はり弱者には弱者なりの大変さがあるのかなと思

いまして、陳情に対して採択ということでお願い
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したいと思います。賛成です。 

○伊藤委員長 続きまして、磯飛委員。 

○磯飛委員 きのうの協議会でもお話をさせていた

だきましたが、やはり教育は平等であるという観

点から、普通学校と同様に基準を設ける必要があ

ると思います。 

  特に、普通学校においては、皆さんご存じのよ

うに、本市ではそういう事例はないんですが、近

隣の市では小中学校の統廃合があり、まだ校舎が

新しいにもかかわらず、中学校の校舎を統合の結

果、小学校が利用しようとしても、建築基準に合

わない。小学校の建築の規定に合わないというこ

とで、新しい中学校も使えない。そういう今まで

の基準が、規定がある普通学校と比べ、特別支援

学校にはそういう規定がないということに、不平

等さというものを感じます。 

  それと、今若松委員から話がありました特に政

治というものは、弱者に対して手厚く支援するの

が政治だと私は考えておりますので、特別支援学

校に通学する、弱者という表現は語弊があるかも

しれませんが、弱い者に対して支援を厚く設ける

べきだと。このことから、この陳情に対しては賛

成採択とすべきと思っております。 

○伊藤委員長 中村委員、いかがでしょう。 

○中村委員 先日も申し上げましたように、陳情の

趣旨等々を鑑みますと、そういったほうに達して

いないということを考えて、きのうも不採択とい

うことで申し上げたとおりでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 私もきのう申し上げましたとおり、こ

の陳情は採択すべきという立場です。 

  やはり、体に障害を持っている子も普通の子も、

同じような教育条件が与えられるべきだし、当然

そういうものを要求していくべきだと思います。

那須塩原市も、子どもの権利条例と国連の子ども

の権利条約に倣って条例を採択しました。子ども

の最善の利益のためにと、しっかりと我々議員は

そういう立場にあるので、この陳情にはそういう

子どもたちのために教育条件を整備するという立

場で賛成したいと思います。 

○伊藤委員長 続きまして、藤村委員。 

○藤村委員 きのう申し上げたことと重なりますが、

実際に先生の努力で、スロープを改修工事をして

いる。これは先生の本来の仕事ではなくて、余分

な負担になっていると思いました。また特別教室

が普通教室に転用されている事実もありました。

これは最低限の基準があれば、こういうこともな

いのかなというふうに感じました。劣悪な環境で

はありませんが、今市内にそういう心配はないと

いうことですが、これが将来必ず担保されるとい

うことにはつながりませんので、最低限のバリア

フリー、最低限の空間を確保するための基準は、

国に対して要望するというのは当然の権利である

と思いますので、この陳情には採択、賛成です。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 私は、陳情の理由の内容を鑑みまして、

この陳情に対しては不採択でお願いします。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 私もこの陳情の内容を見まして、不採

択としたいと思います。 

○伊藤委員長 続きまして、平山委員。 

○平山副委員長 私もきのうと同じ意見で不採択で

す。 

○伊藤委員長 そのほかご意見はございませんか。 

〔「全部言っている」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは意見がないようですので、

討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 皆さんの意見が４対４になったという
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ことですが、やはりさっき言ったような内容で、

私は採択すべきだということで討論としたいと思

います。 

○伊藤委員長 ほかに討論はありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  ご異議がございますので、挙手により採決をい

たします。 

  陳情第３号 特別支援学校の「設置基準」策定

を国に求める陳情を採択すべきものとすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 ただいま採決の結果、可否同数を認

めます。 

  よって、委員会条例第15号により委員長の採決

になりますが、委員長は否決すべきものと決定い

たしました。 

  当委員会の審査の結果…… 

〔「違う、不採択」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 不採択。 

〔「不採択としますと言ってから」と言う

人あり〕 

○伊藤委員長 不採択とすべきものに決しました。 

〔「委員長のまず考えを」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２５分 

 

再開 午後 ３時２７分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  挙手採決の結果、可否同数を認めます。 

  よって、委員会条例第15条により、本委員長は

否決すべきものといたします。委員会としては不

採択といたします。 

〔「違う」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２８分 

 

再開 午後 ３時２９分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  挙手採決の結果、可否同数を認めます。 

  よって、委員会条例第15条により、委員長は否

決すべきものといたします。 

  よって、当委員会は不採択といたします。 

  それでは、陳情第３号の審査を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 以上で、本日の委員会日程は終了し

ました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出をいたしますので、ご一任くださいますよう

お願い申し上げます。 

  事務局から連絡があります。 

  事務局。 

○長岡議会事務局主査 （今後の予定について） 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○伊藤委員長 これをもちまして福祉教育常任委員

会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時５４分 




